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○ 大学の概要  

 
１． 大学の現況 

◇ 大学名 
国立大学法人東北大学 
 

◇ 所在地 
片平キャンパス（本部）： 
宮城県仙台市青葉区片平 

川内キャンパス： 
宮城県仙台市青葉区川内 

青葉山キャンパス： 
宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 

星陵キャンパス： 
宮城県仙台市青葉区星陵町 

電子光理学研究センター： 
宮城県仙台市太白区三神峯 

ニュートリノ科学研究センターカムランド： 
岐阜県飛騨市神岡町 

附属複合生態フィールド教育研究センター： 
宮城県大崎市鳴子温泉蓬田、宮城県牡鹿郡女川町 

附属浅虫海洋生物学教育研究センター： 
青森県青森市浅虫坂本 
 

◇ 役員の状況 
総長名：大野 英男（2018 年４月１日～  ） 
理事数：７名（常勤７名） 
監事数：２名（常勤１名、非常勤１名） 
 

◇ 学部等の構成 
◆ 学  部： 

文学部、教育学部、法学部、経済学部、理学部、医学部、歯学部、 
薬学部、工学部、農学部 

 
◆ 研究科等： 

文学研究科、教育学研究科、法学研究科、経済学研究科、 
理学研究科、医学系研究科、歯学研究科、薬学研究科、工学研究科、 
農学研究科、国際文化研究科、情報科学研究科、生命科学研究科、 
環境科学研究科、医工学研究科 

＊東北大学インターネットスクール（ISTU） 
 

◆ 附置研究所： 

金属材料研究所※、加齢医学研究所※、流体科学研究所※、 
電気通信研究所※、多元物質科学研究所※、災害科学国際研究所 

 
◆ 機構： 

情報シナジー機構、高度教養教育･学生支援機構※、高等研究機構、 
国際連携推進機構、学位プログラム推進機構、産学連携機構、災害 
復興新生研究機構、研究推進・支援機構、事業支援機構 
 

◆ 学内共同教育研究施設等： 
サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター、埋蔵文化財調査室、 
東北アジア研究センター、学術資源研究公開センター、電子光理学 
研究センター※、 
サイバーサイエンスセンター※、ニュートリノ科学研究センター、 
男女共同参画推進センター、 
スピントロニクス学術連携研究教育センター、数理科学連携研究 
センター、スマートエイジング学術連携研究教育センター、 
ヨッタインフォマティクス研究センター、キャンパスデザイン室、 
オープンオンライン教育開発推進センター 

（注）※は、共同利用・共同研究拠点、国際共同利用・共同研究拠点又

は教育関係共同利用拠点に認定された施設を示す。 

 
◇ 学生数及び教職員数（2018 年５月１日現在） 

学生数：17,824 名（うち、留学生数：1,646 名） 
学部学生数：10,881 名（うち、留学生数：  205 名） 
大学院生数： 6,943 名（うち、留学生数：1,441 名） 

歯学部附属歯科技工士学校学生数：28 名 
教員数：3,152 名 
職員数：3,244 名 

 
２． 大学の基本的な目標等 

東北大学は、開学以来の「研究第一主義」の伝統、「門戸開放」の理念及
び「実学尊重」の精神を基に、数々の教育研究の成果を挙げてきた実績を踏
まえ、これらの伝統、理念等を積極的に踏襲し、東北大学の強み・特色を発
展させ、独創的な研究を基盤として、「人が集い、学び、創造する、世界に
開かれた知の共同体」として進化することを目指す。すなわち、高等教育を
推進する総合大学として、以下の目標を高い次元で実現し、もって国際的な
頭脳循環の拠点として世界に飛躍するとともに、東日本大震災の被災地の中
心に所在する総合大学として、社会の復興・新生を先導する役割を担う。 
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◆ 教育目標・教育理念 ―「指導的人材の養成」 
・学部教育では、豊かな教養と人間性を持ち、人間・社会や自然の事象に

対して「科学する心」を持って知的探究を行うような行動力のある人材
及びグローバルな視野に立ち多様な分野で専門性を発揮して指導的・中
核的役割を果たす人材を養成する。 

・大学院教育では、世界水準の研究を理解し、これに創造的知見を加えて
新たな展開を遂行できる創造力豊かな研究者及び高度な専門的知識を
持つ高度専門職業人を養成する。 

 
◆ 使命 ―「研究中心大学」 
・東北大学の伝統である「研究第一主義」に基づき、真理の探究等を目指

す基礎科学を推進するとともに、研究中心大学として人類と社会の発展
に貢献するため、研究科と研究所等が一体となって、人間・社会・自然
に関する広範な分野の研究を行う。それとともに、「実学尊重」の精神
を活かした新たな知識・技術・価値の創造に努め、常に世界最高水準の
研究成果を創出し、広く国内外に発信する。 

・知の創造・継承及び普及の拠点として、人間への深い理解と社会への広
い視野・倫理観を持ち、高度な専門性を兼ね備えた行動力ある指導的人
材を養成する。 

 
 

◆ 基本方針 ―「世界と地域に開かれた世界リーディング・ユニバーシテ
ィ」 
・人類社会の様々な課題に挑戦し、人類社会の発展に貢献する「世界リー

ディング・ユニバーシティ」（世界三十傑大学）であることを目指す。 
・世界と地域に開かれた大学として、自由と人権を尊重し、社会と文化の

繁栄に貢献するため、「門戸開放」の理念に基づいて、国内外から、国
籍、人種、性別、宗教等を問わず、豊かな資質を持つ学生と教育研究上
の優れた能力や実績を持つ教員を迎え入れる。それとともに、産業界は
もとより、広く社会と地域との連携研究、研究成果の社会への還元や有
益な提言等の社会貢献を積極的に行う。 

・市民の知的関心を受け止め、支え、育んでいける教育研究活動を積極的
に推進するとともに、市民が学術文化に触れつつ憩える環境に配慮した
キャンパス創りを行う。 

東北大学の構成員一人ひとりの能力を存分に発揮できる環境を整え、多彩
な「個」の力を結集することによって、第３期中期目標期間における目標を
達成していく。 
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３．大学の機構図(学部・研究科等) 

 

 

 

 
 

 

 

  

＊東北大学インターネットスクール（ISTU）・・・東北大学で開講されている授業科目の各々に用意された専用のウェブページから、 講義の動画
などの臨場感あるディジタル教材の閲覧やレポート課題の送受信などが可能なシステム 
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【平成 29 年度からの変更点】 
 総長室 → 総長・プロボスト室（H30.４.１） 
 本部事務機構 → 事務機構（H30.４.１） 
○組織区分としての「大学院」の廃止（H30.４.１） 
 教育情報学教育部・研究部 
○「学内共同教育研究施設等」の新設及び組織区分の廃止 
〈新たに学内共同教育研究施設等となるもの〉（H30.４.１） 
  ヨッタインフォマティクス研究センター 
 

 
〈学内共同教育研究施設等でなくなるもの〉（H30.６.30） 
  インスティテューショナル・リサーチ室 
○国際戦略室を設置（H30.７.１） 
○社会連携推進室を設置（H30.７.１） 
○アセットマネジメントセンターを設置（H30.７.１） 
○オープンイノベーション戦略機構を設置（H30.７.１） 
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４． 大学の機構図(本部事務機構) 
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理事・副学長・本部事務機構（平成 3029 年度） 
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○ 指定国立大学法人構想に関する全体的な状況  

 
 
１．国立大学法人東北大学の指定国立大学法人構想 
 
〇 東北大学は、世界が抱える課題に果敢に向き合い、新たな社会・経済システ
ムへの変革を先導する指定国立大学法人として、教育・研究・社会貢献・ガバ
ナンス等の諸機能の時代適合性を不断に点検・強化し、次代を担う人材の育成、
未来を切り拓くイノベーション創出などを牽引して、その成果の社会への発信
と世界展開を通じ、「世界から尊敬される真のワールドクラス大学(世界三十
傑大学)」を目指す。 

〇 具体的には、第一に、卓越した教育研究を追求するシステム改革を実行し、
国内外の様々なリソースを呼び込む国際的な頭脳循環の拠点として、真のワー
ルドクラス大学へ飛躍すること、第二に、東日本大震災の被災地に所在する総
合大学として、社会の復興・新生はもとより、持続的に価値を創造する役割を
担い、その創出した知で社会創造を先導することを目標とする。全学でこの指
定国立大学法人制度が目指す東北大学の新たな姿を共有し、構成員一人ひとり
の能力を存分に発揮できる環境を整え、多彩な「個」の力を結集して取組を進
めていくことがその大前提となる。そして、この世界最高水準の教育研究活動
の展開と並んで、それを支える「知の協働・経営体」としてガバナンス及びマ
ネジメントが有効に機能する基盤強化により経営の総合性、戦略性、機動性等
を確保するための仕組みを構築する。 

〇 こうした理想の大学の姿に向けて、2030 年までに戦略性と実効性を持った
取組を組み合わせて着実に実行することにより、社会から信頼、尊敬、そして
サポートを得られる好循環を実現し、日本を代表する大学改革モデルを確立す
る。 

 
２．指定国立大学法人構想の進捗状況の自己分析 
 
 以下Ⅰ～Ⅵの６つの要素のいずれについても、構想の実現に向けた取組が着
実に進展している。 
 
Ⅰ 人材育成・獲得 
 
１．学際・国際・産学共創を理念とする学位プログラム群の展開と「東北大学高

等大学院」への発展 
 急速に変革が進む社会に柔軟に対応するため、従来の固定的な教育原理に拘
泥せず、明確なテーマと人材育成像に基づく全学横断的な教育課程である「学位
プログラム」を本学の特長ある大学院教育プログラムとして位置付けて展開中

である。 
 2018 年度には、２つの国際共同大学院プログラム（生命科学（脳科学）分野、
機械科学技術分野）を新たに開設した。さらに、産業界との協働による新たなタ
イプのプログラムとして、2019 年４月に産学共創大学院プログラム部門を新設
し、2019 年度からのプログラム開設に向けて、２つのプログラム（未来型医療
創造分野、人工知能エレクトロニクス分野）を文部科学省の「卓越大学院プログ
ラム」として申請し、いずれも採択された（採択件数は全国１位）。 
 これにより、本学における学位プログラム全体では、計９つものプログラムが
実施に至っており、本取組は着実に進捗している。 
 
２．大学院の訴求力の向上による国内外からの優秀な学生の獲得 
 世界各国から優秀な学生が集まる大学院とするため、キャリア支援、経済支
援、国際的アクセシビリティ向上策を同時進行で実施している。 
 キャリア支援については、博士課程後期の学生及びポスドクのキャリアパス
教育を主眼とした「イノベーション創発塾」（2014 年設置）のカリキュラムを
抜本的に改定しプログラムの密度を高めた。 
 経済支援については、2018 年４月、総長がリーダーシップを発揮して総長裁
量経費等 1.4 億円の重点投資を決定し、本学独自の新たな人材育成の取組とし
て博士後期課程学生向けの新たな給付型奨学金「東北大学グローバル萩博士学
生奨学金」制度を創設。これにより、247 名に対し奨学金 60 万円の支給を開始
したことで対象となる博士後期課程学生の全てが、何らかの経済支援を受ける
こととなり、2030 年度までに対象者全員に支給することとして掲げていた数値
目標（KPI）を大きく前倒して達成することができた。 
 このほか、2018 年７月に全額自己負担（110 億円規模）によるユニバーシテ
ィ・ハウス青葉山（752 戸）が完成したことにより、国内最大規模（1,720 戸）
の国際混住型学生寄宿舎が整備され、学生生活支援の大幅な拡充を図った。 
 国際的アクセシビリティ向上については、2018 年度入試より GRE®もしくは
GMAT®のいずれかを提出必須とする大学院国際コース入試を新たに導入するな
ど、入試制度について国際標準化を着実に進めている。 
 

※参考とした海外ベンチマーク大学との比較・分析 
 ① ワシントン大学(米)では、総合大学として伝統的なディシプリンベ
ースの教育を重視しつつも、単一組織の UW Graduate School のもと、先導
的な学際領域の教育にも柔軟に対応可能なプログラム体制となっており、
本学の「東北大学高等大学院」のモデルとして適している。本学で 2018 年
度に推進した学位プログラム群の展開により、当該モデルに着実に近づい
ていると分析している。 
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 ② メルボルン大学(豪)では、GRE®スコア提出を博士課程の入試に義務
付けるなど、世界中の学生をマーケットにした戦略的アドミッションを実
施。博士課程学生に対して、連邦政府の奨学金、基金や寄附などを源泉と
する学内奨学金、研究・教育助手などを組み合わせて、原則全員に経済的
支援を実行しており、本学としても大いに参考となる。本学で 2018 年度に
前倒しで達成した「博士後期課程学生の全てが、何らかの経済支援を受け
ること」により、メルボルン大学の取組と遜色ないレベルに達していると
考えている。 

 
３．独創性豊かな若手研究者を世界各国から惹きつける場の創出 
 若手研究者を世界各国から惹きつけるため、高等研究機構において 2018 年度
に国際公募により新たに 20 名を採用し、計 109 名（前年度比 22%増）となるな
ど、2030 年までの目標である常時 200 名に向けて着実に拡大を図っている。 
 また、テニュアトラック制度については、2018 年９月に学際科学フロンティ
ア研究所を活用した 50 名規模の「東北大学テニュアトラック制度」を創設。最
長７年の任期を設けるとともに、特に顕著な研究業績を挙げた若手研究者を学
内でテニュア教員として採用した場合には、本部から人件費を支援するなど、優
秀な若手研究者が安定的に雇用できる体制を構築した。 
 さらに若手研究者にとって魅力ある環境の創出のため、本学が日本の大学で
初めて導入した「知のフォーラム」を活用し、フィールズ賞受賞者など世界的に
も著名な研究者を招へいしてプログラムを開催。特に 2018 年度はプログラム数
を５回に拡充した結果、前年度の約３倍（2,039 名）の若手研究者が参加し、世
界トップレベル研究者と議論するなど、他機関には無い魅力ある環境を提供し
ている。 
 
Ⅱ  研究力強化 
 
１．「高等研究機構」を頂点とした三階層「研究イノベーションシステム」の構

築 
 本学の総力を挙げて最先端研究に取り組むため、研究組織をミッション別に
三階層化（※）した戦略的な研究体制（研究イノベーションシステム）を構築す
ることとしており、その早期実現に向けて複数の取組を同時進行させている。 

  ※①第一階層：高等研究機構 
   ②第二階層：分野融合研究アライアンス 
   ③第三階層：各部局における基盤研究 

 このうち、①第一階層では、総長のリーダーシップに基づく重点投資により世
界的研究拠点を形成するため、国際公募等により若手研究者を世界各地から集
めており、2018 年度時点では 109 名の若手研究者ポストが整備されている。②
第二階層では、部局横断での新興・融合分野の開拓を主眼とした戦略的研究を推
進する「学際研究重点拠点」に量子アニーリングを用いた社会実装等を目指す
「Q+HPC データ駆動型科学技術創成拠点」をはじめとする新たな４拠点を認定
し、将来、第一階層において世界トップレベル研究の一翼を担う候補としての活

動をスタートさせた。 
 これらにより戦略的な研究拠点形成がさらに加速された。 
 
２．「材料科学」、「スピントロニクス」、「未来型医療」、「災害科学」にお

ける世界トップレベル研究拠点の形成 
 世界最高の研究成果の創出または世界に先駆けた研究分野の創成を目指す研
究拠点として、高等研究機構に位置付けた「材料科学」「スピントロニクス」「未
来型医療」「災害科学」の４研究領域において、以下の通り、世界トップレベル
の研究拠点の形成がさらに加速された。 
 このうち、「材料科学」分野については、海外研究拠点とのネットワークの構
築を進め、指定国立大学法人トップの国際共著論文比率を達成した。 
 「スピントロニクス」分野については、海外有力大学とのジョイントラボ設置
や国際共同研究などを通して、外国人研究者の参画を大幅に拡充するとともに、
世界トップの発表論文数を達成した。 
 「未来型医療」分野については、全ゲノム解析のデータ約 3,500 人分をもと
に、日本人による標準的な全ゲノムリファレンスパネルを、国際標準に準拠した
解析手法に基づいて新たに再構築し、X染色体やミトコンドリアの情報を新たに
加えた「全ゲノムリファレンスパネル 3.5KJPNv2」を 2018 年６月に公開した。 
 「災害科学」分野については、「災害統計グローバルセンター」におけるフィ
ールド調査を継続して実施するとともに、国際ジャーナルの創刊を主導し、新た
な学術ディシプリンの確立に向けた基盤を構築した。 
 
３．総長のリーダーシップにより「高等研究機構」に本学独自の若手研究者育成

システムを構築（再掲 P8 左欄） 
 前述の通り、若手研究者を世界各国から惹きつけるための国際公募の実施や、
「東北大学テニュアトラック制度」の創設、本学が日本で初めて導入した「知の
フォーラム」を活用して、世界的にも著名な研究者を招へいしてプログラムを開
催するなど、若手研究者を世界各国から惹きつける環境を整備することにより、
研究力強化を図っている。 
 

※参考とした海外ベンチマーク大学との比較・分析 
 ① インペリアル・カレッジ・ロンドン(英)では、研究戦略において、
（ⅰ） Core disciplines（既存学問分野）、(ⅱ)Multidisciplinary 
research（学際研究）、(ⅲ) Global challenges（グローバル課題）の三
層構造モデルを採用している。本学における三階層「研究イノベーション
システム」の構築は、当該モデルをベンチマークとしてその取組を進めて
いるもの。 
 ② シカゴ大学(米)では、学術を重視する伝統を堅持しながら大胆な大
学改革を推進しており、その一環として、トップマネジメントにより、新
領域研究や産学連携に特化した新たな研究ユニットを機動的に設置してい
る。本学の三階層「研究イノベーションシステム」は、シカゴ大学の取組を
踏まえ、エビデンスに基づく研究力分析により、戦略的研究ユニットを機
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動的に編成可能な体制として構築することとしている。 
Ⅲ  国際協働 

 
１．トップマネジメントによる国際協働の戦略的推進体制の確立 
 2018 年７月に国際戦略室を新設するとともに、戦略性を高めた国際パートナ
ーシップに基づき、指定国立大学における重点分野を中心に海外有力大学との
国際共同研究推進を図るため、2018 年 12 月に清華大学と、また、2019 年１月
にユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）との間でそれぞれ共同研究ファ
ンド設立に合意した。 

 
２．「国際教育研究クラスター」を軸とした戦略的国際協働の展開 
 戦略的パートナーシップ協定校であるワシントン大学（米国）と複数の国際共
同研究ワークショップ等を開催し、顕著な研究成果が現れているほか、大学院教
育では国際共同大学院プログラムにおいてワシントン大学から研究者を招へい
するなど、海外の有力大学と連携して大学院教育・研究を共同で推進した。 
 
３．「オンキャンパス国際混住型寄宿舎」をはじめとする「キャンパスにおける
国際化」を志向する環境整備 
 2018 年７月に全額自己負担（110 億円規模）によるユニバーシティ・ハウス青
葉山（752 戸）が完成したことにより、国内最大規模（1,720 戸）の国際混住型
学生寄宿舎が整備され、指定国立大学法人構想調書で掲げた「2018 年までに全
体で 1,720 戸を整備する。」を達成し、キャンパス環境の国際化が大きく進展し
た。 
 

※参考とした海外ベンチマーク大学との比較・分析 
 〇 ケンブリッジ大学（英）、ハイデルベルク大学（独）、メルボルン大
学（豪）では、国際ネットワークについて、いずれの大学でもグローバルな
視点や大学独自のポリシー等に基づき、重点地域や戦略的パートナーを厳
選した上で国際戦略を実行しており、本学で 2018 年に新設した国際戦略室
は、このような戦略的かつ包括的な国際協働を実現することを使命として
いる。 

 
Ⅳ  社会との連携  
 
１．重要な社会課題の解決を目的とした分野横断・学際研究の展開 
 社会課題の解決に向けて「社会にインパクトある研究」を推進しているが、特
筆すべき事例として、「インフラマネジメント研究センター」が、関係府省の取
組みと連携しつつ、山形県、宮城県、仙台市においてインフラメンテナンス統合
データベースを構築したことで、インフラ維持管理に関する情報基盤の整備に
大きく貢献し、2019 年２月、「第１回日本オープンイノベーション大賞国土交
通大臣賞」を受賞した。 
 また、2018 年 12 月に「持続可能な開発目標（SDGs）とグローバル人材の育成

シンポジウム」を開催し、河野太郎外務大臣をはじめ、最前線で活躍する識者を
迎えるとともに市民、官公庁、企業及び大学関係者など 600 名以上の参加を集
め、SDGs の根底にある理念や危機感、今後歩むべき道について示し、広く情報
発信を行った。 
 
２．復興・新生に向けた重点研究の推進と社会実装 
 復興・新生に向けた重点研究と社会実装を推進するため、「災害科学国際研究
所」、「東北メディカル・メガバンク機構（ToMMo）」、「原子炉廃止措置基盤
研究センター（CFReND）」において、2018 年度は以下の取組を実施した。 
 「災害科学国際研究所」においては、世界初の「スーパーコンピュータによる
リアルタイム津波浸水被害予測技術」が内閣府総合防災情報システムとして正
式に採用され、2018 年４月より本格運用を開始した。この成果は「2018 年度科
学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞（開発部門）」および「第１回日本オ
ープンイノベーション大賞総務大臣賞」を受賞するなど、極めて高い評価を受け
ている。 
 「東北メディカル・メガバンク機構（ToMMo）」においては、日本人３名に由
来するゲノム配列を、複数の方法を組み合わせて世界で初めて精密に決定し、日
本人のゲノム解析を行うための「ひな型」となる「日本人基準ゲノム配列（JG
１）」を作成、2019 年２月に公開した。JG１は、日本人に対して、これまでの
「国際基準ゲノム」では実現できなかった高精度なゲノム解析を可能とし、被災
地はもとより日本における疾患の遺伝要因の究明やがんゲノム解析等の進展に
大きく寄与するものとしてマスコミ８社が報道発表するなど、社会的にも広く
注目されている。 
 「原子炉廃止措置基盤研究センター（CFReND）」においては、「原子炉廃止措
置工学プログラム」を受講した本学学生は 22 名であり、うち 10 名が廃炉に関
係する機関を進路として選択しており、原子炉廃止措置を担う若い技術者や研
究者の育成に大きく貢献している。 
 
３．産学連携機能の抜本的強化による東北大学発イノベーションの加速 
 2018 年度は、「産学連携機構の人員・体制の強化」、「アンダー・ワン・ル
ーフ型産学共創拠点の構築（後述：P10 左欄）」、「オープンイノベーション戦
略機構の創設（後述：P10 左欄）」など、骨太の改革を断行することによって、
本学の産学連携機能を抜本的に強化した結果、民間企業との共同研究費受入額
が 41.1 億円（前年度 34.0 億円：21％増）と極めて大きく増加した。さらに、組
織対組織の大型共同研究を推進するために、2018 年度には新たに株式会社フィ
リップス・ジャパン、JX 金属株式会社、東京海上日動火災保険株式会社の３社
と包括連携協定を締結した。 
 ベンチャー支援については、「東北大学ビジネス･インキュベ－ション･プログ
ラム（BIP）」を実施し、18 件支援した。この結果、2018 年度末現在、計 33 件
の BIP 事業を支援しており、終了した 28 件の BIP 事業のうち 11 件が東北大学
発ベンチャーの設立に結実している（39％の起業率）。特に、BIP 事業「多種多
様な対象物の把持を可能とするロボットハンドの新機構の開発と事業性検証」
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は「第８回ロボット大賞 文部科学大臣賞」（2018 年 10 月）、BIP 事業「インフ
ラ維持管理の本格化に向けた AI を活用した画像処理技術によるひび割れ検出
システムの開発と実用化」は「第１回日本オープンイノベーション大賞 国土交
通大臣賞」（2019 年２月）をそれぞれ受賞し、極めて高い評価を受けた。 
 
４．青葉山新キャンパスにおける産学共創と課題解決型研究の推進 
 複数の産学連携部門の役割分担の明確化、再編成含めた抜本的業務改革の推
進、企画・マネジメント機能の大幅な強化を図るため、これまで学内の複数キャ
ンパスに分散していた多様な産学連携組織群を 2018 年 10 月に集約し、青葉山
新キャンパスの地下鉄駅周辺に「アンダー・ワン・ルーフ型産学共創拠点」を構
築した。さらに、2018 年９月に JX 金属株式会社から研究棟（10 億円）の寄附申
し込みがあり、ベンチャー企業を含む国内外の企業、研究機関などの産学官が結
集するイノベーション施設である「革新材料創成センター（仮称）」として、先
述の「アンダー・ワン・ルーフ型産学共創拠点」への設置を決定した（2020 年
７月竣工予定）。 
 また、「官民地域パートナーシップによる次世代放射光施設の推進」に向け、
文部科学省による官民地域パートナーの公募に対し、光科学イノベーションセ
ンター、宮城県、仙台市、東北経済連合会、本学の 5者が共同で応募していた東
北地区の提案が、2018 年７月に選定された。これにより、81 万㎡と広大な土地
を有する青葉山新キャンパスに次世代放射光施設造成工事を2019年３月から着
手し、リサーチコンプレックス形成に向けて着実に進展した。 
 
５．急成長するライフサイエンス分野における産学共創の戦略的推進 
 製薬企業等との大型プロジェクトや新規事業開拓を目指すため、医薬品研究
開発拠点として 2018 年７月に「東北大学メディシナルハブ」を構築した。この
メディシナルハブの構築が文部科学省補助事業「オープンイノベーション機構
整備事業」への採択への呼び水となり、2018 年 12 月に「オープンイノベーショ
ン戦略機構」を設置した。本機構は総長直下に設置し、全学的な決定権を有する
プロボストを機構長に配置することにより、機動的なトップセールスを実現す
るとともに、民間企業出身のイノベーションマネジメントのプロフェッショナ
ル人材を採用することで、自立的・一体的で迅速な意思決定による経営と先駆的
な取り組みが可能な体制を確立した。この産学連携企画・マネジメント組織は、
2023 年度までに 10 億円以上の共同研究収入を獲得のうえ自立化し、イノベーシ
ョンによる社会変革を先導することを目的にしており、2018 年度は、新規で 19
件の共同研究等を実施し、約 1.3 億円の共同研究費を獲得した。また、2018 年
12 月に東京から営業活動を展開すべく、東京オフィスを設置した。 
 

※参考とした海外ベンチマーク大学との比較・分析 
 〇 ケンブリッジ大学(英)は、キャンパス内外に広大な土地を有し、理
学・工学系分野を集約した西キャンパスにおいて、有力企業の研究開発部
門を誘致し、密接な連携のもとに資金・知・人材の好循環を実現している。
本学では、この取組を産学連携推進のベストプラクティスとして、2018 度

に青葉山新キャンパスにおける国立大学最大規模のアンダー・ワン・ルー
フ型産学共創拠点を構築したところであり、同年７月に選定された次世代
放射光施設の推進に向け、一層の好循環を実現していく。 

 
Ⅴ  ガバナンスの強化 
 
１．東北大学版プロボストの創設 
 本学の教育研究、組織運営等に係る企画戦略を総括するとともに、総長、理
事、副学長又は部局間の連携等を担う役割として、2018 年４月１日付けでプロ
ボストを新設した。同時に、プロボストの活動を支える組織として「総長・プロ
ボスト室」を次世代を担う若手構成員を中心とした 49 名体制で発足させた。 
 また、同年７月には、プロボストと協同して理事、副学長等又は部局間の連携
等を担う役割として事務機構長を新設、さらに、同年８月には、改革・企画担当
副学長を新設するなど、質の高い支援体制の構築を着実に実施した。 
 
２．ガバナンスとマネジメントが一体となって機能するインフラ整備 
 2018 年度は、中期計画等と連動する数値目標を設定するなど、効率的かつ効
果的な組織評価（部局評価）制度へと見直しを図るとともに、IR 機能の強化・
見える化として「IR データ集」を作成し、学内周知することで全学的な経営戦
略策定機能の強化を図った。 
 また、前述の総長・プロボスト室メンバーを中心として、４つのビジョン（教
育・研究・社会との連携・経営革新）と、これらを実現するための 19 の重点戦
略を盛り込んだ「東北大学ビジョン 2030」を策定し、2018 年 11 月に公表した。
2019 年２月には、本学が直面する課題解決を目的として、８つの「大学改革ワ
ーキンググループ」を設置し、総長・プロボスト室を中心とする関係者による抜
本的解決策の検討を鋭意進めている。 
 
３．ガバナンスの健全性・透明性を担保する評価と情報公開 
 大学の内部質保証システムとしては、既存の大学評価室（評価分析室）のほか
に 2019 年２月に、評価の体制強化ワーキンググループを新設し、体制を強化す
るとともに、総長を最高管理責任者とする内部統制委員会を 2018 年 11 月に設
置し、学内における日常的モニタリングによる相互牽制を行うことで、内部質保
証システムの充実を図った。 
 また、外部質保証の一環として、経営・教学・学生に関する情報開示・提供に
ついては、前述の通り、2018 年 11 月に「東北大学ビジョン 2030」を策定し、公
表に至るなど、積極的な情報開示・提供を実践している。 
 

※参考とした海外ベンチマーク大学との比較・分析 
 ① ワシントン大学(米)では、大学の教学面のみならず関係する予算・
人事権など幅広い権限を有するプロボスト(Provost)を置き、専属スタッ
フ)による補佐体制も整備して、教授団との調整で迅速な意思決定と執行を
可能としており、実際に本学ではこれをモデルとして、2018 年４月に「東
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北大学版プロボスト」および「総長・プロボスト室」を創設したところであ
る。 
 ② メルボルン大学（豪）では、部局長等の上級管理職層の主要な職務
として戦略形成への関与を求めることで全学的な戦略形成能力を高めてお
り、本学で取組を進めているインフラ整備（部局評価制度の見直し、「東北
大学ビジョン 2030」の策定・公表、大学改革ワーキンググループの設置、
カフェミーティングの開催など）は、そのような全学的な戦略形成能力を
高めることを主眼としている。 

 
Ⅵ  財務基盤の強化 

 
１．戦略的な産学連携経費の創出 
 間接経費を直接経費の 10％以上から 20％以上へ引き上げることを決定した
（「オープンイノベーション戦略機構」指定プロジェクトの間接経費は直接経費
の 30％以上）。また、共同研究契約において、アワーレート方式により教員人
件費を積算することも可能とした。さらに、本学の知財ライセンス、施設・設備
使用料、学術指導料等の対価として、現金に代えて株式及び新株予約権を取得可
能とする規程も整備（2019 年３月）し、戦略的な産学連携経費を創出する仕組
みづくりを行った。 
 
２．東北大学基金の拡充 
 東北大学基金の拡充に向けて、理事の新設やファンドレイジングオフィスを
設置することで、体制の強化を図るとともに、新たな特定基金を６つ新設し、合
計 20 種類の多様な基金メニューを準備した。 
 また、国立大学法人法改正による寄附金等余裕金の資金運用の緩和を活用し、
これまでの国債・定期預金等に加え、新たに外貨建債券を取り入れることを決定
した。 
 
３．資産の有効活用を図るための措置 
 青葉山新キャンパスの地下鉄駅周辺にアンダー・ワン・ルーフ型産学共創拠点
を構築するとともに、産学官が結集する革新材料創成センター（仮称）の設置を
決定した。さらに、次世代放射光施設の推進に向け、本学を含む５者の共同提案
が選定され、リサーチコンプレックス形成に向けて着実に進展した。 
 

※参考とした海外ベンチマーク大学との比較・分析 
 〇 ケンブリッジ大学（英）では、大学として将来ビジョンを示した上
でファンドレイジングキャンペーンを行うとともに、主要分野ごとに専門
家を配置し、現場（学部など）での意思決定に関わることで寄附対応・獲得
を推進している。本学でもこれをモデルとして、将来的な重点戦略を盛り
込んだ「東北大学ビジョン 2030」を公表するとともに、東北大学基金の拡
充に向けて、体制の強化（理事の新設やオフィスの設置）やセミナー開催、
広報などを進めている。同時に、全学組織である「オープンイノベーショ

ン戦略機構」を設置（2018 年 12 月）するなど、戦略的な産学連携経費（外
部資金）を呼び込む体制の構築も進めている。 

 
 ３．総括 ～これまでの成果と今後の展望～ 
 
〇 以上の通り、Ⅰ～Ⅵの６つの要素の全てにわたって、指定国立大学法人構想
の実現に向けた取組が着実に進捗している。とりわけ、 

 ・全学横断的な学位プログラムの構築 
 ・経済的支援を希望する全ての博士課程後期学生への支援 
 ・世界トップレベル研究４拠点の構築 
 ・新キャンパスにおけるアンダー・ワン・ルーフ型産学共創の推進 
 については、極めて活発な取組が進捗しており、これらを支えるロジスティッ
クの面についても、プロボスト制度を創設して国立大学最大規模の総長裁量経
費を活用することで大いに効果を上げている。 
 
〇 今後は、まさに 2030 年を見据えて策定した「東北大学ビジョン 2030」の実
現に向けて一層の経営革新を進めるとともに、同ビジョン自体についても不断
の見直しを行い、あらゆる手法を駆使して構想の早期実現を目指す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



＜指定国立大学法人東北大学＞ 

 
 

- 12 -

○ 指定国立大学法人の構想に関する要素別の状況  
 

（１）人材育成・獲得  

 

取組の実施状況及び成果 （取組の進捗を示す参考指標等） 

取組１．学際・国際・産学共創を理念とする学位プログラム群の展開と「東北大学高等大学院」への発展【７】 

 

＜実績の総括＞ 

 本学指定国立大学法人構想においては、グローバル化や技術革新が急速に進む現代社会における諸課題を

解決し新たな価値創造に挑戦するポテンシャルを育成するためには、従来の研究科単位の教育という枠を取

り払い、分野横断的な教育を行う「学位プログラム」が有効であることから、その成功事例を進化・拡充す

ることで、世界をリードする大学院教育拠点を形成することとしている。そのため、既存５プログラム（2016

年度現在）を段階的に拡大し、2021 年度には 15 プログラム、2030 年度には 25 プログラムを設置すること

としている。 

 このうち、本学が特に強みを有する分野を厳選し、海外の有力大学と連携して設置する「国際共同大学院

プログラム」については、既存の４プログラムに加え、2018 年度に２つの分野を新設した。これにより、本

学における学位プログラム全体では、合計９プログラムが開設し目標に向けて着実に進捗している。 

 また、学位プログラム推進機構内に「産学共創大学院プログラム部門」を新設し、社会的課題の解決に挑

戦して社会にイノベーションをもたらすことのできる人材の育成を目指した２つの新たな教育プログラム

の検討・準備を行った。この２プログラムについては、2019 年度の開設に向けて、文部科学省の新規事業

「卓越大学院プログラム」へ応募し、両プログラムとも採択されており、本学の学位プログラムが国からも

高く評価されていることが伺える。なお、卓越大学院プログラムにおいて２件の採択実績は、全国立大学法

人中１位である。 

 以上のことから、本取組は計画通り進捗しており、今後はこれらを総括・昇華する形で「東北大学高等大

学院」を組織化して、柔軟かつ機敏に制度設計できる教育体制を確立する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学位プログラム数】 

 目標値：2021 年までに 15 プログラムに拡大

し、2030 年までに 25 の学位プログラムを立

ち上げる 

2016 年度：５ → 2018 年度：９ 
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＜主な取組実績＞ 

国際共同大学院プログラム 

 本学では 2015 年度より世界を牽引できる分野、今後の発展が期待できる分野、人類が直面している課題・

地球規模の問題に挑戦する分野等において、従来の教育実施体制の枠を超え東北大学の英知を結集し、海外

有力大学との強い連携のもと、共同教育を実施する「国際共同大学院プログラム」群を創設している。 

 2018 年度においては、既存のスピントロニクス分野、環境・地球科学分野、データ科学分野、宇宙創成物

理学分野において、海外有力大学と連携し、海外派遣等によるグローバルな教育を継続的に行うとともに、

新たに「生命科学（脳科学）分野」及び「機械科学技術分野」の２つのプログラムを開始した。これにより

国際共同大学院プログラムは、合計９つ、在籍者数も前年度 60 名に比べて約２倍の 118 名となり、目標に

向けて着実に進捗している。 

 なお、先行して設置されたスピントロニクス分野では、2018 年度に新たに２名の修了者を認定しており、

すでに JAXA や NIMS でアカデミアとしての道を進んでいる。このことから、世界を牽引する高度な人材を着

実に輩出していると言える。 

 

産学共創大学院プログラム 

 産業界との協働で新たなタイプの学位プログラムを設置するため、2018 年４月、既存の学位プログラム

推進機構に産学共創大学院プログラム部門を新設し、未来型医療分野及び人工知能エレクトロニクス分野に

おいて産業界（オムロンヘルスケア（株）、日本電気（株）など約 40 社）と連携した２つの新たな教育プ

ログラムの設計を行った。この２プログラムについては、2019 年度の開設に向けて、文部科学省の新規事

業「卓越大学院プログラム」へ応募し、両プログラムとも採択されており、本学の学位プログラムが国から

も高く評価されていることが伺える（本事業において２件の採択実績は、全国立大学法人中１位）。 

 2018 年 11 月には産学共創大学院プログラム部門内に「未来型医療創造教育研究センター」及び「人工知

能エレクトロニクス教育研究センター」を設置し、2019 年４月からの開講に向けて準備を進めた。 

なお、新たな教育プログラム開始に向けて、学生募集を行ったところ、未来型医療創造卓越大学院プログラ

ムについては、募集定員 15 名程度に対して 27 名が応募（志願倍率 1.80 倍）、人工知能エレクトロニクス

 

【国際共同大学院プログラム数】 

 目標値：2021 年までに 10 プログラム以上設

置する 

2016 年度：２ → 2018 年度：６ 

※なお、国際共同大学院プログラム数は、上

述の学位プログラム数の内数。 
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卓越大学院プログラムについては、募集定員 25 名程度に対して 43 名が応募（志願倍率 1.72 倍）しており、

学生からの人気も非常に高い（本学の博士前期課程平均志願倍率は 1.46 倍）。 

 

学際高等研究教育院 

 新たな総合的「知」を創造し、国際的に活躍する次世代のアカデミアを担う若手研究者養成の推進のため、

2006 年度に設置された学際高等研究教育院では、独自のカリキュラムを研究科及び研究所の卓越した研究

者の協力を得て開発し、大学院教育の一環として提供するとともに、異分野融合領域での活躍を希望する優

れた学生を選抜し、経済的支援及び研究支援を行っている。同時に、既成観念にとらわれない自由な発想や

異分野との自由な交流の実現、複眼的視野で多角的にみる見方や創造的な「総合知」を醸成し、世界トップ

レベルの若手研究者の養成に貢献している。 

 2018 年度も引き続きプログラムを実施しており、新たに修士研究教育院生 30 名、博士研究教育院生 30

名を認定した。このほか、奨学金及び研究活動支援費（学会活動費、研究費等）の支給を行い、24 名の学生

がプログラムを修了した。 

 また同年度は 89 名の博士研究教育院生のうち、新たに 13 名が日本学術振興会特別研究員 DC1 及び DC2 に

採用され、すでに採用された学生を含めて計 43 名が同特別研究員として活躍しているなど、多くの学生が

高い評価を得ている。 

 例年６割を超える修了生がアカデミア（大学・研究機関）に就職しているが、進路指導を充実した結果、

2018 年度は、アカデミアを目指す修了生の割合が、初めて７割（71％）を超えた。また、近年は、「全領域
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合同研究交流会」における成果発表・ディスカッションを通した研鑽の充実や、個人面談を通したきめ細や

かな指導の徹底により、2017 年度には７名が、2018 年度には５名が、ポスドクなどを経ず直接「助教」に

採用されており、着実に世界トップレベルの優秀な若手研究員を養成している証左である。 

 

博士課程教育リーディングプログラム 

 本学では、「文部科学省博士課程教育リーディングプログラム」において 2012 年度にグローバル安全学

トップリーダー育成プログラム、2013 年度にマルチディメンジョン物質理工学リーダー養成プログラムが

採択され、産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーの育成を目的とした２つの教育プログラムを実施

している。 

 両プログラムの学生は、2018 年度においても優秀な研究成果を修めており、グローバル安全学トップリ

ーダー育成プログラムでは、米国航空宇宙学会AIAA Scitech 2018で Aerodynamics Measurement Technology 

(AMT) Best Paper、スロベニア開催の国際会議 European Colloid and Interface Society（ECIS 2018）で

Best Poster Award、日本学術振興会第９回育志賞などを受賞している。また、マルチディメンジョン物質

理工学リーダー養成プログラムでは、米国物理学会の発行する最も権威ある学術誌 Physical Review 

Letters および Physical Review B に筆頭著者として投稿した論文がこれら学術誌の Editors'Suggestion

賞を受賞するとともに、Nature Communications などの多くの著名な学術誌に筆頭著者の論文が 22 件掲載

されたほか、国際会議・国内学会においても多数の口頭発表･ポスター発表等を行い複数の受賞を獲得する

など、本プログラムによる教育効果が顕著に表れている。 

 

取組２．大学院の訴求力の向上による国内外からの優秀な学生の獲得【１５】【１８】【１３】 

＜実績の総括＞ 

 本学指定国立大学法人構想においては、世界から優秀な学生が集う大学院教育環境の整備として、キャリ

ア支援・経済支援の充実及び国際的アクセシビリティ向上策を実行することとしている。 

 このうち、キャリア支援については、2014 年度から実施してきたイノベーション創発塾の効果をさらに

高めるために、カリキュラムを抜本的に改定し、アカデミアや産業界でリーダーシップを発揮する上で必要

となる資質の更なる向上に取り組んだ。また、本学が中心となって 2017 年度より実施している留学生向け

就職促進事業「DATE Entre 東北イノベーション人材育成プログラム」においては、20 名超の留学生が参加

し、国内民間企業等へ就職するなど、継続的に成果を上げている。 

 経済支援については、2018 年４月に、本学独自の新たな人材育成の取組として博士後期課程学生向けの

新たな給付型奨学金「東北大学グローバル萩博士学生奨学金」制度を含む包括的な経済的支援パッケージを

創設。東北大学基金など約 1.4 億円を財源として、247 名に対し奨学金 60 万円の支給を開始した。これに

より、本学の博士後期課程において社会人学生及び休学者を除く全ての学生が、何らかの経済支援を受ける

こととなった。結果として、2030 年度までに対象者全員に支給することとしていた数値目標（KPI）を大き

く前倒して達成したことは特筆すべき事項である。これは、2016 年 11 月に実施した学生アンケートの結

果、経済的支援が博士後期課程における進学意識の向上と研究への専念に寄与することことが判明したこと

を受けて、総長がリーダーシップを発揮して総長裁量経費の重点投資（0.8 億円）及び基金の活用（0.6 億

円）を決定し、当初予定よりも大幅な前倒し達成を可能にしたものであり、他大学に先駆けた本学独自の取

組となっている。 

 このほか、2018 年７月に全額自己負担（110 億円規模）によるユニバーシティ・ハウス青葉山（752 戸）
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が完成したことにより、国内最大規模（1,720 戸）の国際混住型学生寄宿舎が整備され、学生生活支援の大

幅な拡充を図った。 

 国際的アクセシビリティ向上については、2018 年度入試より GRE®もしくは GMAT®のいずれかを提出必須と

する大学院国際コース入試を新たに導入するなど、入試制度について国際標準化を着実に進めている。 

 

＜主な取組実績＞ 

キャリア支援 

 学部・大学院の最終段階に属する博士後期課程学生ならびにポスドクに対するキャリアパス教育の一環と

して、2014 年度から実施してきた高度教養教育プログラムであるイノベーション創発塾の効果をさらに高

めるために、カリキュラムを抜本的に改定した。新カリキュラムでは、プログラムの密度を高めることによ

り、所要時間を従来の 100 時間から 30 時間に圧縮し、前期・後期の２回開講とすることにした。内容とし

ては、従来から取り上げていたトランスファラブルスキルとしてコミュニケーション力とプロジェクトマネ

ジメントに注力するとともに、キャリアデザイン（ケーススタディを含む）、トランスサイエンスを加え、

博士としての幅広い問題意識をさらに向上させることを目指した。2018 年度は 31 名が入塾し、アカデミア

や産業界でリーダーシップを発揮する上で必要となる資質の向上に取り組んでいる。 
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経済支援 

 本学独自の新たな経済的支援の取組として、2018 年４月に、博士後期課程学生向けの新たな給付型奨学

金「東北大学グローバル萩博士学生奨学金」制度を創設。総長裁量経費及び東北大学基金約 1.4 億円を財源

として、247 名に対し奨学金 60 万円の支給を開始した。これにより、本学の博士後期課程において対象と

なる全ての学生が、何らかの経済支援を受けることとなり、2030 年度までに対象者全員に支給することと

していた数値目標（KPI）を大きく前倒して達成することとなった。なお、本制度を開始するにあたり、東

京エレクトロン（株）等の複数の

企業から寄附を募るなど、総長

裁量経費のみに依存することな

く、サステナブルな事業として

展開できる基盤整備も行ってい

る。 

 

 以上のような本学独自の奨学

金制度に加えて、学位プログラ

ム推進機構では、国際共同大学

院プログラムや学際高等研究教

育院などの学位プログラムに参

加する博士後期課程学生に対し

て、生活費相当（月額 15 万円）

以上となる最大月20万円の奨励

金や RA 給与、海外留学時の渡航

費・研究費などの多様な経済的

支援を、独自財源等を活用して

行っている（下表参照）。 

 

【経済支援を受ける博士後期課程学生の割合】 

 目標値：2030 年度までに対象者全員に支給 

2016 年度：約 72％ → 2018 年度：100％ 

（実績値） （目標値） 

2016 年度 2018 年度 2030 年度 

72％ 100％ 100％ 
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 このほか、2018 年７月に全額自己負担（110 億円規模）によるユニバーシティ・ハウス青葉山（752 戸）

が完成したことにより、国内最大規模（1,720 戸）の国際混住型学生寄宿舎が整備され、学生生活支援の大

幅な拡充を図った。 

 

国際アクセシビリティの向上 

 世界中のあらゆる地域をマーケットとした入試制度とするため、経済学研究科高度グローバル人材コース

（GPEM）において、これまで任意提出としていた TOEFL®、GRE®（Graduate Record Examination）スコア等

を活用した入試について、2018 年度入試より GRE®（Graduate Record Examinations）もしくは GMAT®（Graduate 

Management Admission Test）のいずれかを提出必須とするなど、大学院入試制度の国際標準化を着実に進

めている。 

 また、大学院国際コースにおいては文部科学省の国費優先配置プログラムや JASSO の渡日前入学許可制度

等の入学前予約型の奨学金制度も活用し「合格通知と奨学金」をパッケージで提供している。 

 このような取組を行った結果、博士後期課程での留学生比率は 2016 年度の 22.6%から 25.0％まで向上し

ている。 

 

取組３．独創性豊かな若手研究者を世界各国から惹きつける場の創出【２８】【３０】 

＜実績の総括＞ 

 本学指定国立大学法人構想においては、若手研究者の活躍の場の創出するために、「高等研究機構」を中

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【博士後期課程における留学生比率】 

 目標値：2030 年度までに博士後期課程の留学

生比率を 35％へ向上 

2016 年度：22.6％ → 2018 年度：25.0％ 

（実績値） （目標値） 

2016 年度 2018 年度 2030 年度 

22.6％ 25.0％ 35.0％ 
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心として、常時 200 名規模の若手研究者を世界各地から集め、研究活動に専念できる環境を提供することを

目指している。また、公正な競争が確保されるテニュアトラック制度を拡大するとともに、日本の大学で初

めて本格導入した訪問滞在型の研究プログラム「知のフォーラム」を通してノーベル賞級の研究者とコラボ

レーションする機会を提供するなど、若手研究者にとって魅力ある環境を創出することとしている。 

 このうち、常時 200 名規模の若手研究者を世界各国から集めることについて、2018 年度は、高等研究機

構において国際公募等を通して新たに 20 名を採用するなど、計 109 名（前年度比 22％増）の若手研究者ポ

ストを整備しており、着実に若手研究者の活躍の場を創出している。 

 テニュアトラック制度の拡大については、2018 年９月に「学際科学フロンティア研究所」を活用した「世

界の若手研究者の活躍機会創出のため 50 名規模の東北大学テニュアトラック制度」を創設した。最長７年

の任期を設けるとともに、特に顕著な研究業績を挙げた若手研究者を学内でテニュア教員として採用した場

合には、本部から人件費の 1/2 を５年間支援するなど、優秀な若手研究者が安定的に雇用できる制度を構築

した。この新制度に対して、2018 年度は 144 名が応募し、8.5 倍の競争を経て 17 名が採用内定、うち 14 名

が新たに採用されており、目標に向けて着実に進捗している。 

 本学が日本の大学で初めて導入した「知のフォーラム」において、2018 年度は、フィールズ賞受賞者であ

る Shing-Tung Yau 氏（2018 年６月）など、世界的にも著名な研究者を複数招へいし、計５回（2017 年度実

績４回）にプログラムを拡充した結果、総勢 3,510 名の研究者が参加した。特に若手研究者は前年度の約３

倍である 2,039 名が参加し、世界トップレベル研究者と議論するなど、他機関には無い若手研究者にとって

魅力ある環境を提供している。 

 なお、プログラム参加者にアンケート調査を行ったところ「伝説的な研究者が一堂に会する非常に有意義

で特に若い人にはとても良い機会である。」、「学際領域におけるトップレベルの研究成果が聞けて良かっ

た。」「各国から著名な研究者が集まって意見交換できるのはすばらしい。」など、多数の極めて高い評価

を受けている。 
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＜主な取組実績＞ 

常時 200 名規模の若手研究者雇用と活躍の場の創出 

 「高等研究機構」は、本学の関連する分野の研究者を結集し、世界最高の研究成果の創出又は世界に先駆

けた研究分野の創成を目指す「世界トップレベル研究拠点」、独立した環境で学際研究を行う「学際科学フ

ロンティア研究所」、PI とのユニットにより革新的な新領域研究を行う「新領域創成部」で構成される。

2018 年度は、「材料科学」、「スピントロニクス」、「未来型医療」、「災害科学」の４つの世界トップレ

ベル研究拠点において、国際公募により新たに 15 名を採用。特に、「災害科学」においては、採用された

若手研究者を中心に東日本大震災における震災データ約 9,500 事例を体系化することで、災害時における

様々な死因の実態を解明。2019 年２月にマスコミ 11 社から報道発表されるなど、広く注目される実績を挙

げている。 

 また、分野融合・新領域開拓を担う若手研究者を養成することを目的として 2017 年度に設置した「新領

域創成部」においては、文学研究科と電気通信研究所が連携した文理融合の新たな研究分野等に若手研究者

２名を新規に採用した。 

 さらに 2013 年度に設置した「学際科学フロンティア研究所」においては、後述する新たなテニュアトラ

 

 

【高等研究機構における若手研究者ポスト数の確

保】 

 目標値：2030 年度までに高等研究機構全体で

200 名の若手研究者ポストを確保 

2017 年度：89 名 → 2018 年度：109 名 

（実績値） （目標値） 

2017 年度 2018 年度 2030 年度 

89 名 109 名 200 名 
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ック制度の導入により、17 名が採用内定、うち 14 名を新規採用した。これらを含め、結果として、2018 年

度に高等研究機構に所属する若手研究者は計 109 名（前年度比 22％増）に拡大しており、目標として掲げ

る 200 名規模の体制実現に向けて着実に環境整備を進めている。 

 

テニュアトラック制度の拡大 

 「学際科学フロンティア研究所」では、学際研究を推進する優秀な若手研究者を国際公募により採用し、

独立した研究環境の下で研究を実施、任期満了後（最長５年）は、学内外に国際的トップレベル研究者とし

て輩出してきたところである。 

 この若手研究者養成システムについては、外部の有識者を含む運営協議会においても、「素晴らしい仕事

をしている」や「文部科学大臣賞を受賞するなど、非常に優秀な研究者が多い」など、高い評価を受けてい

る。このことを踏まえ、特に優秀な若手研究者の本学への定着と更なる活躍機会を創出するため、2018 年９

月に「世界の若手研究者の活躍機会創出のため 50 名規模の東北大学テニュアトラック制度」を新設した。 

 具体的には、「学際科学フロンティア研究所」の教員公募要項に、あらかじめ「東北大学テニュアトラッ

ク制度」の趣旨を明記するとともに、メンター部局等の学内他部局への雇用促進のため、申請から任期満了

に至るまで、定期的に「学際科学フロンティア研究所」とメンター部局及び関連部局が若手研究者の人事・

評価等について密接に連携することとしている。また、特に顕著な研究業績を挙げた若手研究者を学内でテ

ニュア教員として採用した場合には、本部から人件費の 1/2 を５年間支援するなど、優秀な若手研究者が安

定的に雇用できる制度設計となっている。2018 年度公募においては、144 名が応募し、17 名が採用内定（倍

率 8.5 倍）、うち 14 名が新たに採用されている。 

 

若手研究者にとって魅力ある環境の創出 

 「知のフォーラム」は、ノーベル賞・フィールズ賞等の受賞者を招へいしてシンポジウム及びワークショ

ップを開催することにより、若手研究者との議論を通じて国際頭脳循環を促進することを目的に、本学が日

本の大学で初めて本格導入した訪問滞在型研究プログラムである。2018 年度は、フィールズ賞受賞者であ

る Shing-Tung Yau 氏、Edward Witten 氏（６月）、2016 年ロンドン王立協会外国人会員選出のジェニファ

ー・ダウドナ氏（７月）など、世界的にも極めて著名な研究者を招へいするとともに、計５回（2017 年度実

績４回）にプログラムを拡充して開催することによって、総勢 3,510 名の過去最多の研究者が参加。特に若

手研究者は前年度の約３倍にあたる 2,039 名が参加し、世界トップレベル研究者と議論するなど、他機関に

は無い魅力ある環境を提供し、大きな成功を収めた。 

 なお、プログラム参加者にアンケート調査を行ったところ「伝説的な研究者が一堂に会する非常に有意義

で特に若い人にはとても良い機会である。」、「学際領域におけるトップレベルの研究成果が聞けて良かっ

た。」、「各国から著名な研究者が集まって意見交換できるのはすばらしい。」など、多数の極めて高い評

価を受けている。 
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【関連する中期計画・年度計画】 

中期計画 年度計画 進捗状況 

【７】 

□ 世界を牽引する高度な人材の養成のため、学位プログラム推進機構の

下で、スピントロニクス分野、データ科学分野をはじめとする海外の有力

大学との協働による「国際共同大学院プログラム」、産学官にわたりグロ

ーバルに活躍するリーダーへと導くための「博士課程教育リーディングプ

ログラム」、異分野を融合した新しい研究分野で世界トップレベルの若手

研究者を養成する学際高等研究教育院の教育プログラム等の学位プログ

ラムを 15 プログラムに拡大し、これらを「東北大学高等大学院機構（仮

称）」として組織する。【◆】 

【７】 

□ 学位プログラムの拡充として、「国際共同大学院プログラム」につい

ては、平成 29 年度までに開始したプログラムに加え新たに生命科学分野

及び機械科学技術分野の教育を開始し、災害科学・安全学分野、材料科学

分野及び日本学分野の教育の準備を進め、「博士課程教育リーディングプ

ログラム」については、更なる教育内容の改善と充実を進めながらグロー

バル安全学トップリーダー育成プログラムの終了後の新たな展開につい

ても検討を開始し、これらを基盤として、「東北大学高等大学院機構（仮

称）」の組織化に向けた検討を開始する。 

Ⅳ 

【１３】 

□ 学生への経済的支援を強化するため、本学独自の奨学金制度等を拡充

するとともに、国際的な環境の中で多様な価値観・文化を尊重しつつ自己

を確立する場として、日本人学生と外国人留学生の国際混住型学生寄宿舎

（ユニバーシティ・ハウス）の定員を対平成 27 年度比で２倍を目途に整

備・拡充を進める。 

【１３】 

□ 東北大学基金等を活用し、博士後期課程の学生を対象とした新たな奨

学金制度を開始するとともに、授業料免除の適用拡充による経済的支援や

東日本大震災及び平成 28 年熊本地震に伴う被災学生に対する経済的支援

を継続して行う。あわせて、新たに整備する「ユニバーシティ・ハウス青

葉山（平成 30 年 7月末完成予定）」の入居者受入れを開始し、定員が対平

成 27 年度比２倍以上の拡充を着実に進めるほか、ユニバーシティ・ハウ

スにおける入居者交流イベント等を継続して企画・実施する。 

Ⅳ 

【１５】 

□ 学生への進学・就職支援を強化するため、業界研究セミナー・大学院

進学セミナー・キャリア形成ワークショップ等の体系的提供、学部初年次

からの一貫したキャリア指導など全ての学生及び博士研究員（ポスドク）

に対する総合的な就職キャリア支援の取組を推進するとともに、学生の博

士後期課程への進学を支援するため、企業等との組織的連携を更に進めて

「イノベーション創発塾」等を継続・拡充する。 

【１５】 

□ 学生への進学・就職支援を強化するため、業界研究セミナーをはじめ

とする年間のキャリア支援プログラムの体系的な策定・提供、首都圏にお

ける学生の就職活動拠点の確保や個別相談などの取組を継続して行うと

ともに、学生の博士後期課程への進学を支援するため、博士後期課程の学

生や博士研究員（ポスドク）を対象とする「イノベーション創発塾」によ

るキャリア支援を継続して実施する。 

Ⅳ 

【１８】 

□ 多様な学生の確保を目指したアドミッションポリシーに適合する学

生を確保するため、30 パーセントを目指した AO 入試による入学定員の拡

大、国際バカロレア入試や日本人学生を対象に英語で学習するためのグロ

ーバル入試等の導入、TOEFL 等の外部試験の入試への活用をはじめとする

入学者選抜方法の継続的な点検・改善を進めるほか、国際学士コースにつ

いては、海外拠点の利用を含む海外現地入試を引き続き行うとともに、海

外における教育課程を踏まえた柔軟な入学者選抜方法の改善を継続的に

進める。【◆】 

【１８】 

□ 追跡調査等により AO 入試及び国際バカロレア入試等の特別入試の検

証を行い、選抜方法や評価基準に改善を加えるとともに、学部との協議や

全学支援体制の強化を進めることにより、志願者の質的水準を保ちながら

これらの募集人員の拡大計画を実行する。あわせて、平成 32 年度実施予

定の大学入学共通テストに対応する「平成 33 年度における入試個別選抜

の在り方」を検討し、平成 33 年度以降の「多面的・総合的」評価による入

試を一層推進すべく、海外調査や高校との連絡協議、シンポジウム、研究

会等を含めた調査研究を継続して展開する。 

Ⅲ 
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【２８】 

□ 優れた若手・女性・外国人研究者が活躍する研究基盤を構築するため、

自立的な研究環境の提供を前提とした国際公募による学際科学フロンテ

ィア研究所における 50 名程度の若手研究者のポストの確保及びその他の

全学的な人件費の適切なマネジメントによる若手研究者のポストの確保

に基づく若手教員比率26.4パーセントを目指した若手教員の雇用の促進、

女性研究者の対平成 27年度比で 50パーセント以上の増員を目指した女性

研究者支援の取組の加速化のほか、外国籍教員の対平成 27 年度比で 30 パ

ーセント以上の増員及び新たに採用する教員の1割以上のテニュアトラッ

ク制の適用を進める。 

【２８】 

□ 優れた若手・女性・外国人研究者が活躍する研究基盤を構築するため、

若手研究者の環境確保策として、自立的な研究環境の提供を前提とした学

際科学フロンティア研究所における若手研究者のポストの継続確保、高等

研究機構に設置した世界トップレベル研究拠点・新領域創成部における若

手研究者ポストの確保、卓越研究員制度等も活用した若手研究者ポストの

確保などを継続的に実施するとともに、必要に応じて新たな施策の検討を

行い、女性教員採用促進策として、女性限定公募（国際公募も含む）やポ

ストアップなどを実施して在籍比率、採用比率及び上位職比率の向上を推

進し、外国籍教員採用促進策として、平成 33 年度における対平成 27 年度

比 30 パーセント以上の外国籍教員の増員及びテニュアトラック制の拡充

を目指して、部局と連携しながら、特別招へいプロフェッサー制度の活用

促進をはじめとした人事・給与システムの柔軟な運用、外国人教員雇用促

進経費の措置等を行う。 

Ⅳ 

【３０】 

□ 本学の総力を挙げて最先端研究に取り組むため、研究組織をミッショ

ン別に三階層化した基盤体制（研究イノベーションシステム）を構築し、

その第一階層となる高等研究機構に設置した物質・材料分野（材料科学高

等研究所）の強化を着実に進め、高等研究機構に新たな分野・研究組織等

を順次整備して、世界最高水準の研究環境及び研究支援体制を拡充すると

ともに、高等研究機構と研究科・附置研究所等との有機的な連携を促進す

る。【◆】 

【３０】 

□ 高等研究機構に世界トップレベル研究拠点として設置した物質・材料

分野（材料科学高等研究所）、スピントロニクス分野、未来型医療分野、

災害科学分野と研究科・附置研究所等との有機的な連携による強化を継続

して着実に進め、学際研究重点拠点等からの新たな WPI 型研究組織の形成

を継続して推進するとともに、世界最高水準の研究環境及び研究支援体制

の拡充を進める。 

Ⅳ 
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（２）研究力強化  

 

取組の実施状況及び成果 （取組の進捗を示す参考指標等） 

取組１．「高等研究機構」を頂点とした三階層「研究イノベーションシステム」の構築【３０】【２５】【３

７】【３９】【４７】 

 

＜実績の総括＞ 

 本学指定国立大学法人構想においては、新たな価値創造に挑む戦略的な研究体制として、ミッションを

明確にした三階層にレイヤー化、つまり(a)トップマネジメントによる世界トップレベル研究拠点の形成を

担う第一階層（高等研究機構）、(b)狭い専門領域の壁を超えて分野融合研究を推進する第二階層（分野融

合研究アライアンス）、(c)部局で構成員の自由な発想に基づく研究を行う第三階層からなる「研究イノベ

ーションシステム」を構築し、世界をリードする研究を推進することとしている。 

 このうち、第一階層である高等研究機構では、総長のリーダーシップに基づく重点投資により世界的研

究拠点を形成するため、国際公募等により若手研究者を世界各地から集めており、2018 年度時点では 109

名の若手研究者ポストが整備されている。また、第二階層では、分野融合研究をより一層推進することを

目的とした学際研究重点拠点を整備することとしているが、特に、2018 年度には、「タフ・サイバーフィ
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ジカル AI 研究拠点」をはじめとする新たな４拠点を認定（2018 年度末：計 10 件を認定）し、将来、第一

階層において世界トップレベル研究の一翼を担う候補としての活動をスタートさせた。 

 上記の通り、2018 年度は、「若手研究者のポストの拡充」や「分野融合研究の強化」を図ったことによ

り、戦略的な研究拠点形成がさらに加速された。 

 

＜主な取組実績＞ 

第一階層：高等研究機構 

 高等研究機構（2014 年度設置）は、世界最高水準の研究者が集結する優れた国際的研究環境を構築する

ことにより、世界最高の研究成果及び既存の学問領域を超えた新しい学術分野を創出し、世界をリードす

る横断的分野融合研究を推進するとともに、次代を担う若手研究者を養成することを目的とした組織であ

り、本学の研究力強化の取組として 2017 年度に構築した三階層「研究イノベーションシステム」の頂点に

位置している。 

 世界的研究拠点を形成するため、2018 年度時点では、総長のリーダーシップに基づく重点投資により 109

名の若手研究者ポストを整備し、国際公募等を通して世界各地より卓越した若手研究者を集めている。若

手研究者ポストの内訳は、「世界トップレベル研究拠点（４拠点）」52 名、「学際科学フロンティア研究

所」55 名、「新領域創成部」２名である。 

 特に「学際科学フロンティア研究所」は、学際研究を推進する優秀な若手研究者を国際公募により採用

して、独立した研究環境の下で研究を実施できる環境を整備しており、その成果として 2018 年度の同研究

所所属研究者の Field Weighted Citation Impact（FWCI）は平均 1.63 と若手ながら高位である。 

 

第二階層：分野融合研究アライアンス 

 第二階層の「分野融合研究アライアンス」においては、「学際研究重点拠点」、「社会にインパクトある

研究」、「災害復興新生研究機構」など、部局を超えた研究ユニットを機動的に編成できる仕組みを整備

して分野融合研究を全学的に推進している。 

 このうち、2015 年に開始した「社会にインパクトある研究」では、現代社会の抱える諸問題を解決し、

人類が融和的に共存できる心豊かな未来を創造するため、７つの重点テーマを掲げ、30 ものプロジェクト

を全学横断的に推進している。2018 年度には、これらを「持続可能な開発目標（通称 SDGs）」の達成の観

点から整理・体系化し、「東北大学版 SDGs 活動」として位置付けるとともに、広く情報発信を行った（新

聞による全 31 回連載記事の掲載、パンフレット 3,000 部発行ほか）。2019 年３月 12 日には、持続可能な

社会を支える「資源循環」と「ものづくり」に焦点を当てたシンポジウムを開催し、市民、官公庁、企業及

び大学関係者など約 130 名の参加を集め、幅広い視点からの議論を喚起した。 

 「学際研究重点拠点」は、全学の部局の枠を超えた新たな研究拠点を形成し、新興・融合分野の開拓を

主眼とした戦略的研究を推進することを目的としている。2018 年度は、以下の４つの学際研究重点拠点を

新規認定した（2018 年度末：計 10 件を認定）。特に、学際研究重点拠点「Q+HPC データ駆動型科学技術創

成拠点」は、量子アニーリングを用いた組合せ最適化技術の発展と人材育成、並びに実社会応用という３

本の柱を軸とした研究活動を推進し、多数の民間企業との連携、大学発ベンチャーの創出などで、広く社

会的に認知されている。 
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拠点概要 拠点責任者 

Q+HPC データ駆動型科学技術創成拠点 

※ 量子コンピューティングに関する戦略的研究を推進 

※ D-Wave Systems, Inc.（カナダ拠点）、株式会社デンソー、NEC ソリュ

ーションイノベータ株式会社、京セラ株式会社

などと連携 

※ 東京工業大学と量子コンピューティングに関す

る包括連携協定を締結（2018 年６月） 

情報科学研究科准教授 

大関 真之 

タフ・サイバーフィジカル AI 研究拠点 

※ 困難な環境下で安定に機能するロボットや IoT のための知能、すなわ

ち、「タフ」なサイバーフィジカル AI を開拓 

※ 2019 年度概算要求で新規組織整備分として認められた 

情報科学研究科教授 

田所 諭 

エネルギー価値学創生研究推進拠点 

※ 持続可能な社会で心豊かな社会を実現するために「エネルギーの新しい

価値観」を生み出すための新学理を創造 

※ 地方自治体と連携し、強酸性の温泉水から水素燃料を取り出す事業等で

注目 

環境科学研究科教授 

土屋 範芳 

宇宙航空研究連携拠点 

※ 世界水準の先端研究・国際協働を進めるグループを束ね、空と宇宙を現

場とし未来を創造するオープンで横断的な研究拠点を形成 

※ 世界７か国から参加者 120 名を集める惑星圏シンポジウム開催ほか 

流体科学研究所教授 

大林 茂 
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取組２．「材料科学」、「スピントロニクス」、「未来型医療」、「災害科学」における世界トップレベル

研究拠点の形成【２０】【２１】【３０】 

＜実績の総括＞ 

 本学指定国立大学法人構想においては、論文数、被引用文献数等における国際的プレゼンス、本学にお

ける研究リソース等を総合的に勘案し、世界最高の研究成果創出を目指す分野として「材料科学」及び「ス

ピントロニクス」、世界で唯一の経験に基づく知見を活用し本学が世界に先駆けて創成すべき研究分野と

して「未来型医療」及び「災害科学」を選定し、総長リーダーシップのもとでの重点投資により世界トッ

プレベル研究拠点を形成することとしている。 

 このうち、「材料科学」分野については、海外研究拠点とのネットワークの構築を進め、指定国立大学

法人トップの国際共著論文比率を達成した。「スピントロニクス」分野については、海外有力大学とのジ

ョイントラボ設置や国際共同研究などを通して、外国人研究者の参画を大幅に拡充するとともに、世界ト

ップの発表論文数を達成した。「未来型医療」分野については、全ゲノム解析のデータ約 3,500 人分をも

とに、日本人による標準的な全ゲノムリファレンスパネルを、国際標準に準拠した解析手法に基づいて新

たに再構築し、X染色体やミトコンドリアの情報を新たに加えた「全ゲノムリファレンスパネル 3.5KJPNv2」

を公開した。「災害科学」分野については、「災害統計グローバルセンター」におけるフィールド調査を継

続して実施するとともに、国際ジャーナルの創刊を主導し、新たな学術ディシプリンの確立に向けた基盤

を構築した。 

 上記の通り、2018 年度は、国際共同研究の推進等を図ったことにより、世界トップレベル研究拠点の形

成がさらに加速しており、国際共著論文比率・外国人研究者比率とも目標に向けて着実に進捗している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜指定国立大学法人東北大学＞ 

 
 

- 29 -

＜主な取組実績＞ 

材料科学 

 「材料科学」分野については、トポロジー、マルチスケール多階層性などの数理科学概念を融合した新

たな研究展開により世界をリードしている「材料科学高等研究所（AIMR）」を中心として、さらに「金属材

料研究所」、「多元物質科学研究所」など本学の卓越した研究力を結集することによって、「数理科学－ミ

クロ物質探求－マクロ材料創成」の一気通貫の研究パイプラインを確立し、世界最大規模となる約 400 名

の研究者による材料科学研究拠点を形成している。 

 2018 年度は、海外の研究機関との国際共同研究を積極的に推進するため、国際シンポジウムや国際ワー

クショップ等８件、４か国の海外研究機関に教員・学生等を延べ 49 名派遣し、国際連携活動を強化した。

主要な実績を以下のとおりである。 

・ 2018 年５月 大連理工大学とのジョイントラボラトリー設置に伴う共同シンポジウム（於：大連） 

・ 2018 年７月 清華大学との学術研究交流に関する覚書締結と第２回ジョイントワークショップ（於：仙

台） 

・ 2018 年 10 月 University College London（UCL）とのジョイントワークショップ（於：ロンドン） 

・ 2018 年 11 月 メルボルン大学との定期的ジョイントワークショップ（於：メルボルン） 

 これらの海外研究拠点とのネットワークの構築を進めた結果、材料科学分野において 2018 年では指定国

立大学法人トップである国際共著論文比率 39.6％（2019 年６月 20 日現在 SciVal より）を達成した。 

清華大学との学術研究交流に関する覚書締結   UCL-東北大学キックオフ・パートナーシップイベント 

 

 また、材料科学研究拠点の一翼を担う金属材料研究所が、2018 年 11 月、全国の６つの「国際共同利用・

共同研究拠点」の一つとして認定され、国内外の学術研究機関のハブとして国際共同研究を牽引し、国際

的に活躍する若手研究者を育成する環境整備が図られた。 

【国際共著論文比率】 

 目標値：2030 年度までに国際共著論文比率を

40％ 

 実績 

2017 年度：34.6％ → 2018 年度：36.9％ 

（実績値） （目標値） 

2017 年度 2018 年度 2030 年度 

34.6％ 36.9％ 40.0％ 
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スピントロニクス 

 「スピントロニクス」分野については、本学は「磁性半導体」や「スピン流」等の研究において世界のパ

イオニアとして知られる多くの卓越した研究者を擁しており、「スピントロニクス」分野の世界的研究拠

点としての地位を確立している。 

 2018 年度は、６月に清華大学とのジョイントラ

ボを設置し、「トポロジカル絶縁体ヘテロ構造に

おけるスピン検出・制御」に関する戦略的な国際

共同研究を開始した。また、「世界トップレベル

研究拠点（材料科学・スピントロニクス）合同シ

ンポジウム（2019 年２月、仙台）」を開催し、７

ヶ国から 250 名を超える参加者を集め、世界最高

水準の研究成果を国際的に発信した。 

 これらの取組の成果として、「スピントロニク

ス」分野における発表論文数（2016 年～2018 年）

では世界１位（２位東京大学、３位フローニンゲ

ン大学の２倍以上、2019 年６月 20 日現在 SciVal

より）となるとともに、外国人若手研究者を積極

的に雇用したことにより、外国人研究者比率は 34％（2019 年３月 31 日時点）に達し、本学平均の 6.4％を

はるかに上回っている。 

 また、スピントロニクスを応用することで、高性能と超低消費電力を両立させたスピントロニクス不揮

発マイコン（マイクロコントローラユニット）を世界で初めて実証した。これにより、室内光などをエネ

ルギー源とする環境発電等が実現可能となることから、Society5.0 への大きな貢献が見込まれる。この成

果は、本学が有する集積プロセス技術を高度に統合することにより実現されたものであり、最先端技術に

関する世界最高峰の国際会議 ISSCC2019 のハイライト論文として発表されるとともに、日本経済新聞（2019

年２月 19 日）、Science Daily をはじめとする国内外のメディア 36 件（2019 年３月 15 日時点）で紹介さ

れるなど、広く注目を集めた。 

 

未来型医療 

 「未来型医療」分野については、すでに本学の「東北メディカル・メガバンク機構（ToMMo）」が、世界

初の７万人規模の三世代コホート調査を含めて、日本最大の 15 万人規模の住民コホート調査を実施し、世

界でも有数の複合バイオバンクを構築している。 

 2018 年度は、追跡調査により収集した生体試料を保管するとともに、分譲・共同研究に対応して、DNA、

血液試料、細胞試料の提供を行った。さらに、基本属性情報（性別・年齢等）、検体検査情報、ゲノム・オ

ミックス情報、調査票情報などを格納する「統合データベース dbTMM」に収載するデータの種類及び量の拡

大を進め、2018 年度時点で約 3.2 万人の情報を利用可能とした。また、オープンアクセス環境の整備を進

め、利用者がよりデータを利用しやすい環境を構築した結果、当該データを利用した論文数は 2018 年のみ

【外国人研究者比率】 

 目標値：2030 年度までに外国人研究者比率を

20％ 

 実績 

2016 年度：12.6% → 2018 年度：16.4％ 

（実績値） （目標値） 

2016 年度 2018 年度 2030 年度 

12.6％ 16.4％ 20％ 
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で 99 件に達した（本学から発表された論文は除く）。 

 また、2018 年６月には、全ゲノム解析のデータ約 3,500 人分をもとに、日本人による標準的な全ゲノム

リファレンスパネルを、国際標準に準拠した解析手法に基づいて新たに再構築し、X 染色体やミトコンド

リアの情報を新たに加えた「全ゲノムリファレンスパネル 3.5KJPNv2」を公開した。日本人の X 染色体やミ

トコンドリアの情報を含む数千人規模のゲノム情報を発表した例はこれまでになく、上記のリファレンス

パネルの公開は、我が国における個別化医療・個別化予防に向けた研究の基盤を確立する取組と言える。 

 さらに、2018 年度までに約 1.9 万人のオミックス解析を実施し、１万人分の代謝物の平均や分布情報

（jMorp2018）を公開するとともに、世界で初めて「日本人基準ゲノム配列」初版 JG１を作成し、2019 年

２月 25 日にデータの公開を開始した。今回の作成・公開により、JG１をもとに日本人のゲノム解析が行わ

れることで、難読領域の解析をはじめ、解析精度の大幅な向上が期待される。 
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災害科学 

 「災害科学」分野については、東日本大震災の経験を踏まえて創設された「災害科学国際研究所」を中

心として、東日本大震災の総括的な検証に基づく膨大な災害データが学術的に体系づけられた知識ととも

に蓄積されており、世界の災害科学研究をリードしている。 

 2018 年度は、災害被害統計整備に向けた支援を目的とする「災害科学国際研究所 災害統計グローバルセ

ンター」において、モルディブ共和国におけるフィールド調査をはじめとして、パイロット７か国（イン

ドネシア、カンボジア、スリランカ、ネパール、フィリピン、ミャンマー、モルディブ）で統計情報の収集

を進めており、パイロット７か国のうち、災害被害データの取得は、インドネシアのほか５か国で完了し、

2018 年 11 月に開催された防災ダボス会議（IDRC）においても成果報告を行った。その他、防災白書の世界

的普及に向けたワーキンググループの開催や、グローバルリスクアセスメントに関する研究発表会の実施

など、災害統計の発展を目指した学際研究を継続的に行っている。 

 また、エルゼビアが監修するジャーナル「Progress in Disaster Science」

が 2018 年度 10 月に創刊され、今村文彦研究所長が Editorial Board に参画

し、文理融合型の災害科学を世界に先駆けて開拓し、新たなディシプリンの確

立に向けた基盤を構築した。 

 災害科学の基礎研究を重視しつつ社会実装（実践的防災学）への転換を図る

ため、世界初の「リアルタイム津波浸水被害推計システム」の実用化を目指し

て、東北大学発ベンチャー「RTi-cast」を 2018 年３月に設立した。同システム

は、内閣府の総合防災情報システムとして運用されており、これにより 2018 年

４月文部科学大臣表彰科学技術賞、2019 年２月第１回オープンイノベーション

大賞「総務大臣賞」を受賞した。 

 また、世界に防災を発信する国際会議「第２回世界防災フォーラム（2019 年

11 月）」を仙台に招致することを、2018 年 11 月に仙台市とともにプレス発表

するなど、研究成果の世界発信に努めている。 

 

４つの研究拠点を中心とした戦略的国際共同研究ファンドの設立 

 指定国立大学における重点分野を中心に海外有力大学との国際共同研究推進を図るため、2018 年 12 月

に清華大学（2019 年 THE22 位）と、また、2019 年１月にユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）（2019

年 THE14 位）との間でそれぞれ戦略的国際共同研究ファンドの設立に合意した。UCL との間では、５分野

７件の共同研究プロジェクトのうち、５件（材料科学２件、未来型医療２件、災害科学１件）の共同研究

プロジェクトを採択し、年間 70 万円～150 万円が各プロジェクトに支援される。また、清華大学との間で

は、材料科学、スピントロニクス、災害科学の３分野における共同研究プロジェクトに財政的支援をする

こととし、６件（材料科学４件、スピントロニクス１件、災害科学１件）の共同研究プロジェクトを採択

し、年間 250 万円～330 万円が各プロジェクトに支援される。 
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〇UCL との共同研究プロジェクト一覧（2019 年度より開始） 

分野 東北大学 PI UCL PI 

災害科学 
今村 文彦 教授（災害科学国
際研究所） 

Prof. David Alexander (Maths & PhysicalSciences) 

未来型医
療 

筒井 健一郎 教授（生命科学
研究科） 

Prof. Sven Bestmann(Brain Sciences) 

未来型医
療 

坂本 修一 准教授（電気通信
研究所） 

Prof. Maria Chait(Brain Sciences) 

材料科学 
阿尻 雅文 教授（材料科学高
等研究所） 

Prof. Thanh Thi Kim Nguyen(Maths & Physical Sciences) 

材料科学 
熊谷 明哉 准教授（材料科学
高等研究所） 

Associate Prof. Chris Howard(Maths & Physical Sciences) 

 

〇清華大学との共同研究プロジェクト一覧（2019 年度より開始） 

分野 東北大学 PI 清華大学 PI 

材料科学 川田 達也 教授（環境科学研究科） 
Prof. Minfang Han(Dept. of Energy and Power 
Engineering) 

材料科学 宮﨑 譲 教授（工学研究科） 
Prof. Jing-Feng Li(School of Materials Science and 
Engineering) 

材料科学 佐藤 宇史 教授（理学研究科） Prof. Shuyun Zhou(Dept. of Physics) 

材料科学 佐藤 裕 教授（工学研究科） Research Assistant Yue Zhao(Dept. of Physics) 

スピント
ロニクス 

Yong P. Chen 教授（材料科学高等
研究所） 

Prof. Qi-Kun Xue(Dept. of Physics) 

災害科学 
五十子 幸樹 教授（災害科学国際研
究所） 

Associate Prof. Xiaodong Ji(Dept. of Civil 
Engineering) 

 

取組３．総長のリーダーシップにより「高等研究機構」に本学独自の若手研究者育成システムを構築【２８】

【３０】（再掲：P19） 

＜実績の総括＞ 

 本学指定国立大学法人構想においては、若手研究者の活躍の場の創出するために、「高等研究機構」を

中心として、常時 200 名規模の若手研究者を世界各地から集め、研究活動に専念できる環境を提供するこ

とを目指している。また、公正な競争が確保されるテニュアトラック制度を拡大するとともに、日本の大

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 人材育成・獲得の取組３．独創性豊かな若手

研究者を世界各国から惹きつける場の創出と同じ

取組である。 
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学で初めて本格導入した訪問滞在型の研究プログラム「知のフォーラム」を通してノーベル賞級の研究者

とコラボレーションする機会を提供するなど、若手研究者にとって魅力ある環境を創出することとしてい

る。 

 このうち、常時 200 名規模の若手研究者を世界各国から集めることについて、2018 年度は、高等研究機

構において国際公募等を通して新たに 20 名を採用するなど、計 109 名（前年度比 22％増）の若手研究者

ポストを整備しており、着実に若手研究者の活躍の場を創出している。 

 テニュアトラック制度の拡大については、2018 年９月に「学際科学フロンティア研究所」を活用した「世

界の若手研究者の活躍機会創出のため 50 名規模の東北大学テニュアトラック制度」を創設した。最長７年

の任期を設けるとともに、特に顕著な研究業績を挙げた若手研究者を学内でテニュア教員として採用した

場合には、本部から人件費の 1/2 を５年間支援するなど、優秀な若手研究者が安定的に雇用できる制度を

構築した。この新制度に対して、2018 年度は 144 名が応募し、8.5 倍の競争を経て 17 名が採用内定、うち

14 名が新たに採用されており、目標に向けて着実に進捗している。 

 本学が日本の大学で初めて導入した「知のフォーラム」において、2018 年度は、フィールズ賞受賞者で

ある Shing-Tung Yau 氏（2018 年６月）など、世界的にも著名な研究者を複数招へいし、計５回（2017 年

度実績４回）にプログラムを拡充した結果、総勢 3,510 名の研究者が参加。特に若手研究者は前年度の約

３倍である 2,039 名が参加し、世界トップレベル研究者と議論するなど、他機関には無い若手研究者にと

って魅力ある環境を提供している。 

 なお、プログラム参加者にアンケート調査を行ったところ「伝説的な研究者が一堂に会する非常に有意

義で特に若い人にはとても良い機会である。」、「学際領域におけるトップレベルの研究成果が聞けて良

かった。」「各国から著名な研究者が集まって意見交換できるのはすばらしい。」など、多数の極めて高い

評価を受けている。 
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＜主な取組実績＞ 

常時 200 名規模の若手研究者雇用と活躍の場の創出 

 「高等研究機構」は、本学の関連する分野の研究者を結集し、世界最高の研究成果の創出又は世界に先

駆けた研究分野の創成を目指す「世界トップレベル研究拠点」、独立した環境で学際研究を行う「学際科

学フロンティア研究所」、PI とのユニットにより革新的な新領域研究を行う「新領域創成部」で構成され

る。2018 年度は、「材料科学」、「スピントロニクス」、「未来型医療」、「災害科学」の４つの世界ト

ップレベル研究拠点において、国際公募により新たに 15 名を採用。特に、「災害科学」においては、採用

された若手研究者を中心に東日本大震災における震災データ約 9,500 事例を体系化することで、災害時に

おける様々な死因の実態を解明。2019 年２月にマスコミ 11 社から報道発表されるなど、広く注目される

実績を挙げている。 

 また、分野融合・新領域開拓を担う若手研究者を養成することを目的として 2017 年度に設置した「新領

域創成部」においては、文学研究科と電気通信研究所が連携した文理融合の新たな研究分野等に若手研究

者２名を新規に採用した。 

 さらに 2013 年度に設置した「学際科学フロンティア研究所」においては、後述する新たなテニュアトラ

 

 

 

 

【高等研究機構における若手研究者ポスト数の確

保】 

 目標値：2030 年度までに高等研究機構全体で

200 名の若手研究者ポストを確保 

 2017 年度：89 名 → 2018 年度：109 名 

（実績値） （目標値） 

2017 年度 2018 年度 2030 年度 

89 名 109 名 200 名 
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ック制度の導入により、17 名が採用内定、うち 14 名を新規採用した。これらを含め、結果として、2018 年

度に高等研究機構に所属する若手研究者は計 109 名（前年度比 22％増）に拡大しており、目標として掲げ

る 200 名規模の体制実現に向けて着実に環境整備を進めている。 

 

テニュアトラック制度の拡大 

 「学際科学フロンティア研究所」では、学際研究を推進する優秀な若手研究者を国際公募により採用し、

独立した研究環境の下で研究を実施、任期満了後（最長５年）は、学内外に国際的トップレベル研究者と

して輩出してきたところである。 

 この若手研究者養成システムについては、外部の有識者を含む運営協議会においても、「素晴らしい仕

事をしている」や「文部科学大臣賞を受賞するなど、非常に優秀な研究者が多い」など、高い評価を受け

ている。このことを踏まえ、特に優秀な若手研究者の本学への定着と更なる活躍機会を創出するため、2018

年９月に「世界の若手研究者の活躍機会創出のため 50 名規模の東北大学テニュアトラック制度」を新設し

た。 

 具体的には、「学際科学フロンティア研究所」の教員公募要項に、あらかじめ「東北大学テニュアトラ

ック制度」の趣旨を明記するとともに、メンター部局等の学内他部局への雇用促進のため、申請から任期

満了に至るまで、定期的に「学際科学フロンティア研究所」とメンター部局及び関連部局が若手研究者の

人事・評価等について密接に連携することとしている。また、特に顕著な研究業績を挙げた若手研究者を

学内でテニュア教員として採用した場合には、本部から人件費の 1/2 を５年間支援するなど、優秀な若手

研究者が安定的に雇用できる制度設計となっている。2018 年度公募においては、144 名が応募し、17 名が

採用内定（倍率 8.5 倍）、うち 14 名が新たに採用されている。 

 

若手研究者にとって魅力ある環境の創出 

 「知のフォーラム」は、ノーベル賞・フィールズ賞等の受賞者を招へいしてシンポジウム及びワークシ

ョップを開催することにより、若手研究者との議論を通じて国際頭脳循環を促進することを目的に、本学

が日本の大学で初めて本格導入した訪問滞在型研究プログラムである。2018 年度は、フィールズ賞受賞者

である Shing-Tung Yau 氏、Edward Witten 氏（６月）、2016 年ロンドン王立協会外国人会員選出のジェニ

ファー・ダウドナ氏（７月）など、世界的にも極めて著名な研究者を招へいするとともに、計５回（2017

年度実績４回）にプログラムを拡充して開催することによって、総勢 3,510 名の過去最多の研究者が参加。

特に若手研究者は前年度の約３倍にあたる 2,039 名が参加し、世界トップレベル研究者と議論するなど、

他機関には無い魅力ある環境を提供し、大きな成功を収めた。 

なお、プログラム参加者にアンケート調査を行ったところ「伝説的な研究者が一堂に会する非常に有意義

で特に若い人にはとても良い機会である。」、「学際領域におけるトップレベルの研究成果が聞けて良か

った。」、「各国から著名な研究者が集まって意見交換できるのはすばらしい。」など、多数の極めて高い

評価を受けている。 
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【関連する中期計画・年度計画】 

中期計画 年度計画 進捗状況 

【２０】 

□ 世界トップレベルの研究拠点の形成・展開を図るため、世界をリード

する研究を重点的に推進し、被引用度の高い論文数を対平成 27 年度比で

20 パーセント以上増加させ、世界 50 位以内に入る研究領域を拡大する。 

【２０】 

□ 世界トップレベルの研究拠点の形成・展開として、研究推進・支援機

構（URA センター）の分析情報と大学 IR 室の機能も活用し、本学における

材料科学、スピントロニクス、未来型医療、災害科学等の強み・特色を最

大限に活かした世界をリードする特定研究領域の活動を推進するととも

に、学際研究重点拠点等からの新たな WPI 型研究組織の形成を推進し、被

引用度の高い論文数を増加させることを目指すものとする。 

Ⅳ 

【２１】 

□ 本学における材料科学、スピントロニクス、未来型医療、災害科学等

の分野の強み・特色を最大限に活かし、国際競争力の一層の強化を図るた

め、国際水準の大学・研究機関等との学術ネットワークの充実、海外拠点

の利活用、世界最高水準の外国人研究者の招へい等を進めて世界的研究拠

点を形成し、最先端の国際共同研究を推進して、国際共著論文数を対平成

27 年度比で 20 パーセント以上増加させるとともに、国際会議の主催・招

待講演等を通じて研究成果の発信を行う。【◆】 

【２１】 

□ 高等研究機構に設置した材料科学、スピントロニクス、未来型医療、

災害科学の世界トップレベル研究拠点の活動の更なる推進とあわせて、

「知のフォーラム」事業の活用による著名研究者の招へい、海外ベンチマ

ーク大学を中心とした海外研究機関への若手研究者の派遣、国際水準の大

学・研究機関等との学術ネットワーク及び海外拠点の活用、国際共同研究

に向けた研究者交流の更なる促進を継続し、国際共同研究の更なる推進に

よる国際共著論文数を対平成 29 年度比で増加させることを目指すととも

に、環太平洋大学協会（APRU）の Multi-Hazards Program のサマースクー

ルを開催する。 

Ⅳ 

【２５】 

□ 社会にインパクトある研究を推進するため、細分化された知を俯瞰

的・総合的に捉える場を形成し、本学が強みを有する研究・技術要素の一

層の強化及びその統合・システム化などの取組を進め、新規研究領域を継

続的に開拓して、新興・融合分野研究への挑戦を重点的に支援する。 

【２５】 

□ 社会にインパクトある研究を推進するため、その全体理念を共有した

「社会にインパクトある研究拠点」におけるプロジェクト活動の順次展開

を開始し、課題の多い東北地方から日本の未来を創造することを想定し

て、国内外の学術機関・自治体・産業界等との連携とプロジェクトの自立

化を目指すものとする。あわせて、新規研究領域を継続的に開拓するため、

高等研究機構において世界トップレベル研究拠点の推進、新たな WPI 型研

究組織の形成に向けた研究領域の開拓、新領域創成部における戦略的に重

要な異分野の研究者の配置のほか、研究専念環境と処遇のインセンティブ

の付与などを継続して行う。 

Ⅳ 

【２８】 

□ 優れた若手・女性・外国人研究者が活躍する研究基盤を構築するため、

自立的な研究環境の提供を前提とした国際公募による学際科学フロンテ

ィア研究所における 50 名程度の若手研究者のポストの確保及びその他の

全学的な人件費の適切なマネジメントによる若手研究者のポストの確保

に基づく若手教員比率 26.4％を目指した若手教員の雇用の促進、女性研究

者の対平成 27年度比で 50パーセント以上の増員を目指した女性研究者支

【２８】 

□ 優れた若手・女性・外国人研究者が活躍する研究基盤を構築するため、

若手研究者の環境確保策として、自立的な研究環境の提供を前提とした学

際科学フロンティア研究所における若手研究者のポストの継続確保、高等

研究機構に設置した世界トップレベル研究拠点・新領域創成部における若

手研究者ポストの確保、卓越研究員制度等も活用した若手研究者ポストの

確保などを継続的に実施するとともに、必要に応じて新たな施策の検討を

Ⅲ 
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援の取組の加速化のほか、外国籍教員の対平成 27 年度比で 30 パーセント

以上の増員及び新たに採用する教員の１割以上のテニュアトラック制の

適用を進める。 

行い、女性教員採用促進策として、女性限定公募（国際公募も含む）やポ

ストアップなどを実施して在籍比率、採用比率及び上位職比率の向上を推

進し、外国籍教員採用促進策として、平成 33 年度における対平成 27 年度

比 30 パーセント以上の外国籍教員の増員及びテニュアトラック制の拡充

を目指して、部局と連携しながら、特別招聘プロフェッサー制度の活用促

進をはじめとした人事・給与システムの柔軟な運用、外国人教員雇用促進

経費の措置等を行う。 

【３０】 

□ 本学の総力を挙げて最先端研究に取り組むため、研究組織をミッショ

ン別に三階層化した基盤体制（研究イノベーションシステム）を構築し、

その第一階層となる高等研究機構に設置した物質・材料分野（材料科学高

等研究所）の強化を着実に進め、高等研究機構に新たな分野・研究組織等

を順次整備して、世界最高水準の研究環境及び研究支援体制を拡充すると

ともに、高等研究機構と研究科・附置研究所等との有機的な連携を促進す

る。【◆】 

【３０】 

□ 高等研究機構に世界トップレベル研究拠点として設置した物質・材料

分野（材料科学高等研究所）、スピントロニクス分野、未来型医療分野、

災害科学分野と研究科・附置研究所等との有機的な連携による強化を継続

して着実に進め、学際研究重点拠点等からの新たな WPI 型研究組織の形成

を継続して推進するとともに、世界最高水準の研究環境及び研究支援体制

の拡充を進める。 

Ⅳ 

【３７】 

□ 東日本大震災からの復興・新生に資する成果を創出するため、災害復

興新生研究機構と部局等との協働の下で、被災地域の課題を踏まえ、地域

の特色や資源を活用した研究・人材育成・新産業創出等の取組を継続的に

推進し、それらの活動を国内外に発信する。 

【３７】 

□ 災害復興新生研究機構と部局等との協働の下で、災害復興新生研究機

構によるコミットメント型プロジェクト（８重点プロジェクト）及び構成

員提案型プロジェクト（復興アクション 100＋）のフォローアップ等の進

捗管理を行い、その成果をシンポジウム、ウェブサイト、刊行物等により

国内外に発信するとともに、取組の評価及び点検を行い、必要に応じて見

直し・改善を進める。 

Ⅲ 

【３９】 

□ 東日本大震災で得られた教訓・知見や世界に先駆けて開拓する災害科

学の新たな知を世界各国の課題解決に資するため、これまで築いてきた国

内外の連携ネットワークを活用し、新たな防災・減災技術の開発、震災ア

ーカイブ・災害統計データの集積・提供、バイオバンク固有の問題解決と

メディカル・メガバンク先進モデルの提供、海洋生物資源の保全・活用な

どの科学的知見による開かれた貢献活動を展開する。【◆】 

【３９】 

□ 科学的知見に基づく国際貢献活動の展開として、災害統計グローバル

センターにおいては、各国の防災政策立案への利活用に向けて集積した災

害統計データの分析を開始し、東北メディカル・メガバンク機構において

は、構築した 15 万人規模のバイオバンクのデータシェアリング等を促進

して全ゲノムリファレンスパネルの高精度化を基に疾患との大規模関連

解析の取組を着実に進め、東北マリンサイエンス拠点形成事業(TEAMS)に

おいては、これまでの漁場環境モニタリング調査と漁業復興支援活動を継

続実施してその成果を国内外に発信する。 

Ⅲ 

【４７】 

□ 本学を中核とする「知の国際共同体」を形成する先端的教育研究クラ

スターを構築するため、スピント口ニクス分野、データ科学分野をはじめ

とする９つの国際共同大学院の設置及び「知のフォーラム」事業の実施を

両輪とする取組を推進する。 
 

【４７】 

□ 先端的教育研究クラスターを構築するため、国際共同大学院について

は、既存の４分野に加え、生命科学分野及び機械科学技術分野で教育を開

始し、災害科学・安全学分野、材料科学分野、日本学分野において平成 31

年度から教育を開始できるよう準備を進めるとともに、「知のフォーラム」

事業については、著名研究者の招へいを継続して実施する。 

Ⅳ 
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（３）国際協働  

 

取組の実施状況及び成果 （取組の進捗を示す参考指標等） 

取組１．トップマネジメントによる国際協働の戦略的推進体制の確立【５５】 

＜実績の総括＞ 

 本学指定国立大学法人構想においては、トップマネジメントによる教育・研究・社会連携全般にわた

る国際協働の機能化の確立、また、これまでの海外有力大学・研究機関との関係性を基盤とし、国際協

働全般の戦略を明確にした上で、「指定国立大学法人」のブランド力を活用することにより、戦略性を

高めた国際パートナーシップに軸足を移して、国際戦略を実行する。 

 このうち、トップマネジメントにおける国際協働の機能化については、本学の戦略的な国際協働及

び包括的な国際化に向けた施策の立案を行うことを目的とする国際戦略室を 2018 年７月に新設した。

戦略性を高めた国際パートナーシップに基づき、指定国立大学における重点分野を中心に海外有力大

学との国際共同研究推進を図るため、2018 年 12 月に清華大学（2019 年 THE22 位）と、また、2019 年

１月にユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）（2019 年 THE14 位）との間でそれぞれ共同研究フ

ァンド設立に合意した。 

 

＜主な取組実績＞ 

トップマネジメントにおける国際協働の機能化 

 国際アドバイザリーボード（2016 年開催）

の有識者６名からの「東北大学に今必要なも

のは国際戦略の明文化である。」という助言を

もとに、本学の戦略的な国際協働及び包括的

な国際化に向けた施策の立案を行うことを目

的とする国際戦略室（室員７名、オブザーバー

５名）を 2018 年７月に新設した。国際戦略室

運営会議等を計 16 回開催し、本学の新たな国

際戦略である「国際学術交流協定制度の改定」

及び「戦略的国際パートナーシップ制度の構

築」について議論を進めた。これらの新たな国

際戦略については、2019 年 10 月開催の「第２

回国際アドバイザリーボード」において公表

予定である。 
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指定国立大学法人のブランド力を活用した戦略的パートナーシップ 

 指定国立大学における重点分野を中心に海外有力大学との国際共同研究推進を図るため、2018 年 12

月に清華大学（2019 年 THE22 位）と、また、2019 年１月にユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）

（2019 年 THE14 位）との間でそれぞれ戦略的国際共同研究ファンドの設立に合意した。なお、UCL と

の間では、５分野７件の共同研究プロジェクト、また、清華大学との間では、６件の共同研究プロジェ

クトをマッチングファンドで実施する予定である。 

 また、大学間学術交流協定校であるオーストラリア・メルボルン大学にて、Tohoku-Melbourne Day

を 2018 年 11 月に開催し、材料科学・物理化学共同ワークショップと高等教育ワークショップが開催

され、両校併せて約 50 名が参加した。これらの協定を通じた取組の成果として、2018 年度公表された

国際共著論文 43 報の内５報（約 12％）が Top１％高被引用論文となっている。2017 年４月に開所した

本学海外代表事務所であるワシントン大学-東北大学アカデミックオープンスペース（UW-TU:AOS）に

おいても、2018 年度は材料、航空・宇宙、災害科学、データサイエンスの分野で５つの研究ワークシ

ョップを開催、STEM 分野において本学主催サマープログラムにて 17 名の学生を受入れ、ワシントン大

学での短期体験入学には９名の学生を派遣したほか、ワシントン大学教員による本学での集中講義を

２科目開講した。 

 これらの実績を踏まえ、今後はより戦略性を高めた国際パートナーシップを実行していく予定であ

る。 
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取組２．「国際教育研究クラスター」を軸とした戦略的国際協働の展開【２１】【３１】 

＜実績の総括＞＜主な取組実績＞ 

海外の有力大学と連携した大学院教育・研究の共同推進 

 本学では戦略的に選定した９つの研究領域において、海外有力大学と卓越した国際共同研究を推進

するための「国際教育研究クラスター」を形成している。それぞれの「国際教育研究クラスター」は対

応する「国際共同大学院プログラム（学位プログラム）」を併設しており海外有力大学と連携のもと、

厚みのある教育研究活動を展開している。 

 その一例として、機械科学分野においては、ワシントン大学（米国）と本学海外代表事務所である

ワシントン大学-東北大学アカデミックオープンスペース（UW-TU:AOS）を拠点として、航空・宇宙を

はじめとする５つの国際共同研究ワークショップ開催するとともに、大学院教育では「機械科学技術

国際共同大学院」においてワシントン大学から研究者を招へいし、本学学生に対する授業（Advanced 

structural design by the Finite Element Method）や研究指導を実施するなど戦略的連携が強化さ

れた。 

 

取組３．「オンキャンパス国際混住型寄宿舎」をはじめとする「キャンパスにおける国際化」を志向す

る環境整備【１３】 

＜実績の総括＞＜主な取組実績＞ 

 ユニバーシティ・ハウスは、「国際感覚の研鑽」、「協調性・社交性の涵養」を基本コンセプトのも

と、日本人学生と外国人留学生が日常的な交流を通じて大変革時代の社会を世界的視野で力強く先導
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するリーダーを育成する教育施設である。 

2018 年７月に全額自己負担（110 億円規模）によるユニバーシティ・ハウス青葉山（752 戸）が完成

したことにより、国内最大規模（1,720 戸）の国際混住型学生寄宿舎が整備され、指定国立大学法人構

想調書で掲げた「2018 年までに全体で 1,720 戸を整備する。」を達成し、キャンパス環境の国際化が

大きく進展した。また、ユニバーシティ・ハウス等整備事業の実施にあたり、本学負担の縮減並びに民

間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等

の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号改正平成 13 年法律第 151 号、以下「PFI 法」という。）

に準ずる事業として学生寄宿舎の建設及び維持管理等を実施した。 

 

平成 30 年７月ユニバーシティ・ハウス青葉山開所 

【国際混住型学生寄宿舎の戸数】 

 目標値：2018 年度までに 1,720 戸を整備 

 2016 年度：968 名 → 2018 年度：1,720 名 

 
 

 

  

2016 2018
実績値 968 1,720
目標値 968 1,720

900戸
1,000戸
1,100戸
1,200戸
1,300戸
1,400戸
1,500戸
1,600戸
1,700戸
1,800戸

国際混住型学生寄宿舎戸数

実績値 目標値
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【関連する中期計画・年度計画】 

中期計画 年度計画 進捗状況 

【１３】 
□ 学生への経済的支援を強化するため、本学独自の奨学金制度等を拡充

するとともに、国際的な環境の中で多様な価値観・文化を尊重しつつ自己

を確立する場として、日本人学生と外国人留学生の国際混住型学生寄宿舎

（ユニバーシティ・ハウス）の定員を対平成 27 年度比で２倍を目途に整

備・拡充を進める。 

【１３】 
□ 東北大学基金等を活用し、博士後期課程の学生を対象とした新たな奨

学金制度を開始するとともに、授業料免除の適用拡充による経済的支援や

東日本大震災及び平成 28 年熊本地震に伴う被災学生に対する経済的支援

を継続して行う。あわせて、新たに整備する「ユニバーシティ・ハウス青

葉山（平成 30 年７月末完成予定）」の入居者受入れを開始し、定員が対平

成 27 年度比２倍以上の拡充を着実に進めるほか、ユニバーシティ・ハウ

スにおける入居者交流イベント等を継続して企画・実施する。 

Ⅳ 

【２１】 

□ 本学における材料科学、スピントロニクス、未来型医療、災害科学等

の分野の強み・特色を最大限に活かし、国際競争力の一層の強化を図るた

め、国際水準の大学・研究機関等との学術ネットワークの充実、海外拠点

の利活用、世界最高水準の外国人研究者の招へい等を進めて世界的研究拠

点を形成し、最先端の国際共同研究を推進して、国際共著論文数を対平成

27 年度比で 20 パーセント以上増加させるとともに、国際会議の主催・招

待講演等を通じて研究成果の発信を行う。【◆】 

【２１】 

□ 高等研究機構に設置した材料科学、スピントロニクス、未来型医療、

災害科学の世界トップレベル研究拠点の活動の更なる推進とあわせて、

「知のフォーラム」事業の活用による著名研究者の招へい、海外ベンチマ

ーク大学を中心とした海外研究機関への若手研究者の派遣、国際水準の大

学・研究機関等との学術ネットワーク及び海外拠点の活用、国際共同研究

に向けた研究者交流の更なる促進を継続し、国際共同研究の更なる推進に

よる国際共著論文数を対平成 29 年度比で増加させることを目指すととも

に、環太平洋大学協会（APRU）の Multi-Hazards Program のサマースクー

ルを開催する。 

Ⅳ 

【３１】 
□ 国際的な頭脳循環を促進するため、海外拠点・リエゾンオフィス等の

戦略的な整備・活用、これまで築いてきたネットワークの連携強化、海外

ベンチマーク大学への若手研究者の派遣（延べ 80 名以上）、リサーチ・レ

セプションセンターによる訪問者の支援、世界トップクラスの研究者を招

へいする「知のフォーラム」事業の推進（年平均３件以上）等を通して、

グローバルな連携ネットワークを発展させる。 

【３１】 
□ 国際的な頭脳循環を促進するため、海外ベンチマーク大学への若手研

究者の派遣（10 名程度）、リサーチ・レセプションセンターを活用した訪

問者の支援措置の更なる拡充、「知のフォーラム」事業の継続的実施（３

件程度）等を通して、グローバルな連携ネットワークの強化を継続して進

める。 

Ⅲ 

【４２】 
□ 教職員・学生の国際流動性の向上及び教育・研究における国際連携推

進に資するグローバルネットワークの戦略的強化のため、海外拠点・学術

交流協定校の拡充及びコンソーシアムの更なる活用を進める。 

【４２】 
□ グローバルネットワークの戦略的強化として、世界トップクラスの大

学・研究機関等が参加する海外コンソーシアム会議及びワークショップ等

への参加、環太平洋大学協会（APRU）の Multi-Hazards Program のサマー

スクールの開催など、世界的な認知度の向上と人的ネットワークの強化策

を継続して進める。 

Ⅳ 

【５５】 
□ 大学が戦略をもって活動展開するため、本学構成員、経営協議会の学

外委員、国際アドバイザリーボードなどの様々な意見を収集・分析し、総

長のリーダーシップの下で、教学マネジメントを統括して迅速な意思決定

【５５】 
□ 大学が戦略をもって活動展開するため、本学構成員、経営協議会の学

外委員、国際アドバイザリーボードなどの様々な意見を収集・分析してそ

れらを戦略策定に活用するとともに、大学経営力強化の基盤として、ガバ

Ⅲ 
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と執行権を行使できるシステムの整備など体制の強化を図り、大学経営に

おける役割・機能の分担の明確化・最適化を行う。 

ナンスとマネジメントが一体となって有効に機能するインフラ整備や総

長と理事等の権限と責務に基づく適切な役割分担によるガバナンスの強

化を継続して進める。 
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（４）社会との連携  

 

取組の実施状況及び成果 （取組の進捗を示す参考指標等） 

◆社会との連携①～社会創造・震災復興 

取組１．重要な社会課題の解決を目的とした分野横断・学際研究の展開【２５】 

＜実績の総括＞ 

 「社会にインパクトある研究」において、７つのテーマ（「持続可能環境の実現」、「健康長寿社会の実現」、

「安全安心の実現」、「世界から敬愛される国つくり」、「しなやかで心豊かな未来の創造」、「生命と宇宙

が拓く交感する未来へ」、「社会の枢要に資する大学」）に分類された社会課題の解決に向けて、部局の壁を

超えた 30 の学際研究プロジェクトを全学的に推進している。 

 2018 年度の特筆すべき事例として、「インフラマネジメント研究センター」が、関係府省の取組みと連携

しつつ、山形県、宮城県、仙台市においてインフラメンテナンス統合データベースを構築したことで、イン

フラ維持管理に関する情報基盤の整備に大きく貢献し、第１回日本オープンイノベーション大賞「国土交通

大臣賞」を受賞した。 

 また、2018 年 12 月に「持続可能な開発目標（SDGs）とグローバル人材の育成シンポジウム」を開催した。

河野太郎外務大臣やキャスターの国谷裕子氏をはじめ、最前線で活躍する識者を迎えるとともに、市民、官公

庁、企業及び大学関係者など 600 名以上の参加者を集め、SDGs の根底にある理念や危機感、今後歩むべき道

について示し、広く情報発信を行った。 

 社会課題解決・社会価値創造を目的とした「社会にインパクトある研究」プロジェクト群の包括的推進と、

社会へ向けた広い発信を通して、昨今国連において掲げられている「持続可能な開発目標（SDGs）」に貢献し

た。 

 

＜主な取組実績＞ 

社会にインパクトある研究（東北大学版 SDGs 活動） 

 本学では 2015 年度より、持続可能で心豊かな未来社会の創造に向けて、７テーマ 30 プロジェクトから成

る分野横断・学際研究プロジェクト「社会にインパクトある研究」を全学的に推進しており、国内外の研究機

関や産業界、政府・自治体等との連携のもと、社会実装に向けた研究に取り組んでいる。これらの活動は、昨

今国連において掲げられている「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成にも大きく寄与するものである。2018

年４月の総長の交代に伴い、新たに「東北大学版 SDGs 活動」として位置づけを整理し、これを統括する理事・

副学長を配置した。 

 2018 年度には、「暮らしを豊かにする創未来インフラの構築」プロジェクトに取り組む「インフラマネジ

メント研究センター」が、関係府省の取組みと連携しつつ、山形県、宮城県、仙台市においてインフラメンテ

ナンス統合データベースを構築したことで、インフラ維持管理に関する情報基盤の整備に大きく貢献し、第

１回日本オープンイノベーション大賞「国土交通大臣賞」を受賞した。 

 また、「超巨大情報量時代に向けた情報の質と価値の科学技術」プロジェクトでは、部局横断型の文理融合

研究拠点である「ヨッタインフォマティクス研究センター」を設立し、2018 年度概算要求において機能強化

促進分（重点支援）として採択された。文学研究科と工学研究科の共同研究である、大容量の古典籍データの

文字認識の研究や、音声データと言語学に関する研究をはじめとして、文理の垣根を越えた９つの研究プロ
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ジェクトを推進し、データ科学の異分野展開に関する実績をあげている。 

 さらに、「口から発信する健康づくり」プロジェクトでは、持続可能な地域医療の展開、歯学領域からの超

高齢化社会対応の新機軸として、2019 年２月に、株式会社 NTT ドコモと連携し、スマートフォンで歯茎を撮

影するだけで歯周病を発見できるＡI開発に関するプレスリリースを行い（新聞掲載８紙、WEB 掲載７件、テ

レビ報道６件）、広く社会の注目を集めた。2022 年度を目途に、歯周病だけではなく顎関節症や口腔がんな

ど他の口腔疾患も発見可能にし、実用化を目指している。 

 また、「人に優しい個別化医療の開発・普及による次世代医療構築と医療格差是正」プロジェクトでは、東

北大学病院てんかん科が、株式会社メドレーが提供するオンライン診療システム「CLINICS」を用いて、国立

大学病院初となるてんかんオンラインセカンドオピニオン外来を自由診療の枠組みの中で開始する体制を整

備した。本事業により、専門的診療を受けにくい患者の実体を把握し、我が国のてんかん診療体制の見直しを

図っている。 

 以上のほか、2018 年度は、全体で 30 にのぼる「社会にインパクトある研究」プロジェクト群が活動してお

り、2019 年３月 12 日にはその総括シンポジウムを開催した。さらに、これらの「社会にインパクトある研究」

を含め、本学の SDGs 活動を広く社会に向けて発信するための取組として、2018 年 12 月には「持続可能な開

発目標（SDGs）とグローバル人材の育成」と題した大規模なシンポジウムを開催し、市民、官公庁、企業及び

大学関係者など 600 名以上の参加者を集めた。参加者アンケートでは、「有意義だった」・「とても有意義だ

った」という前向きな回答が 96％を占め、非常に満足度の高いシンポジウムであったことが伺える。 

 さらに、2019 年２月にグリーン購入法の基本方針の改訂が閣議決定されたことを受け、翌月３月には「東

北大学版 SDGs」活動の一環として、「東北大学プラスチック・スマート宣言」を発表し、全教職員・学生や

キャンパス内に出店中の事業者等と協力し、会議でのペットボトル飲料の廃止や学内におけるワンウェイプ

ラスチック使用の削減、プラスチック分別回収の徹底等を先進的に行っている。 
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取組２．復興・新生に向けた重点研究の推進と社会実装【３７】【３８】【３９】 

＜実績の総括＞ 

 復興・新生に向けた重点研究と社会実装を推進するため、「災害科学国際研究所」、「東北メディカル・メ

ガバンク機構（ToMMo）」、「原子炉廃止措置基盤研究センター（CFReND）」において、2018 年度は以下の取

組を実施した。 

 「災害科学国際研究所」においては、世界初の「スーパーコンピュータによるリアルタイム津波浸水被害

予測技術」が内閣府総合防災情報システム「津波浸水被害推計システム」として正式に採用され、2018 年４

月より本格運用を開始した。これは、災害科学の研究成果が社会実装された特筆すべき事例として高く評価

され、「2018 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞（開発部門）」および「第１回日本オープン

イノベーション大賞総務大臣賞を受賞」し、社会的にも広く注目された。なお、本技術の普及を目的とした東

北大学発ベンチャー「RTi-cast」が 2018 年３月に設立、2018 年度より本格的な活動を開始した。 

 「東北メディカル・メガバンク機構（ToMMo）」においては、日本人３名に由来するゲノム配列を、複数の

方法を組み合わせて世界で初めて精密に決定し、日本人のゲノム解析を行うための「ひな型」となる「日本人

基準ゲノム配列（JG１）」を作成・公開した。JG１は、日本人に対して、これまでの「国際基準ゲノム」では

実現できなかった高精度なゲノム解析を可能とし、被災地はもとより日本における疾患の遺伝要因の究明や

がんゲノム解析等の進展に大きく寄与するものとして注目された。 

 「原子炉廃止措置基盤研究センター（CFReND）」においては、「原子炉廃止措置工学プログラム」を受講し

た本学学生は 22 名であり、うち 10 名が、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、鹿島建設株式会社な

ど廃炉に関係する機関を進路として選択した。また、これまでの累計で、廃炉に関係する機関を進路に選んだ

本学学生数は 43 名に達し、本プログラムは原子炉廃止措置を担う技術者や研究者の育成に大きく貢献する結

果となった。 

 

＜主な取組実績＞ 

災害科学国際研究所 

 東日本大震災の経験を踏まえ 2012 年４月に創設された「災害科学国際研究所」は、新たな学術ディシプリ

ンとしての「災害科学」に関する世界トップレベル研究推進の中核となることはもとより、その研究成果の国

際社会への波及・実装を通して「実践的防災学」を確立すること目指している。 

 2015 年４月に設置された「災害統計グローバルセンター」では、国連開発計画（UNDP）との連携を中心に、

世界の防災関連機関との協働を通して災害被害統計の収集・分析・活用を図り、世界各国の防災能力の向上に

向けた支援を実施している。2018 年度は、モルディブ共和国におけるフィールド調査をはじめとして、パイ

ロット７か国（インドネシア、カンボジア、スリランカ、ネパール、フィリピン、ミャンマー、モルディブ）

で統計情報の収集を進めており、パイロット７か国のうち、災害被害データの取得は、インドネシアのほか５

か国で完了し、2018 年 11 月に開催された防災ダボス会議（IDRC）においても成果報告を行った。その他、防

災白書の世界的普及に向けたワーキンググループの開催や、グローバルリスクアセスメントに関する研究発

表会の実施など、災害統計の発展を目指した学際研究を継続的に行っている。 

 2018 年度に災害科学の研究成果が社会実装された特筆すべき事例として、世界初の「スーパーコンピュー

タによるリアルタイム津波浸水被害予測技術」が挙げられる。これは、津波の浸水による被害推定を、スーパ

ーコンピュータを用いてリアルタイムで行う世界に類を見ない最先端のシステムであり、内閣府総合防災情

報システム「津波浸水被害推計システム」として正式に採用され、2018 年４月より本格運用を開始した。本
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研究の成果は、2018 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞（開発部門）および第１回日本オープ

ンイノベーション大賞総務大臣賞を受賞し、社会的にも広く注目された。なお、本技術の普及を目的とした東

北大学発ベンチャー「RTi-cast」が 2018 年３月に設立、2018 年度より本格的な活動を開始した。 

 また、2018 年８月には、日本電信電話株式会社（NTT）と連携し、安全安心な暮らしを支える基盤技術の確

立を目指した、組織対組織のビジョン共創型パートナーシップに基づく共同研究を開始した。東日本大震災

を経験した本学が持つ災害時のビッグデータとNTTがもつコミュニケーションサービス基盤技術を融合させ、

２つの研究テーマ（「震災アーカイブを活用した社会課題解決型サービスデザイン手法の研究」および「リア

ルタイム津波浸水被害予測を活用した意思決定支援手法の研究」）に取り組み、2018 年度において、共同研

究成果を活用して「ステルス防災」の商標出願および共同特許出願（復旧計画策定装置、手法、プログラム）

を行うなど、社会実装向けて着実に進展した。 

 2019 年１月には、宮城県丸森町と包括協定を締結し、双方の有する人的資源、知的資源の交流と活用を図

りながら、地域社会の復興と発展、社会ニーズに対応した研究の深化、未来を担う人材の育成に取り組んでい

る。東日本大震災の発生以降、特に津波被害が大きかった沿岸部の自治体とは包括協定を締結していたが、今

回初めて洪水等の風水害が発生する内陸部自治体と包括協定を締結することにより、さらに実践的な防災・

減災研究の推進が期待される。 
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東北メディカル・メガバンク機構 

 「東北メディカル・メガバンク機構（ToMMo）」は、東日本大震災により甚大な被害を受けた被災地におけ

る医療の再生と地域医療の復興、そして、世界的な趨勢である大規模な医療情報化の流れに対応し、新たな医

療を構築することを目的に設置された。同機構のバイオバンク事業では、総計 15 万人にのぼる住民の方々を

対象に、同意を得たうえで遺伝情報を預かり長期にわたって健康情報を追跡するコホート調査を実施し、遺

伝情報・環境要因・病気の関係性を解析のうえ、一人ひとりにあった医療（個別化医療）や病気の予防（個別

化予防）の研究を進めている。さらに、地域医療支援にあたる医師を組織的に育成・循環する ToMMo クリニカ

ル・フェロー制度（循環型医師支援システム）を確立するとともに、ゲノム・メディカルリサーチコーディネ

ーターや遺伝カウンセラーなど次世代の地域保健・医療を牽引する人材、生命情報科学者、データマネージャ

ーなどの専門人材の育成に取り組んでいる。 

 2018 年度は、新たに東北大学病院からの検体入庫フローを確立し、これまでに構築してきた 15 万人規模の

健常人コホートと同等の高い品質で試料を保管・解析する体制を整備するとともに、疾患バイオバンク（クリ

ニカルバイオバンク）としての分析を開始した。具体的には、DNA サンプルのクリニカルシークエンス解析（エ

クソーム、トランスクリプトーム解析）のフローを確立し、ゲノム解析を基礎とした治療の最適化に向けた基

盤形成を行った。2018 年度は、合計で 1,613 件の検体（血液検体 1,026 件及び組織検体 587 件）の受け入れ

を行うとともに、基金等を活用して遺伝子解析を開始した。 

 2018 年 10 月には、京都大学 iPS 細胞研究所（CiRA）と共同で、東北メディカル・メガバンク計画のコホー

ト調査に参加した住民６名分の保存血液細胞から iPS 細胞を樹立することに成功した。なお、この成果は、東

北メディカル・メガバンク機構山本機構長と iPS 細胞研究所山中所長との共同でプレス発表（2019 年４月）

により広く周知された（新聞社６社、テレビ局３社ほか）。これにより、東北メディカル・メガバンク計画の

バイオバンクに登録されている遺伝情報や健康調査情報と iPS 細胞技術を組み合わせて、個人の特徴に合っ

た疾患治療法や予防法を組織的に開発するための基盤を確立した。 

 2019 年２月 25 日には、日本人３名に由来するゲノム配列を、複数の方法を組み合わせて世界で初めて精密

に決定し、日本人のゲノム解析を行うための「ひな型」となる「日本人基準ゲノム配列（JG１）」を作成・公

開し、プレス発表を行い、新聞社６社に取り上げられた。JG１は、日本人に対して、これまでの「国際基準ゲ

ノム」では実現できなかった高精度なゲノム解析を可能とし、我が国における希少疾患の遺伝要因の究明や

がんゲノム解析等の進展に大きく貢献することが期待できる。 
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 2018 年度は、宇宙航空研究開発機構（JAXA）との戦略的な連携強化を図った。2018 年４月には、JAXA との

共同研究のもと、国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」において、31 日間にわたりマウスを飼育し、

宇宙環境が哺乳類に与える影響を研究するミッションを実施した。具体的には、「遺伝子ノックアウトマウス

の長期宇宙滞在とそこからの全数生存帰還」と「軌道上でマウスの微量採血を実施し継続的な変化を記録し

たこと」の２つが世界初の成果として報道された。この結果をもとにして、2019 年２月８日には、健康長寿

社会の実現への貢献を目指した JAXA との連携協定を締結した。 

 東北メディカル・メガバンク機構が保有する全ゲノム解析のデータに基づいて開発してきた日本人に最適

化した簡易ゲノム解析ツール「ジャポニカアレイ®」について、2018 年度には、日本製薬工業協会等のニーズ

を聴取したうえで、新たに疾患関連遺伝子の情報を高精度かつ安価に取得することを可能とする「ジャポニ

カアレイ®ｖ３（疾患志向アレイ）」を新たに開発した。「ジャポニカアレイ®ｖ３」は、日本人の体質・疾患

の関連遺伝子を探索するための基盤解析ツールであり、我が国の個別化医療・個別化予防を実現するための

キーテクノロジーとなることが期待できる。一方、これまでに開発した「ジャポニカアレイ®ｖ１」を用いて

小児ステロイド感受性ネフローゼ症候群の解析を行い、小児の慢性腎疾患発症のリスク要因の遺伝子を同定

することに成功した（2018 年７月）。 

 ToMMo クリニカル・フェローについて、2018 年度は、計 19 名による６チームを構成して沿岸被災地域を中

心とする６医療機関へ若手医師を派遣した。これらの地域医療支援活動によって、効果的な病診連携による

包括的な地域医療体制の維持と、住民の健康・福祉の維持・向上に貢献した。 
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原子炉廃止措置基盤研究センター（CFReND） 

 安全･着実な廃炉を実現するためには、極めて広範囲の学術と技術の結集、今後の原子炉廃止措置を担う若

い技術者や研究者の育成が必要であり、全学的な取組が不可欠であることから、全学を横断した組織である

「原子炉廃止措置基盤研究センター（CFReND）」を 2016 年 12 月に設置した。 

 文部科学省委託事業「廃止措置研究・人材育成等強化プログラム」に採択された「原子炉廃止措置工学プロ

グラム（2014 年度～2018 年度）」について、2018 年度に受講した本学学生は 22 名であり、うち 10 名が国立

研究開発法人日本原子力研究開発機構、鹿島建設株式会社など廃炉に関係する機関を進路として選択した。

これまでの累計で、廃炉に関係する機関を進路に選んだ本学学生数は 43 名に達し、本プログラムは原子炉廃

止措置を担う技術者や研究者の育成に大きく貢献する結果となった。例えば、本プログラム修了生で東電へ

入社した学生は、即戦力として、現場で活躍しており、その活躍ぶりは東電広報誌、文藝春秋のコラムなどに

も掲載された。このように本学が育成した若い技術者・研究者は、東電をはじめとして、各方面から高い評価

を受けている。また、このような民間企業との交流を契機として、東京電力、中部電力、鹿島建設、電力中央

研究所、日立製作所などの民間企業との共同研究が進展している。なお、本委託事業は、2018 年度に終了し

たが、現在も総長裁量経費等を投入して継続している。 

 また、本学が発案した「次世代イニシアティブ廃炉技術カンファレンス（NDEC）」は、廃炉関連研究に取り

組む学生が互いに成果発表して議論する場として広く注目され、東北大学、東京工業大学、東京大学、福島大

学、福島高専、福井大学、地盤工学会等が主催する目玉事業となっている。2019 年３月 23 日には、福島県富

岡町で第４回カンファレンス（NDEC-４）が開催され、総勢 80 名の学生が参加した。 

 さらに、廃止措置研究・人材育成等強化プログラムを効果的に推進するための産学官セミナーを、2018 年

度は年４回開催し、Purdue 大学の Santiago Pujol 教授や、元米国原子力学会長 Gail H. Marcus 氏など海外

の有力な研究者を招へいした（出席者延べ 54 名、前年度比＋14 名増）。 
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◆社会との連携②～本格的産学共創改革 

取組３．産学連携機能の抜本的強化による東北大学発イノベーションの加速【５４】 

＜実績の総括＞ 

 2018 年度は、「産学連携機構の人員・体制の強化」、「アンダー・ワン・ルーフ型産学共創拠点の構築（後

述：P57）」、「オープンイノベーション戦略機構の創設（後述：P60）」など、骨太の改革を断行すること

によって、本学の産学連携機能を抜本的に強化した結果、民間企業との共同研究費受入額が 41.1 億円（前年

度 34.0 億円：21％増）と極めて大きく増加するとともに、2018 年度までの共同研究講座・共同研究部門の設

置数が 21 件（前年度 16 件：31％増）と増加した。さらに、組織対組織の大型共同研究を推進するために、

2018 年度には新たに株式会社フィリップス・ジャパン、JX 金属株式会社、東京海上日動火災保険株式会社の

３社と包括連携協定を締結した。 

 ベンチャー支援については、研究成果の事業化・実用化を支援する「東北大学ビジネス･インキュベ－ショ

ン･プログラム（BIP）」を実施しており、前年度からの継続６件に加え、2018 年度は新規に 12 件採択し、計

18 件支援した。この結果、2018 年度末現在、計 33 件の BIP 事業を支援しており、終了した 28 件の BIP 事業

のうち 11 件が東北大学発ベンチャーの設立に結実している（39％の起業率）。特に、情報科学研究科が実施

した BIP 事業「多種多様な対象物の把持を可能とするロボットハンドの新機構の開発と事業性検証」は、卓

越した災害対応技術であると同時に通常時の応用でも有用な革新的技術の開発事例として高く評価され、「第

８回ロボット大賞 文部科学大臣賞」を受賞した（2018 年 10 月）。さらに、工学研究科が実施した BIP 事業

「インフラ維持管理の本格化に向けた AI を活用した画像処理技術によるひび割れ検出システムの開発と実

用化」では、我が国にとって喫緊の課題であるインフラ老朽化対策として、情報のデータベース化・一元管

理で効率的かつ高度なメンテナンス対策に取り組んでいることが評価され、「第１回日本オープンイノベー

ション大賞 国土交通大臣賞」を受賞し（2019 年２月）、極めて高い評価を受けた。 

 

＜主な取組実績＞ 

産学連携機能強化 

 学内の多様な産学連携部門の役割分担の明確化、機能集約、組織再編成、学内連携機能の強化、人員増強

などを含め、本学の産学連携機能を抜本的に強化した。これまで知的財産部の業務の大部分を占めていた知

的財産管理・権利化業務の 30％を「株式会社東北テクノアーチ（承認 TLO）」に業務委託し、知的財産部は

知的財産戦略の立案や事業化支援業務に重点化した。さらに、産学連携活動に関する学内の情報共有を図る

とともに、産業界への企画提案機能を強化するため、2018 年１月に学内の主要研究拠点ごとに産学連携リエ

ゾンを 26 名配置し、部局を横断した全学的なリエゾンネットワークを構築した。2019 年２月には「産学連携

リエゾンネットワークミーティング」を開催し、特許庁講師による大学等の革新的な研究成果の権利取得・

活用支援事業の紹介、大学評価に係る知的財産・論文の指標に関する外部講師による講演を行い、今後の学

内情報共有の仕組みの構築と産学連携リエゾンの更なる資質向上を図った。 

 

 

【民間共同研究費収入】 

 目標値：2021 年度までに民間共同研究費収

入 50 億円以上 

 2016 年度：32.2 億円 → 2018 年度：41.1

億円 

（実績値） （目標値） 

2016 年度 2018 年度 2021 年度 

32.2  41.1  50  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2018 2021
実績値 32.2 41.1 50
目標値 32.2 39.4 50

30億円

35億円

40億円

45億円

50億円

55億円
民間共同研究費収入

実績値 目標値
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 また、組織対組織の大型共同研究を本部主導で企画・推進すべく、2018 年度には新たに株式会社フィリッ

プス・ジャパン、JX 金属株式会社、東京海上日動火災保険株式会社との包括連携協定を締結し、とりわけ JX

金属株式会社とは、共同研究講座の設置など大型の共同研究契約を締結した。2018 年度までの共同研究講座・

共同研究部門の設置数は 21 件（前年度 16 件：31％増）に増加しており、機能強化の成果が確実に現れてい

る。 

 

知的財産マネジメント 

 知的財産創出から技術移転・事業化に至る一気通貫の知的財産マネジメントを実現するため、2018年度よ

り、1,000万円以上の共同研究については、知的財産部も契約協議に関与し、さらに、ライセンス等の知財活

用に関する条項が協議対象となる場合には「株式会社東北テクノアーチ（承認TLO）」も契約協議に参加する

など契約雛型にこだわらない柔軟な契約交渉を可能とした。また、研究成果の知的財産化とその知的財産に

よる事業化を大規模に展開するため、特に知的財産専門家がいない研究室、研究拠点等を対象に、企業知的

財産部門経験者、特許庁審査経験者等の専門人材による「知財コンサルティング・サービス」を2018年度よ

り新規に実施した。2018年度は41件支援のうち７件が共同研究等の契約に繋がり、研究成果の戦略的知財化

と社会実装を積極的に支援した。 

 

ビジョン共創型パートナーシップ 

 大学と企業の経営層が主体となってビジョンを共有しつつ新たな社会価値の創造を狙う「ビジョン共創型

パートナーシップ」による大型の産学共創について、2018 年度は５社（日本電信電話（株）／東日本電信電

話（株）、JFE スチール（株）、住友金属鉱山（株）、アルプスアルパイン（株）、日本製鉄（株））と重点

的に実施した。本学と企業の経営層から構成される「連携協議会」を平均して年に２回それぞれ開催し、そ

れぞれ必要となる資源を投入して大型の共同研究を本格的に実施するためのビジョン共創を推進した。 
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国立大学出資事業 

 本学100％出資のベンチャーキャピタルである「東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社（THVP）」が運

営するTHVP-１号投資事業有限責任組合（ファンド）では、2018年度末現在、東北大学発ベンチャー18社に対

して総額37億８千万円の投資を実行している。 

 事業化意志を持つ研究者を対象に市場ニーズに対応した製品のプロトタイプづくりやニーズ調査等による

事業性検証を通じて、研究成果の事業化・実用化を支援する「東北大学ビジネス･インキュベ－ション･プロ

グラム（BIP）」では、新規に12件のプロジェクトを採択するとともに、前年度からの継続６件と合わせ、合

計18件への支援を実施した。この結果、2018年度末現在、合計33件のBIP事業を支援しており、終了した28件

のBIP事業のうち11件が東北大学発ベンチャーの設立に繋がっている（起業率39％）。 
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 なお、情報科学研究科が実施したBIP事業「多種多様な対象物の把持を可能とするロボットハンドの新機構

の開発と事業性検証」は、卓越した災害対応技術であると同時に通常時の応用でも有用な革新的技術の開発

事例として高く評価され、「第８回ロボット大賞 文部科学大臣賞」を受賞した（2018年10月）。 

 また、工学研究科が実施したBIP事業「インフラ維持管理の本格化に向けた AIを活用した画像処理技術に

よるひび割れ検出システムの開発と実用化」では、我が国にとって喫緊の課題であるインフラ老朽化対策と

して、情報のデータベース化・一元管理で効率的かつ高度なメンテナンス対策に取り組んでいることが評価

され、「第１回日本オープンイノベーション大賞 国土交通大臣賞」を受賞した（2019年２月）。 

 研究成果の事業化に向けて、投資・提携等のパートナー候補を求める研究者や更なる事業展開を目指す東

北大学発ベンチャーとベンチャーキャピタル、事業会社等を結び付けることを目的としたマッチングイベン

ト「BIP Meets BUSINESS」を独立行政法人中小企業基盤整備機構との共催により年２回開催した。2018年６

月は仙台、2019年２月は東京において開催し、資金調達、事業提携及び人材採用など、事業化支援ネットワ
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ークの形成を図った。 

 研究成果の事業化支援に係る企画立案及び管理運営を業務とする産学連携機構事業イノベーションセンタ

ーの副センター長に、ベンチャー企業社長経験者を2019年２月に採用し、豊富な専門的知識と実務経験に基

づいた事業化支援を実施できる体制の強化を図った。 

 

アントレプレナーシップの醸成 

 「東北大学に起業文化を作る！」をモットーに、民間ベンチャーキャピタル・アクセラレーターである「一

般社団法人 MAKOTO（仙台市）」と提携し、青葉山キャンパス内に設置した起業家育成拠点「東北大学スター

トアップガレージ（TUSG）」において、学生・教職員を対象とした個別起業相談、全 20 カリキュラムからな

る eラーニングプログラム「e 起業塾」の提供、セミナー・ピッチイベントの開催など、起業を志す者、起業

経験者、支援者及び投資家等が出会う場を形成し、ベンチャー・エコシステムの構築を図った。 

 TUSGでは、2018年度に、起業をテーマとする各種セミナーを７回実施し、学生・教職員延べ268人が参加し

た。特に｢海外起業｣、「宇宙ベンチャー」への関心が高く、アンケート結果によると、これまで研究職や既存

企業への就職というキャリアを描いていたが、新たに「起

業」が身近なキャリアの選択肢となったとのコメントがあ

り、起業文化の醸成に大きく貢献した。 

 TUSGでは、優れた起業家の発掘と育成を目的としたビジ

ネスプランコンテストを年２回開催した。2018年８月には

教員・社会人を対象として「東北大学Tech Open 2018」、

2019年２月には学部生・大学院生を対象として「東北大学

ビジネスプランコンテストvol.２」を開催した。なお、「東

北大学Tech Open 2018」では、優勝者に対して「Falling 

Walls財団（ドイツ・ベルリン）」主催の世界的ビジネスイ

ベントである「Falling Walls Venture 2018」への参加権

を贈呈し、海外展開に向けた活動支援を実施した。優勝し

た薬学研究科教員の研究成果を活用したベンチャーが

2018年８月に設立した。一方、「東北大学ビジネスプラン

コンテストvol.２」では、優勝者に対して起業準備のため

のスタートアップ関連イベントへの参加費用一式を贈呈するほか、民間企業等８社からの協賛を得て、協賛

各社賞を贈呈した。優勝した法学部4年の学生は、TUSGからの支援も受けて、2019年３月にIT・情報サービス

関連のベンチャーを設立し、代表取締役に就任している。TUSGは、2017年度の準備期間を経て、2018年度か

ら本格稼働フェーズに入っており、参画学生・若手研究者のアクティビティが顕著に高まっている。 
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 本学を主幹機関として、北海道大学、小樽商科大学、宮城大学、京都大学、神戸大学とコンソーシアムを

形成し、「文部科学省次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）」を実施した。EDGE-NEXT では、ベン

チャーキャピタリスト（実務家）が講師となり、実際の取引を通じた体験型講義（全学教育）を実施するほ

か、工学部の学生が企業現場の課題を観察し、工学知見の視点から財務諸表を解析するなど、大学発ベンチ

ャーの創業や既存企業での新事業創出に挑戦する人材を育成するための特徴的な教育を実施しており、2018

年度におけるアントレプレナー教育の受講者数は 532 人であり、前年度 370 人と比較して大幅に増加した。 

 

取組４．青葉山新キャンパスにおける産学共創と課題解決型研究の推進【３４】【２６】【２３】 

＜実績の総括＞ 

 複数の産学連携部門の役割分担の明確化、再編成含めた抜本的業務改革の推進、企画・マネジメント機能

の大幅な強化を図るため、これまで学内の複数キャンパスに分散していた多様な産学連携組織群を 2018 年

10 月に集約し、青葉山新キャンパスの地下鉄駅周辺に「アンダー・ワン・ルーフ型産学共創拠点」を構築し

た。さらに、2018 年９月に JX 金属株式会社から研究棟（10 億円）の寄附申し込みがあり、ベンチャー企業

を含む国内外の企業、研究機関などの産学官が結集するイノベーション施設である「革新材料創成センター

（仮称）」として、先述の「アンダー・ワン・ルーフ型産学共創拠点」への設置を決定した（2020 年７月竣

工予定）。 

 また、「官民地域パートナーシップによる次世代放射光施設の推進」に向け、文部科学省による官民地域パ

ートナーの公募に対し、光科学イノベーションセンター、宮城県、仙台市、東北経済連合会、本学の５者が共

同で応募していた東北地区の提案が、2018 年７月に選定された。これにより、81 万㎡と広大な土地を有する

青葉山新キャンパスに次世代放射光施設造成工事を 2019 年３月から着手し、リサーチコンプレックス形成に

向けて着実に進展した。 

 

＜主な取組実績＞ 

国立大学最大規模の「アンダー・ワン・ルーフ型産学共創拠点」 

 複数の産学連携部門の役割分担の明確化、再編成含めた抜本的業務改革の推進、企画・マネジメント機能の

大幅な強化を図るため、これまで学内の複数キャンパスに分散していた多様な産学連携組織群（「産学連携機

構」、「未来科学技術共同研究センター（NICHe）」、「株式会社東北テクノアーチ（承認 TLO）」、「東北

大学ベンチャーパートナーズ株式会社（認定 VC）」）を 2018 年 10 月に集約し、青葉山新キャンパスの地下

鉄駅周辺に「アンダー・ワン・ルーフ型産学共創拠点」を構築した。さらに、産学経営層同士の戦略的対話の

成果として 2018 年９月に JX 金属株式会社から研究棟（10 億円）の寄附申し込みがあり、ベンチャー企業を

含む国内外の企業、研究機関などの産学官が結集するイノベーション施設である「革新材料創成センター（仮

称）」として、先述の「アンダー・ワン・ルーフ型産学共創拠点」への設置を決定した（2020 年７月竣工予

定）。2018 年度にベンチャー支援をはじめとしたあらゆる産学連携機能を強化したことにより、本学に所在

するインキュベーション施設は 2019 年３月時点でほぼ満室であり、「革新材料創成センター（仮称）」の設
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置によって更なるイノベーションの加速が期待される。 

 

青葉山新キャンパスのフィールド活用（次世代放射光施設の推進等） 

 青葉山新キャンパスには、世界的に著名な大型産学連携オープンイノベーション拠点である「国際集積エ

レクトロニクス研究開発センター（CIES）」があり、同センターは、本学のコア技術と産学連携実績を求心力

として、材料・装置・デバイス・回路・システムなど多様な国内外の企業と連携し、革新的省エネルギー集積

エレクトロニクス技術を創出するために共同研究開発を展開している。2018 年度は、スピントロニクス集積

回路技術の応用として、高性能かつ超低消費電力な不揮発マイコン（マイクロコントローラユニット）を世界

で初めて実証した。これにより、室内光などをエネルギー源とする環境発電等が実現可能となることから、

Society5.0 への大きな貢献が期待される。この成果は、本学が有する集積プロセス技術を高度に統合するこ

とにより実現されたものであり、最先端技術に関する世界最高峰の国際会議 ISSCC2019（2019 年２月 17～21
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日）のハイライト論文として発表されるとともに、日本経済新聞（2019 年２月 19 日）、ScienceDaily をは

じめとする国内外のメディア 36 件（2019 年３月 15 日時点）で紹介されるなど、大きな注目を集めた。 

 また、官民地域パートナーシップによる次世代放射光施設の推進に向け、文部科学省による官民地域パー

トナーの公募に対し、光科学イノベーションセンター、宮城県、仙台市、東北経済連合会、本学の５者が共同

で応募していた東北地区の提案が、2018 年７月に選定された。これにより、81 万㎡と広大な土地を有する青

葉山新キャンパスに次世代放射光施設造成工事を 2019 年３月から着手し、すでに造成が完了している総面積

約４万㎡のサイエンスパークゾーンと一体となるリサーチコンプレックスの形成に向けて着実に進展した。

さらに、本学では、「次世代放射光施設利用推進委員会」を設置し、国内外の関係機関との連絡調整、学内検

討体制を構築するとともに、同年 12 月には、次世代放射光施設構想を進めてきた東北国立７大学の協力のも

と、第１回次世代放射光学術シンポジウムを開催した。シンポジウムには、学術機関及び産業界など計 170 名

を超える参加者があり、「次世代放射光施設」の計画概要を紹介するとともに、次世代放射光施設の学術活用

の将来像と、それによってもたらされる学術創成、分野融合、産学連携における革新について議論を深めた。 
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取組５．急成長するライフサイエンス分野における産学共創の戦略的推進【２４】【５３】 

＜実績の総括＞＜個別の実績＞ 

急成長するライフサイエンス分野における産学共創の戦略的推進 

 製薬企業等との大型プロジェクトや新規事業開拓を目指すため、産学オープンイノベーションに基づく医

薬品研究開発拠点として 2018 年７月に「東北大学メディシナルハブ」を構築し、医療ソリューション研究に

関する提携協定を５社と締結した。このメディシナルハブの構築が文部科学省補助事業「オープンイノベー

ション機構整備事業」への採択への呼び水となり、2018 年 12 月に「オープンイノベーション戦略機構」を設

置した。本機構は総長直下に設置し、全学的な決定権を有するプロボストを機構長に配置することにより、

機動的なトップセールスを実現するとともに、大手製薬企業研究担当役員をはじめ民間企業出身のイノベー

ションマネジメントのプロフェッショナル人材をマネジメント部門に採用することで、自立的・一体的で迅

速な意思決定による経営と先駆的な取り組みが可能な体制を確立した。この産学連携企画・マネジメント組
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織は、2023 年度までに 10 億円以上の共同研究収入を獲得のうえ自立化し、イノベーションによる社会変革を

先導することを目的にしており、2018 年度は、新規で 19 件の共同研究等を実施し、約 1.3 億円の共同研究費

を獲得した。また、2018 年 12 月に東北のみならず東京から営業活動を展開すべく、国内外の産業界とアカデ

ミアとのオープンイノベーションの加速をコンセプトにしたイノベーション拠点である東京ライフサイエン

スビルディング２にオフィスを設置した。その活動の一環として、業界団体である一般社団法人ライフサイ

エンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン（Link-J）との協同セミナー「ネットワーキング・ナイト」

とオープンイノベーションセミナーを東京でそれぞれ２回ずつ開催した。そのうちアンケートを集計した「ネ

ットワーキング・ナイト」では、参加者の 97％から良かった以上の評価を得た。 
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【関連する中期計画・年度計画】 

中期計画 年度計画 進捗状況 

【２３】 

□ 産学が開かれた知の共同体を形成し、ナノテクノロジー・材料、ライ

フサイエンス、情報通信、環境、エネルギー、ものづくり、社会基盤等に

関する世界最高水準の独創的着想に基づく研究を推進するため、企業等と

の共同研究数を対平成 27 年度比で 20 パーセント以上増加させるととも

に、共同研究講座・共同研究部門を２倍に増加させ、イノベーション創出

プログラム（COI STREAM）拠点及び国際集積エレクトロニクス研究開発セ

ンターに代表される大型産学連携研究を拡充する。 

【２３】 

□ 産学が開かれた知の共同体を形成し、世界最高水準の独創的着想に基

づく研究を推進するため、産学連携研究を支援・推進する施策の点検・改

善を継続して適時に実行し、企業等との共同研究数を対平成 27 年度比で

12 パーセント増加させるとともに、共同研究講座・共同研究部門を対平成

27 年度比で 60 パーセント増加させることを目指し、大型産学連携研究を

推進する。 

Ⅲ 

【２４】 

□ 生命科学・医工学分野の基礎研究成果の実用化を促進するため、メデ

ィカルサイエンス実用化推進委員会等が中心となって全学の研究シーズ

登録数を第３期中期目標期間中に 250 件以上に増加させるとともに、トラ

ンスレーショナルリサーチ（基礎から臨床への橋渡し研究）を推進し、大

学発の革新的な医薬品及び医療機器の開発シーズの実用化を進展させる。 

【２４】 

□ メディカルサイエンス実用化推進委員会等が中心となって、日本医療

研究開発機構（AMED）事業における革新的医療技術創出拠点プロジェクト

による開発シーズ登録数を対平成 29 年度比で 10 件以上増加、薬事承認申

請を１件以上を目指すとともに、トランスレーショナルリサーチの推進を

担う人材育成の充実を継続して進める。 

Ⅲ 

【２５】 
□ 社会にインパクトある研究を推進するため、細分化された知を俯瞰

的・総合的に捉える場を形成し、本学が強みを有する研究・技術要素の一

層の強化及びその統合・システム化などの取組を進め、新規研究領域を継

続的に開拓して、新興・融合分野研究への挑戦を重点的に支援する。 

【２５】 
□ 社会にインパクトある研究を推進するため、その全体理念を共有した

「社会にインパクトある研究拠点」におけるプロジェクト活動の順次展開

を開始し、課題の多い東北地方から日本の未来を創造することを想定し

て、国内外の学術機関・自治体・産業界等との連携とプロジェクトの自立

化を目指すものとする。あわせて、新規研究領域を継続的に開拓するため、

高等研究機構において世界トップレベル研究拠点の推進、新たな WPI 型研

究組織の形成に向けた研究領域の開拓、新領域創成部における戦略的に重

要な異分野の研究者の配置のほか、研究専念環境と処遇のインセンティブ

の付与などを継続して行う。 

Ⅳ 

【２６】 

□ 戦略的視点から革新的かつ創造的な研究プロジェクト等を企画・推進

するため、リサーチアドミニストレーター（URA）機能の強化など全学的視

点から研究推進体制の充実を進めるほか、国際リニアコライダー（ILC）、

中型高輝度放射光施設などイノベーションの基盤となる最先端の研究施

設の東北地方への誘致活動について寄与する。 

【２６】 

□ リサーチアドミニストレーター（URA）の全学的連携の強化を図り、研

究組織をミッション別に三階層化した研究イノベーションシステムの構

築を目指す戦略的視点から部局の研究活動状況の把握・分析を継続して進

めるとともに、国際リニアコライダー（ILC）や中型高輝度放射光研究施設

の東北地方への誘致活動について継続して寄与する。 

Ⅳ 

【３４】 

□ 大学の研究成果を企業等と連携したイノベーション創出につなげる

ため、世界標準の産学連携マネジメントを推進する産学連携機構の整備・

充実を進めるとともに、組織的産学連携を促進するプレマッチングファン

【３４】 

□ 産学連携機構の部門別機能の点検・強化、プレマッチングファンド制

度の効果の検証とそれに基づく組織的連携先の拡充、アンダー・ワン・ル

ーフ型産学連携拠点の構築に向けた産学連携組織群を集約する施設の整

Ⅳ 
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ド制度の拡充、青葉山新キャンパスの環境を活用して産学連携組織群を集

約するアンダー・ワン・ルーフ型産学連携拠点の構築、「産学連携特区(仮

称）」制度の構築、「共同研究講座・共同研究部門」の対平成 27 年度比で

２倍増、人文社会科学分野の積極的な参画による産学連携に関する政策提

言機能の整備、産学連携マネジメントを担う高度人材の実践的な育成プロ

グラムの構築等を通じて、産学間のパートナーシップを進める。【◆】 

備、「産学連携特区（仮称）」の制度化の検討、リサーチアドミニストレ

ーター（URA）等との連携により産学連携マネジメントを担う高度人材の育

成を進めるほか、「共同研究講座・共同研究部門」を対平成 27 年度比で 60

パーセント増加させることを目指すものとする。 

【３７】 

□ 東日本大震災からの復興・新生に資する成果を創出するため、災害復

興新生研究機構と部局等との協働の下で、被災地域の課題を踏まえ、地域

の特色や資源を活用した研究・人材育成・新産業創出等の取組を継続的に

推進し、それらの活動を国内外に発信する。 

【３７】 

□ 災害復興新生研究機構と部局等との協働の下で、災害復興新生研究機

構によるコミットメント型プロジェクト（８重点プロジェクト）及び構成

員提案型プロジェクト（復興アクション 100＋）のフォローアップ等の進

捗管理を行い、その成果をシンポジウム、ウェブサイト、刊行物等により

国内外に発信するとともに、取組の評価及び点検を行い、必要に応じて見

直し・改善を進める。 
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【３８】 

□ 福島第一原子力発電所の事故により復興に長期を要する被災地域の

再生のため、廃炉・ 環境回復の分野をはじめとするこれまでの取組等を活

用する。 

【３８】 

□ 原子炉の安全かつ着実な廃止措置に資する基盤技術の研究開発を推

進し、原子炉廃止措置工学フプログラムを通じて修了生を継続的に輩出す

ることで廃炉を安全かつ着実に遂行する中核人材を育成するとともに、地

域中小企業の若手経営者を育成する福島県内のサテライト校「地域イノベ

ーションプロデューサー塾」及び「地域イノベーションアドバイザー塾」

において、人材育成支援と新事業開発支援を進めるほか、東北復興農学セ

ンター葛尾村分室を拠点に、IT 農業の普及を通じて葛尾村をはじめとす

る福島県の農業分野における復興を継続的に支援する。 
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【３９】 
□ 東日本大震災で得られた教訓・知見や世界に先駆けて開拓する災害科

学の新たな知を世界各国の課題解決に資するため、これまで築いてきた国

内外の連携ネットワークを活用し、新たな防災・減災技術の開発、震災ア

ーカイブ・災害統計データの集積・提供、バイオバンク固有の問題解決と

メディカル・メガバンク先進モデルの提供、海洋生物資源の保全・活用な

どの科学的知見による開かれた貢献活動を展開する。【◆】 

【３９】 
□ 科学的知見に基づく国際貢献活動の展開として、災害統計グローバル

センターにおいては、各国の防災政策立案への利活用に向けて集積した災

害統計データの分析を開始し、東北メディカル・メガバンク機構において

は、構築した 15 万人規模のバイオバンクのデータシェアリング等を促進

して全ゲノムリファレンスパネルの高精度化を基に疾患との大規模関連

解析の取組を着実に進め、東北マリンサイエンス拠点形成事業（TEAMS）に

おいては、これまでの漁場環境モニタリング調査と漁業復興支援活動を継

続実施してその成果を国内外に発信する。 
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【５３】 
□ 先進医療及び臨床試験の実施により新たな医療を提供するとともに

他機関等との連携による医薬品・医療機器開発を促進するため、臨床研究

推進センターの体制強化を図り、第３期中期目標期間中に 10 件以上を目

標とする研究成果の実用化の支援を展開する。 

【５３】 
□ 新たな医療の提供として、がんや難病の個別化医療実現に向けて、個

別化医療センターの取組を推進する。あわせて、臨床研究推進センターの

体制について点検を行い、必要に応じて強化するとともに、日本医療研究

開発機構（AMED）事業における革新的医療技術創出拠点プロジェクトによ

る医薬品・医療機器開発に基づく成果の実用化に向けた段階的なフェーズ

管理を着実に実施するため、基礎研究から臨床応用を目指した開発シーズ

の棚卸しを継続して行う。 

Ⅲ 
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【５４】 
□ 認定特定研究成果活用支援事業者の株主としてのプログラムのパフ

ォーマンスを図るため、出資事業推進委員会におけるモニタリングなどガ

バナンスの確保を図る取組を実施する。大学における技術に関する研究成

果を事業化させるため、事業イノベーション本部を中心に 24 件程度の事

業化支援を行い、認定特定研究成果活用支援事業者等の投資の対象候補と

して６件程度の育成を図る等の取組を実施する。大学における教育研究活

動の活性化及びイノベーションエコシステムを構築するため、認定特定研

究成果活用支援事業者等と連携し、ベンチャー育成・活用人材リソースネ

ットワークの形成、20 名程度の大学高度人材への実践的インターン制度の

構築等の取組を実施する。地域における経済活性化に貢献するため、認定

特定研究成果活用支援事業者、地方公共団体、地方経済界等と連携し、大

学発ベンチャーの立地等の支援ネットワークの形成等の取組を実施する。 

【５４】 
□ 出資事業推進委員会を半期に一度開催し、モニタリングなど内部統制

マネジメントを実行する。産学連携機構（事業イノベーションセンター）

を中心に事業推進型共同研究、小規模育成支援制度等を活用し、６件程度

の事業化支援を行い、認定特定研究成果活用支援事業者等の投資の対象候

補として１件程度の育成を図る等の取組を実施する。認定特定研究成果活

用支援事業者等と連携し、ベンチャー育成・活用人材リソースネットワー

クの形成及び大学高度人材への実践的インターン制度の運用を開始する。

認定特定研究成果活用支援事業者、地方公共団体、地方経済界等と連携し、

大学発ベンチャーの立地等の支援ネットワークの形成構想の検討を継続

して進める。 
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（５）ガバナンスの強化  

 

取組の実施状況及び成果 （取組の進捗を示す参考指標等） 

取組１．東北大学版プロボストの創設【５５】 

＜実績の総括＞＜主な取組実績＞ 

 本学指定国立大学法人構想においては、教学（教育研究）面の総長の代理として、執行部と部局の意思疎

通と調整に基づく全学的な意思決定権限を持つ「東北大学版プロボスト」の新設およびその活動を支える組

織（プロボスト室）・専属スタッフ（プロボスト補佐等）の確保による質の高い支援体制を整備するととも

に、総長のリーダーシップのもとで、全学的な教学における重点施策や戦略的な教員人事に関する一定の予

算配分権及び執行権をプロボストに委譲することとしている。 

 このうち、「東北大学版プロボスト」の設置等については、本学の教育研究、組織運営等に係る企画戦略

を総括するとともに、総長、理事、副学長又は部局間の連携等を担う役割として、2018年４月１日付けでプ

ロボストを新設した。また、その活動を支える組織として「総長・プロボスト室」を次世代を担う若手構成

員を中心として49名体制（室長１名、副室長２名、室員46名）により同４月１日付け整備した。また、2018

年７月には、プロボストと協同して理事、副学長等又は部局間の連携等を担う役割として事務機構長を新設、

さらに、同８月には改革・企画担当副学長を新設するなど、質の高い支援体制の構築を着実に実施した。 

 また、プロボストは、国立大学最大規模（約70億円）である総長裁量経費に係る採択の総括をするととも

に、世界トップレベル研究拠点の形成に対する予算配分等を行うなど、重点施策を加速的に推進する役割を

果たしている。 
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取組２．ガバナンスとマネジメントが一体となって機能するインフラ整備【６３】【６５】【６９】 

＜実績の総括＞＜主な取組実績＞ 

 本学指定国立大学法人構想においては、ガバナンス機能を支えるインフラとして、理事の責任のもとでミ

ッション・機能ごとに既存組織をグループ化する「全学機構改革」を行い（40組織を９機構に再編・統合）、

指定国立大学法人としてのビジョンを大学経営に迅速に反映可能な体制を構築する。 

 また、マネジメント機能を支えるインフラとして、総長の改革方針に基づく組織評価と資源配分の徹底、

IR業務の漸次拡大、財務シミュレーションのシステム化、エビデンスに基づく戦略的人事制度等を整備する

こととしている。 

 このうち、ガバナンス機能を支えるインフラについては、全学機構改革として再編・統合（2017年４月）

した９機構について各理事の責任体制の下、着実にミッションを果たすとともに、本学の経営状況等につい

て、総長、理事等が共通認識し、将来計画等を議論する場として「カフェミーティング」を毎月３回程度開

催するなど、迅速な意思疎通体制を構築した。 



＜指定国立大学法人東北大学＞ 

 
 

- 67 -

 マネジメント機能を支えるインフラについては、大学を取り巻く主な評価

を踏まえ、2018年度から、中期計画等と連動する数値目標を設定するなど、効

率的かつ効果的な組織評価（部局評価）制度へと見直しを図るとともに、IR機

能の強化・見える化として「IRデータ集」を作成のうえ、学内周知することで

全学的な経営戦略策定機能の強化を図っている。 

 また、総長・プロボスト室メンバーを中心として、４つのビジョン（教育・

研究・社会との連携・経営革新）と、これらを実現するための19の重点戦略を

盛り込んだ「東北大学ビジョン2030」を策定し、2018年11月、公表に至った。 

 それに加え、2019年２月、本学が直面する課題解決を目的として、８つの大

学改革ワーキンググループを設置し、総長・プロボスト室を中心とする関係者

による抜本的解決策の検討を進めている。 

 

取組３．ガバナンスの健全性・透明性を担保する評価と情報公開【５５】【６

２】【７０】 

＜実績の総括＞ 

 本学指定国立大学法人構想においては、大学の諸活動に対する内部質保証システムとして、全学的な自己

点検・評価体制の点検・強化、部局における自己点検・評価体制の点検・強化、教員個人による活動の自己

点検システムの整備及び大学評価室（評価分析室）による内部質保証支援活動を進めることとしている。 

 また、外部質保証として、認証評価に加え、国際アドバイザリーボードによる意見・評価、我が国で初め

て受審実績のある欧州大学協会（EUA）による外部評価など世界的視点からの評価を活用する。国民に支えら

れる指定国立大学として、経営・教学・学生に関する情報開示・提供を徹底することとしている。 

 このうち、内部質保証システムとしては、既存の大学評価室（評価分析室）のほかに 2019 年２月、評価の

体制強化ワーキンググループを新たに設置し体制の強化を図っている。また、2018 年 11 月には、総長を最

高管理責任者とする内部統制委員会を設置、学内における日常的モニタリングによる相互牽制を行うこと

で、本学の諸活動に対する内部質保証システムの充実を図っている。 

 経営・教学・学生に関する情報開示・提供を徹底については、2018 年 11 月、本学が、指定国立大学法人

として、その先導的役割にふさわしい経営革新を通して、新たな大学の姿を目指すことを目的として、教育・

研究・社会との連携・経営革新の４つのビジョンを掲げた「東北大学ビジョン 2030」を策定し、公表に至る

など、積極的な情報開示・提供を実践している。 

 

＜主な取組実績＞ 

大学の諸活動に対する内部質保証システム 

 全学的な自己点検・評価体制の点検・強化として、既存の大学評価室（評価分析室）のほかに 2019 年２

月、評価の体制強化ワーキンググループを新たに設置、学内外のあらゆる評価に対して、効果的・効率的な

対応が可能となるよう体制強化を図った。また、2018 年 11 月には、業務の有効性及び効率性の向上、法令

等の遵守の促進等を確保することを目的に内部統制規程を制定するとともに、総長を最高管理責任者とする

内部統制委員会を設置、学内における日常的モニタリングによる相互牽制を行うことで、本学の諸活動に対

する内部質保証システムの充実を図っている。 
 



＜指定国立大学法人東北大学＞ 

 
 

- 68 -

経営・教学・学生に関する情報開示・提供 

 2018 年 11 月、本学が指定国立大学法人として、その先導的役割にふさわし

い経営革新を通し、新たな大学の姿を目指すことを目的として、教育・研究・

社会との連携・経営革新の４つのビジョンを掲げた「東北大学ビジョン 2030」

を策定し、公表した。また、2019 年２〜３月には、卒業・修了生約 4,700 名

を対象とした「東北大学の教育と学修成果に関する調査」を実施しており、本

学での学修経験とその成果について、把握・検証するなど、PDCA サイクルを

適切に機能させ、教育研究活動の質を向上に役立てている。 

 さらに、2018 年９月には、本学における財務状況等を国民目線に立って誰

もが理解できるように工夫した「東北大学財務レポート」を公表した。 
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【関連する中期計画・年度計画】 

中期計画 年度計画 進捗状況 

【５５】 
□ 大学が戦略をもって活動展開するため、本学構成員、経営協議会の学

外委員、国際アドバイザリーボードなどの様々な意見を収集・分析し、総

長のリーダーシップの下で、教学マネジメントを統括して迅速な意思決定

と執行権を行使できるシステムの整備など体制の強化を図り、大学経営に

おける役割・機能の分担の明確化・最適化を行う。【◆】 

【５５】 
□ 大学が戦略をもって活動展開するため、本学構成員、経営協議会の学

外委員、国際アドバイザリーボードなどの様々な意見を収集・分析してそ

れらを戦略策定に活用するとともに、大学経営力強化の基盤として、ガバ

ナンスとマネジメントが一体となって有効に機能するインフラ整備や総

長と理事等の権限と責務に基づく適切な役割分担によるガバナンスの強

化を継続して進める。 
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【６２】 

□ 総長のリーダーシップの下、第２期中期目標期間中に実施した部局評

価に基づく傾斜配分の実績等を踏まえ、世界三十傑大学への飛躍を目指し

て、ミッションの再定義等を踏まえた本学の強み・特色を活かした重点施

策に総長裁量経費の重点投資を行うとともに、部局評価等と連動した資源

配分を実施する。【◆】 
 

【６２】 

□ 総長のリーダーシップの下、総長の提示する方針と部局のベクトルを

合わせる機能を十全に確保できるよう、本学 IR 機能等による学内の現状

分析と連動させながら、総長裁量経費（運営費交付金の「学長裁量経費」

の一部を含む）については、ミッションの再定義等を踏まえた本学の強み・

特色を活かした取組を推進する採択基準を点検し必要に応じて見直しを

行った上でその重点投資を行うとともに、本学で研究科長等裁量経費とし

て積算する財源の一部及び「学長裁量経費」については、総長の提示する

方針に基づいて点検した評価指標を提示して実施する部局評価の結果を

反映させてその配分を実施する。 

Ⅲ 

【６３】 
□ 大学の機能強化を図るため、大学をめぐる環境を踏まえた教育研究組

織の点検を不断に行うことができる体制を整備し、その点検の結果に基づ

き、必要に応じて、組織・入学定員の見直しなど、柔軟かつ機動的な組織

改革を実行する。法科大学院については、「公的支援の見直しの強化策」

を踏まえ、東北地方における法曹養成機能、司法試験の合格状況、入学者

選抜状況等を考慮の上、質の高い教育提供とともに入学定員規模の点検等

を行う。 

【６３】 
□ 大学 IR 室において、関係組織などの協力により、大学経営の推進に

資するデータの収集及び分析を継続して行うとともに、平成 29 年度に設

置した教育改革推進会議及び部会において教育組織改革に向けた点検を

進める。あわせて、法科大学院において、検定料免除及び奨学金給付の制

度を継続して行うとともに、「公的支援見直し強化・加算プログラム」に

基づく評価結果を踏まえ、教育の質の向上を図るための様々な取組につい

て検討を進め、必要に応じた見直しを行う。 

Ⅲ 

【６５】 

□ 外部研究資金の拡充を図るため、リサーチアドミ二ストレーター

（URA）機能、大学 IR 機能等を活用しながら情報の把握・分析・学内への

提供を行うなど外部資金獲得の支援体制を強化する。 

【６５】 

□ 外部研究資金の拡充を図るため、大学 IR 室及びリサーチアドミニス

トレーター（URA）等との連携により多様な情報の効果的な把握・分析を継

続して行うとともに、若手研究者の大型研究費獲得に向けた取組を進める

など、重点的に支援すべき事項等を検討し、各種支援の実施内容に反映さ

せるほか、産学連携機構の情報集約機能を強化し、学内への提供と学外へ

の発信を継続して行う。 

 

Ⅲ 
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【６９】 

□ グローバルな視点で教育研究の質の向上、大学経営の改善等を図るた

め、適正な評価体制の下で、全学及び部局に係る自己点検・評価にあって

は毎年度実施し、教員個人に係る評価にあっては部局で定期的に実施する

とともに、全学に係る機関別認証評価及び部局に係る外部評価を受審し、

大学 IR 機能を活用して評価結果の検証及びフィードバック等を継続的に

実施する。 

【６９】 

□ グローバルな視点で教育研究の質の向上、大学経営の改善等を図るた

め、全学で実施する部局に係る自己点検・評価にあっては、国際的通用性

等を検証する観点から評価指標を点検・改定の上、評価を実施し、結果に

ついては大学 IR 室及びその他関連組織と情報共有を行いつつ当該部局

に適切にフィードバックし、部局運営の改善等を促し、教育研究の質の向

上及び大学経営の改善等に活用する。教員個人に係る評価にあっては全学

的な基本方針の見直しの検討を進める。各種評価結果の検証にあっては、

大学 IR 機能との連携を進めながらそれを実行して教育研究の質の向上

及び大学経営の改善に活用する。 
 

Ⅲ 

【７０】 
□ 社会への説明責任を果たすため、大学ポートレート、ウェブページ等

を活用して大学の基本情報や研究・教育成果等の情報公開を促進するとと

もに、大学の認知度・社会的評価の向上を図るため、ウェブページ、広報

誌、シンポジウム等の催事、ソーシャルメディア等の手段を駆使して「顔

が見える大学」としての情報発信を実現する。 

【７０】 
□ 大学ポートレート、ウェブページ、グッズ等を活用した情報公開・提

供を促進するとともに、国内外から「顔が見える大学」としてブランド力

の向上に必要な情報を発信するコンテンツと対象に応じた適切な手段を

組み合わせて国内外に向けて継続して発信し、特に記者懇談会等を開催す

ることにより、首都圏や全国に向けた情報発信に注力してそれを展開す

る。 

Ⅲ 
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（６）財務基盤の強化  

 

取組の実施状況及び成果 （取組の進捗を示す参考指標等） 

取組１．戦略的な産学連携経費の創出【３４】 

＜実績の総括＞ 

 全ての共同研究契約を対象とした間接経費を直接経費の 10％以上から 20％以上への引き上げについて、

2019 年１月の学内諸会議に附議し、2019 年４月からの導入に向けて企業等への周知を実施した。また、共

同研究契約において、アワーレート方式により教員人件費を積算することも可能とした。さらに、本学の知

財ライセンス、施設・設備使用料、学術指導料等の対価として、現金に代えて株式及び新株予約権を取得可

能とする規程を 2019 年３月に整備し、戦略的な産学連携経費を創出する仕組みづくりを行った。 

 また、産業界の投資を呼び込む産学連携体制を構築するため、民間出身のイノベーションマネジメントの

プロフェッショナル人材にて構成される産学連携企画・マネジメント全学組織「オープンイノベーション戦

略機構」を 2018 年 12 月に設置し、オープンイノベーション戦略機構指定プロジェクトの共同研究契約の間

接経費は直接経費の 30％以上とした。 

 

＜主な取組実績＞ 

産業界の投資を呼び込む産学連携体制の構築（オープンイノベーション戦略機構の創設） 

 産業界の投資を呼び込む産学連携体制を構築するため、民間出身のイノベーションマネジメントのプロフ

ェッショナル人材にて構成される産学連携企画・マネジメント全学組織「オープンイノベーション戦略機構」

を 2018 年 12 月に設置した。従来の産学連携機構と協働して、企業の製品化戦略に深く関わる事業化フェー

ズのプロジェクトを企画・推進するとともに、大学をプラットフォームとした複数企業エコシステム型連携

（B-U-B 連携）を通して大型のプロジェクトを企画・推進する体制を整備した。 

 

間接経費の増額と適切な資金循環 

 全ての共同研究契約を対象とした間接経費を直接経費の 10％以上から 20％以上への引き上げについて、

2019 年１月の学内諸会議に附議し、2019 年４月からの導入に向けて企業等への周知を実施した。また、共

同研究契約において、アワーレート方式により教員人件費を積算することも可能とした。2018 年 12 月に設

置された産学連携企画・マネジメント全学組織「オープンイノベーション戦略機構」では、指定プロジェク

ト制度を構築し、間接経費は直接経費の 30％以上としている。さらに、本学の知財ライセンス、施設・設備

使用料、学術指導料等の対価として、現金に代えて株式及び新株予約権を取得可能とする規程を 2019 年３

月に整備し、戦略的な産学連携経費を創出する仕組みづくりを行った。 

 

知財マネジメントによる実施許諾収入等の拡大 

 知的財産を効果的に取得・活用していくための知的財産創出から技術移転・事業化までを含む一気通貫の

知的財産マネジメントを実現する学内体制を構築するため、2018 年度は、これまで知的財産部の業務の大部

分を占めていた知財管理・権利化業務の 30％を株式会社東北テクノアーチ（TLO）に業務委託し、知的財産

部はより知財戦略立案業務や事業化支援業務に重点化した。 

 

 

 

 

 

【民間共同研究費収入】 

 目標値：2021 年度までに民間共同研究費収

入 50 億円以上 

 2016 年度：32.2 億円 → 2018 年度：41.1

億円 

（実績値） （目標値） 

2016 年度 2018 年度 2021 年度 

32.2  41.1  50  

 

 
 

 

 

 

2016 2018 2021
実績値 32.2 41.1 50
目標値 32.2 39.4 50

30億円

35億円

40億円

45億円

50億円

55億円
民間共同研究費収入

実績値 目標値
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取組２．東北大学基金の拡充【６６】 

＜実績の総括＞ 

 東北大学基金の拡充に向けて、理事の新設やファンドレイジングオフィスの設置することで、体制の強化

を図るとともに、新たな特定基金を６つ設置し、合計 20 種類の多様な基金メニューを準備した。本学卒業

生を対象としたホームカミングデーと連携のもと、「相続・遺言セミナー」を 2018 年９月に開催し、遺言書

の作成や家族信託をテーマとした本学教員による講演の他、専門家による個別相談ブースを設け相続・遺贈

に関する相談を受けるとともに、遺贈に関する広報に努めた。 

 また、国立大学法人法改正による寄附金等余裕金の資金運用の緩和を活用し、これまでの国債・定期預金

等に加え、新たに外貨建債券を取り入れることを決定した。 

 

＜主な取組実績＞ 

東北大学基金拡充に向けた体制等の強化 

 東北大学基金の拡充に向けて、2018 年４月、社会連携担当理事を新設するとともに、2018 年７月には、フ

ァンドレイジングオフィスである「社会連携推進室」を設置し、体制の強化を図った。また、植物園未来基

金など、寄附者の意向をより大学運営に反映できる新たな特定基金を６つ設置し、合計 20 種類の多様な基

金メニューを準備した。 

 また、本学卒業生を対象としたホームカミングデーと連携し、遺贈寄附サポートセンターの主催により「第

２回相続・遺言セミナー」を 2018 年９月に開催した。遺言書の作成や家族信託をテーマとした本学教員に

よる講演の他、専門家による個別相談ブースを設け相続・遺贈に関する相談を受けるとともに、遺言書作成

の手助けとなる本学オリジナルメモリアルノート「つなぐ手帳」を作成・配布し遺贈に関する広報に努めた。 

 さらに、東北大学基金の認知向上の施策、気軽に寄附ができる取組として、多くの卒業生の記憶に残る「貧

食」の愛称で親しまれた川内第二食堂の「普通カレー（貧食カレー）」をレトルトカレーとして復刻し、2018

年９月より販売を開始した。この結果、2018 年度は、14,795 個を販売し、売上の７％相当である 358,423 円

が東北大学基金へ寄附されている。 

 

寄附金収入を３倍規模に拡充するための方策 

 寄附金収入を３倍規模に拡充するための方策として、海外からの寄附を獲得するため新たに主要５通貨

（US ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、スイスフラン）の外貨預金口座を開設し、2018 年度において、約

6,600 千円の寄附受入が実現した。 

 また、国立大学法人法改正により寄附金等余裕金の資金運用が緩和されたことに伴い、必要となる資金運

用管理体制を整備（2018 年 11 月に資金運用管理委員会を設置、2019 年３月に資金運用管理規程を制定）し、

金融商品については、これまでの国債・定期預金等に加え、外貨建債券を取り入れることを決定した（2019

年度 対前年度比 26,000 千円の増収見込み）。 

 

取組３．資産の有効活用を図るための措置【６８】 

＜実績の総括＞ 

 これまで学内の複数キャンパスに分散していた多様な産学連携組織群を集約し、青葉山新キャンパスの地

下鉄駅周辺にアンダー・ワン・ルーフ型産学共創拠点を構築した。また、2018 年９月にＪＸ金属株式会社か

ら研究棟（10 億円）の寄附があり、産学官が結集する革新材料創成センター（仮称）も産学共創拠点に設置
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を決定した。さらに、官民地域パートナーシップによる次世代放射光施設の推進に向け、本学を含む５者の

共同提案が 2018 年７月に選定され、青葉山新キャンパスでの次世代放射光施設造成工事が 2019 年３月から

スタートし、リサーチコンプレックス形成に向けて着実に進展した。 

 これらにより、81 万㎡と広大な土地を有する青葉山新キャンパスを活用した大型産学連携研究拠点の整備

を推進した。 

 

＜主な取組実績＞ 

青葉山新キャンパスを活用した大型産学連携研究拠点の整備 

 役割分担の明確化、再編成を含む抜本的業務改革の推進、企画・マネジメント機能の大幅な強化を図るた

め、これまで学内の複数キャンパスに分散していた多様な産学連携組織群（産学連携機構、未来科学技術共

同研究センター、東北テクノアーチ（TLO）、東北大学ベンチャーパートナーズ（VC））を 2018 年 10 月に集

約し、青葉山新キャンパスの地下鉄駅周辺にアンダー・ワン・ルーフ型産学共創拠点を構築した。さらに、

2018 年９月にＪＸ金属株式会社から研究棟（10 億円）の寄附があり、ベンチャー企業を含む国内外の企業、

研究機関などの産学官が結集するイノベーション施設である革新材料創成センター（仮称）も産学共創拠点

に設置することを決定した（2020 年７月竣工予定）。 

 また、官民地域パートナーシップによる次世代放射光施設の推進に向け、本学を含む５者の共同提案が

2018 年７月に選定され、青葉山新キャンパスでの次世代放射光施設造成工事が 2019 年３月からスタートし、

リサーチコンプレックス形成に向けて着実に進展した。 

 これらにより、81 万㎡と広大な土地を有する青葉山新キャンパスを活用した大型産学連携研究拠点の整備

を推進した。 

 

国立大学最大の供用可能スペース等の有効活用 

 本学が保有する建物の有効活用の戦略的促進を図るため、2018 年７月にアセットマネジメントセンターを

新設し、市場調査に基づく貸付料金の見直し、貸付可能スペースのデータベース化及び専用ホームページの

開設準備等、ユーザーサイドと管理運営サイド双方が利益を得られるための様々な施策を準備した。また、

2018 年 10 月に新たな保有資産としてオープンしたユニバーシティ・ハウス青葉山については、新規に寄宿

料収入 94,000 千円を確保している。 

 さらに、国立大学法人法改正による土地等の第三者貸付範囲拡大に伴う土地の貸付として、農学研究科附

属複合生態フィールド教育研究センターの土地を民間へ貸し付ける計画を策定し、2018 年 11 月に文部科学

大臣へ認可申請を行い、2019 年３月に認可を得た（2019 年５月貸付先の公募開始予定）。 
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【関連する中期計画・年度計画】 

中期計画 年度計画 進捗状況 

【３４】 

□ 大学の研究成果を企業等と連携したイノベーション創出につなげる

ため、世界標準の産学連携マネジメントを推進する産学連携機構の整備・

充実を進めるとともに、組織的産学連携を促進するプレマッチングファン

ド制度の拡充、青葉山新キャンパスの環境を活用して産学連携組織群を集

約するアンダー・ワン・ルーフ型産学連携拠点の構築、「産学連携特区（仮

称）」制度の構築、「共同研究講座・共同研究部門」の対平成 27 年度比で

２倍増、人文社会科学分野の積極的な参画による産学連携に関する政策提

言機能の整備、産学連携マネジメントを担う高度人材の実践的な育成プロ

グラムの構築等を通じて、産学間のパートナーシップを進める。【◆】 

【３４】 

□ 産学連携機構の部門別機能の点検・強化、プレマッチングファンド制

度の効果の検証とそれに基づく組織的連携先の拡充、アンダー・ワン・ル

ーフ型産学連携拠点の構築に向けた産学連携組織群を集約する施設の整

備、「産学連携特区（仮称）」の制度化の検討、リサーチアドミニストレ

ーター（URA）等との連携により産学連携マネジメントを担う高度人材の育

成を進めるほか、「共同研究講座・共同研究部門」を対平成 27 年度比で 60

パーセント増加させることを目指すものとする。 

Ⅳ 

【６６】 

□ 東北大学基金の恒久的な拡充を図るため、寄附者の意向と本学のビジ

ョンに即した多様な寄附メニューの拡充及び全学的な募金推進基盤の強

化をはじめとする戦略的・組織的なファンドレイジング活動を展開すると

ともに、東北大学萩友会等との連携によりステークホルダーとの互恵的関

係を強化する取組を拡充する。 

【６６】 

□ 東北大学基金の拡充を図るため、部局や部局同窓会との連携・情報共

有を更に進め、全学的な募金推進基盤を継続して強化するとともに、寄附

者の意向と本学のビジョンに沿った多様な基金メニューを拡充し、戦略

的・組織的なファンドレイジング活動を進めるほか、東北大学萩友会等と

の連携を強化し、ステークホルダーに応じたセミナー等を企画・実施する。 
 

Ⅲ 

【６８】 
□ 新キャンパス整備事業等の進捗状況を踏まえた資金管理計画等に基

づく安全性・効率性を考慮した適正な資金管理、取引金融機関等での競争

入札実施による資金運用の拡大を図るとともに、保有する土地・建物の有

効活用の推進策の策定、使用料金の見直し等による使用料収入額の対平成

27 年度比５パーセント以上の増収など、資産の効率的・効果的な運用を行

う。 

【６８】 
□ 新キャンパス整備事業の収支計画等を勘案した資金管理計画に基づ

いて資金運用を実施するとともに、保有する土地・建物の使用料収入額を

対平成 27年度比で５パーセント以上の増収を維持するなど平成 28年度か

らの取組を継続しつつ、資産の効率的・効果的な運用を推進する。あわせ

て、資産の有効活用に向けて併用可能スペース等の利用を一元管理・企画

するため「アセットマネジメントセンター支援室」を設置し、学内におけ

る併用可能スペースの調査・制度設計を進める。 

Ⅳ 
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○ 中期計画・年度計画の状況 

 
 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上 
１ 教育に関する目標 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 現代社会の課題に挑戦するグローバルリーダー育成の基盤となる学士課程から大学院課程に至る高度教養教育を確立・展開する。 
② 高度な専門性と分野を超えた鳥瞰力を持って新しい価値を創出できる指導的人材を育成するため、高度教養教育との密接な連携及び海外大学との共同
教育の下で、学部専門教育・大学院教育を推進する。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【１】 

□ 学生がグローバルリーダーの基盤となる人間性及びグロ

ーバルな視野を養い、専門分野の基礎を確立し、大学院での新

興・異分野融合研究を創造していくため、地球規模の現代的課

題、サイバーセキュリティなど現代社会に必要なリテラシーの

修得に多角的に取り組む授業科目群の開発・提供、高大接続か

ら学士課程・大学院課程を見据えた授業科目の配置、情報通信

技術（ICT）の活用による学習方法の提供、学生相互による学習

支援、グローバルリーダーを支えるキー・コンピテンシ―の醸

成をはじめとする学部初年次教育から大学院にわたる高度教

養教育を確立・展開する。特に、アクティブ・ラーニングによ

る授業科目「展開ゼミ」の開講クラス数を平成 30 年度までに

90 クラスまで増加させる取組を進めるとともに、全学教育にお

いて ICT を利用する授業を 80 パーセントに引き上げる。 

【１】 

□ 高度教養教育の確立・展開として、サイバーセキュリティに関する授業科

目等について時代適合性をもって継続して提供し、授業収録配信システムによ

る全学教育科目の収録、学生・担当教員への利用を促進するための好事例の提

示、情報通信技術（ICT）を活用した学生による学期中間授業アンケートの開始

などを行いながら ICT を利用する授業の 40 パーセント程度への引上げを目指

すとともに、アクティブ・ラーニングによる授業科目「展開ゼミ」の開講クラ

ス数を 90 クラスまで増加させる。 
Ⅳ  

【２】 

□ 学生がグローバルリーダーの基盤となる専門分野の基礎

を確立するため、全ての課程で平成 29 年度からカリキュラム

マップを導入・活用することにより教育プログラムの全学的構

造化を図り、PBL（Project-Based Learning）型授業等によるア

クティブ・ラーニングの拡充、学生の学修時間の確保・増加、

学生の自律的学習姿勢の強化のための学修成果の可視化など

を通じた学部専門教育の充実化を進める。 

【２】 

□ 平成 29 年度から導入したカリキュラムマップを活用したカリキュラムの

点検を全ての課程で開始するとともに、PBL（Project-Based Learning）型授業

等によるアクティブ・ラーニングの拡充を継続的に進めるほか、学生の学修時

間の確保・増加、学修成果の可視化などを図るため、学修成果に関する調査結

果の分析などの取組を進める。 

Ⅲ  
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【３】 

□ グローバルな視野の下で、新しい価値を創造できる研究者

等の養成並びに高度な専門的知識・能力及びその汎用力を持つ

高度専門職業人の養成を図るため、明確な人材養成像の下で、

研究科や専攻の枠を超えた幅広いコースワークに基づく学位

プログラムの提供、産学のネットワークを活かした協働のカリ

キュラムの開発・実施、学位の質保証のための研究倫理教育と

論文審査体制の整備などを通じた大学院教育の充実化を進め

る。 

【３】 

□ 大学院教育の充実化として、各種学位プログラムの継続的な実施、国際共

同大学院プログラムにおける新たな分野のプログラムの開始、産業界と連携し

た協働のカリキュラムに基づく新たな学位プログラムの検討の開始、全ての研

究科における「公正な研究推進のための研究倫理教育実施指針」に基づく研究

倫理教育の実施などを継続して進める。 

Ⅳ  

【４】 

□ 高度教養教育と専門教育との密接な連携の下で、学部・大

学院の一貫した教育プログラムを実践し、多様なキャリアパス

教育を進める。 

【４】 

□ 学際高等研究教育院における大学院生をはじめとする若手研究者支援、博

士課程教育リーディングプログラムにおける多様なキャリアパス教育、イノベ

ーション創発塾などを通じた博士後期課程学生・ポスドクを対象とする高度教

養教育を継続的に実施するとともに、「高度教養教育開発推進事業」の事業成

果について教育プログラム内容への活用展開を継続して進める。 

Ⅲ  

【５】 

□ 成績評価・学位審査を厳正かつ適切に実施し、国際通用性

を見据えた学位を保証するため、全学教育に関する PDCA サイ

クルを継続して運用するとともに、「博士学位論文提出のため

の指針」に基づく論文剽窃防止の取組を強化する。 

【５】 

□ 国際通用性を見据えた学位を保証するため、全学教育に関する PDCA サイク

ルを継続して運用し、外国語の英語科目について具体的成績評価基準を定めて

それを実施するとともに、リーディングプログラム部門及び国際共同大学院プ

ログラム部門において学位論文審査委員会の下で国際通用性のある QE

（Qualifying Examination）及びプログラム学位審査を実施するほか、「博士

学位論文提出のための指針」に基づく論文剽窃検出ツールの活用を継続して進

める。 

Ⅳ  

【６】 

□ 社会人の学び直しに資するため、「アカデミック・リーダ

ー育成プログラム」等の履修証明プログラム及び大学院の教育

課程における社会人向けの実践的・専門的な教育プログラムを

検討・実施し、社会人の学び直しの機会を提供するとともに、

その活動を広く社会に発信する。 

【６】 

□ 社会人の学び直しの支援として、「アカデミック・リーダー育成プログラ

ム」をはじめとする社会人を対象とした履修証明プログラムを継続して実施す

るとともに、ウェブサイト等を通じて当該活動を広く社会に発信するほか、各

研究科の教育課程においても社会人を対象とした教育プログラムを実施し、新

たなプログラムについても検討を進める。 

Ⅳ  

【７】 

□ 世界を牽引する高度な人材の養成のため、学位プログラム

推進機構の下で、スピントロニクス分野、データ科学分野をは

じめとする海外の有力大学との協働による「国際共同大学院プ

ログラム」、産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーへ

と導くための「博士課程教育リーディングプログラム」、異分

野を融合した新しい研究分野で世界トップレベルの若手研究

者を養成する学際高等研究教育院の教育プログラム等の学位

プログラムを 15 プログラムに拡大し、これらを「東北大学高等

【７】 

□ 学位プログラムの拡充として、「国際共同大学院プログラム」については、

平成 29 年度までに開始したプログラムに加え新たに生命科学分野及び機械科

学技術分野の教育を開始し、災害科学・安全学分野、材料科学分野及び日本学

分野の教育の準備を進め、「博士課程教育リーディングプログラム」について

は、更なる教育内容の改善と充実を進めながらグローバル安全学トップリーダ

ー育成プログラムの終了後の新たな展開についても検討を開始し、これらを基

盤として、「東北大学高等大学院機構（仮称）」の組織化に向けた検討を開始

する。 

Ⅳ 〇 
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大学院機構（仮称）」として組織する。【◆】 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上 
１ 教育に関する目標 

（２）教育の実施体制等に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 教育の大学 IR (Institutional Research) 機能を活用した全学的教学マネジメントの下で、教養教育・学部専門教育・大学院教育の実施体制等を整備・
充実するとともに、国際通用性の高い教育システムの開発を行い、教育の質を向上させる。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【８】 

□ 全学的教育・学生支援体制として構築した高度教養教育・

学生支援機構と部局等との緊密な協働の下で、大学 IR 

（Institutional Research）機能の活用及び教育実践に関する

開発・実施を一体的に進め、全学的教学マネジメントを展開す

る。 

【８】 

□ 高度教養教育・学生支援機構（教育評価分析センター）において教育学習

活動に係るデータの収集・分析・提供を行い、本学における効果的な意思決定

及び教育マネジメントに役立てるとともに、データに基づく授業内容やカリキ

ュラム等の改善を検討するため、TOEFL ITP テストスコア等の学生の学力に関

する定量的なデータを継続して蓄積する。 

Ⅳ  

【９】 

□ 教員の多様性を確保するため、外国人教員等の増員、年齢

構成、ジェンダーバランス、実務経験等にも配慮した適切な教

員配置を進める。 

【９】 

□ 教員の多様性を確保するために、女性教員採用促進事業を推進し、キャリ

アオプションの活用を進めるとともに、学部・大学院英語コース及び全学教育

外国語科目を担当する外国人教員の継続的な配置、任期付き教員のテニュアポ

ストへの移行など適切な教員配置を進めるほか、特に特別招聘プロフェッサー

制度の活用及び外国人教員雇用促進経費の措置等による外国人教員の増員配置

を重点的に進める。 

Ⅲ  

【１０】 

□ 学生の学ぶ意欲を刺激する国際通用性の高い教育システ

ムを構築するため、平成 28 年度からの全学部入学者への GPA

（Grade Point Average）制度の適用及び全授業科目のナンバ

リングの活用、第３期中期目標期間中早期からのクォーター制

を活かした学事暦の柔軟化について、順次実施する。 

【１０】 

□ 国際通用性の高い教育システムを構築するため、学部における GPA（Grade 

Point Average）制度及び全学部・研究科における全授業科目のナンバリングを

継続して活用するとともに、クォーター制を活かした学事暦の柔軟化に沿った

時間割帯編成の検討、クォーター制で実施する全学教育科目の拡大を継続して

進めるほか、専門教育科目においてもクォーター制の導入を着実に進める。 

Ⅲ  

【１１】 

□ 組織としての PDCA サイクル及び授業科目等に対する授業

担当教員の PDCA サイクルを通じて教育の質の向上を図る改善

活動を継続的に推進するため、学生による授業評価結果の授業

改善活動への活用、授業科目のマネジメントを行う担当責任者

に対する FD（Faculty Development）の年２回以上の実施など

の取組を進める。 

【１１】 

□ 教育の質の改善活動として、授業改善活動に学生による授業評価結果等を

具体的かつ継続的に活用するとともに、全学教育科目授業実践記録 Web システ

ムの記録を活用した有意義な実践情報の共有化を進め、全学教育の FD（Faculty 

Development）・部局独自の FD に加え、授業科目のマネジメントを行う担当責

任者で構成される学務審議会委員長会議の FD を少なくとも２回開催する。 

Ⅲ  
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【１２】 

□ 教育関係共同利用拠点として大学教育全体の多様かつ高

度な教育の展開に寄与するため、本学が有する人的・物的資源

の有効活用を図り、平成 32 年度までに教員の専門教育指導力

を育成するプログラムの新規開発・提供を行うとともに、食と

環境のつながりを学ぶ講義・実習の改善、海洋生物学の素養を

備えた人材を育成する臨海実習の拡充など、他大学等へ提供す

る共同利用プログラムの強化を進める。 

【１２】 

□ 教育関係共同利用拠点の機能の更なる強化を継続して進めるため、教職員

の組織的な研修等の共同利用拠点（高度教養教育・学生支援機構）においては、

専門教育指導力育成プログラムの充実を進めるとともに、教職員の大学マネジ

メント力開発プログラムを推進し、食と環境のつながりを学ぶ複合生態フィー

ルド教育拠点（川渡フィールドセンター）においては、既存のフィールド講義・

実習プログラムを継続実施し、オーダーメイド型実習の内容充実を進め、海洋

生物を活用した多元的グローバル教育推進共同利用拠点（浅虫海洋生物学教育

研究センター）においては、実習及び卒業研究など他大学の共同利用を受け入

れ、日本人学生・留学生共修実習を開催するほか、平成 31 年度の国際臨海実習

に向けて、招へい外国人教員を交えた実習日程・内容・講師等の立案・準備を

行う。 

Ⅲ  
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上 
１ 教育に関する目標 

（３）学生への支援に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 国際混住型学生寄宿舎の整備・拡充をはじめとする経済的支援、生活支援、キャリア支援及び課外活動支援を柱とした障害者を含む学生への支援機能
を強化する。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【１３】 

□ 学生への経済的支援を強化するため、本学独自の奨学金制

度等を拡充するとともに、国際的な環境の中で多様な価値観・

文化を尊重しつつ自己を確立する場として、日本人学生と外国

人留学生の国際混住型学生寄宿舎（ユニバーシティ・ハウス）

の定員を対平成 27 年度比で２倍を目途に整備・拡充を進める。 

【１３】 

□ 東北大学基金等を活用し、博士後期課程の学生を対象とした新たな奨学金

制度を開始するとともに、授業料免除の適用拡充による経済的支援や東日本大

震災及び平成 28 年熊本地震に伴う被災学生に対する経済的支援を継続して行

う。あわせて、新たに整備する「ユニバーシティ・ハウス青葉山（平成 30 年７

月末完成予定）」の入居者受入れを開始し、定員が対平成 27 年度比２倍以上の

拡充を着実に進めるほか、ユニバーシティ・ハウスにおける入居者交流イベン

ト等を継続して企画・実施する。 

Ⅳ 〇 

【１４】 

□ 全ての学生が安心で健康な学生生活を送ることができる

環境を確保するため、発達障害、身体障害等の障害のある学生

に対する支援措置の充実・強化を進めるとともに、ハラスメン

卜対策の強化及びメンタルケア体制の拡充を進める。 

【１４】 

□ 障害のある学生への支援措置として、バリアフリーマップの継続的な作成・

配布及びバリアフリー化に向けたキャンパス環境の整備を実行するとともに、

ハラスメント・メンタルケア対策として、全学生を対象としたハラスメント・

メンタルケア相談及び支援担当教職員を対象とした研修の開催を継続して実施

する。 

Ⅲ  

【１５】 

□ 学生への進学・就職支援を強化するため、業界研究セミナ

ー・大学院進学セミナー・キャリア形成ワークショップ等の体

系的提供、学部初年次からの一貫したキャリア指導など全ての

学生及び博士研究員（ポスドク）に対する総合的な就職キャリ

ア支援の取組を推進するとともに、学生の博士後期課程への進

学を支援するため、企業等との組織的連携を更に進めて「イノ

ベーション創発塾」等を継続・拡充する。 

【１５】 

□ 学生への進学・就職支援を強化するため、業界研究セミナーをはじめとす

る年間のキャリア支援プログラムの体系的な策定・提供、首都圏における学生

の就職活動拠点の確保や個別相談などの取組を継続して行うとともに、学生の

博士後期課程への進学を支援するため、博士後期課程の学生や博士研究員（ポ

スドク）を対象とする「イノベーション創発塾」によるキャリア支援を継続し

て実施する。 

Ⅳ 〇 
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【１６】 

□ 学生が人間関係を育み、社会性を身に付ける上で有用な課

外活動を支援するため、「全学的教育・厚生施設整備計画」に

基づく運動場の人工芝化等の施設環境の整備、全学的な応援へ

の取組、表彰制度の整備等を進める。 

【１６】 

□ 課外活動を支援するため、「全学的教育・厚生施設整備計画」に基づき、

課外活動施設の整備を着実に進めるとともに、全学的窓口として整備した高度

教養教育・学生支援機構（課外・ボランティア活動支援センター）を中心とし

て学生のボランティア活動の支援を行う。 

Ⅳ  
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上 
１ 教育に関する目標 

（４）入学者選抜に関する目標 

 

中
期
目
標  

① アドミッションポリシーに適合する、優秀で意欲的な学生が国内外から受験する入試戦略を展開し、より多面的・総合的な選抜を実施する。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【１７】 

□ 東北大学進学への募集活動を強化するため、教育内容・進

路状況・研究成果等の情報提供を促進し、説明会・オープンキ

ャンパス・移動講座等を開催するとともに、優秀な外国人留学

生を受け入れるため、英語ウェブページによる発信力の強化、

海外拠点を利活用したリクルート活動等を展開する。 

【１７】 

□ 本学の特色である AO 入試をはじめ、グローバル入試や国際バカロレア入試

等の各種入試においてアドミッションポリシーに適合した優秀な受験者を確保

するため、入試説明会や進学説明会・相談会及びオープンキャンパス等の学生

募集活動を強化・拡大し、特に外国人留学生の募集活動においては、海外拠点

や大学間協定を活用するとともに、国際学士コース在学者をリクルート活動に

参加させるなどの方策を取り入れる。 

Ⅳ  

【１８】 

□ 多様な学生の確保を目指したアドミッションポリシーに

適合する学生を確保するため、30 パーセントを目指した AO 入

試による入学定員の拡大、国際バカロレア入試や日本人学生を

対象に英語で学習するためのグローバル入試等の導入、TOEFL

等の外部試験の入試への活用をはじめとする入学者選抜方法

の継続的な点検・改善を進めるほか、国際学士コースについて

は、海外拠点の利用を含む海外現地入試を引き続き行うととも

に、海外における教育課程を踏まえた柔軟な入学者選抜方法の

改善を継続的に進める。【◆】 

【１８】 

□ 追跡調査等により AO 入試及び国際バカロレア入試等の特別入試の検証を

行い、選抜方法や評価基準に改善を加えるとともに、学部との協議や全学支援

体制の強化を進めることにより、志願者の質的水準を保ちながらこれらの募集

人員の拡大計画を実行する。あわせて、平成 32 年度実施予定の大学入学共通テ

ストに対応する「平成 33 年度における入試個別選抜の在り方」を検討し、平成

33 年度以降の「多面的・総合的」評価による入試を一層推進すべく、海外調査

や高校との連絡協議、シンポジウム、研究会等を含めた調査研究を継続して展

開する。 

Ⅲ 〇 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上 
２ 研究に関する目標 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 長期的視野に立つ基盤研究及び世界を牽引する最高水準の研究を推進する。 
② 経済・社会的課題に応える戦略的研究を推進する。 
③ 未来の産業創造・社会変革等に資する新興・融合分野など社会にインパクトある新たな研究領域を開拓する。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【１９】 

□  イノベーションの源泉となる基礎研究の重要性及び基礎

研究・応用研究の不可分性に照らし、研究者の自由な発想によ

る独創性のある研究を支援・推進する。 

【１９】 

□ 研究者の自由な発想による独創性のある研究を支援・推進するため、研究

推進・支援機構（URA センター）による研究力向上に関する調査分析に基づく外

部資金応募の支援及び「知のフォーラム」事業を活用した多様な研究に触れる

機会の確保を継続して行うとともに、研究者の研究時間確保に関する調査結果

に基づく支援策を継続して検討・具体化するほか、研究推進・支援機構（テク

ニカルサポートセンター）における共用設備の利用拡大に向けた取組の拡充を

進める。 

Ⅲ  

【２０】 

□ 世界トップレベルの研究拠点の形成・展開を図るため、世

界をリードする研究を重点的に推進し、被引用度の高い論文数

を対平成 27 年度比で 20 パーセント以上増加させ、世界 50 位

以内に入る研究領域を拡大する。 

【２０】 

□ 世界トップレベルの研究拠点の形成・展開として、研究推進・支援機構（URA

センター）の分析情報と大学 IR 室の機能も活用し、本学における材料科学、ス

ピントロニクス、未来型医療、災害科学等の強み・特色を最大限に活かした世

界をリードする特定研究領域の活動を推進するとともに、学際研究重点拠点等

からの新たな WPI 型研究組織の形成を推進し、被引用度の高い論文数を増加さ

せることを目指すものとする。 

Ⅳ 〇 

【２１】 

□ 本学における材料科学、スピントロニクス、未来型医療、

災害科学等の分野の強み・特色を最大限に活かし、国際競争力

の一層の強化を図るため、国際水準の大学・研究機関等との学

術ネットワークの充実、海外拠点の利活用、世界最高水準の外

国人研究者の招へい等を進めて世界的研究拠点を形成し、最先

端の国際共同研究を推進して、国際共著論文数を対平成 27 年

度比で 20 パーセント以上増加させるとともに、国際会議の主

催・招待講演等を通じて研究成果の発信を行う。【◆】 

【２１】 

□ 高等研究機構に設置した材料科学、スピントロニクス、未来型医療、災害

科学の世界トップレベル研究拠点の活動の更なる推進とあわせて、「知のフォ

ーラム」事業の活用による著名研究者の招へい、海外ベンチマーク大学を中心

とした海外研究機関への若手研究者の派遣、国際水準の大学・研究機関等との

学術ネットワーク及び海外拠点の活用、国際共同研究に向けた研究者交流の更

なる促進を継続し、国際共同研究の更なる推進による国際共著論文数を対平成

29 年度比で増加させることを目指すとともに、環太平洋大学協会（APRU）の

Multi-Hazards Program のサマースクールを開催する。 

Ⅳ 〇 
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【２２】 

□ 経済・社会的ニーズと大学の多様な研究シーズを組み合わ

せ、エネルギー・資源の確保、超高齢社会への対応、地域の復

興・新生、安全・安心でかつ持続可能な社会の実現など経済・

社会的課題に応える戦略的研究を推進する。 

【２２】 

□ 研究推進・支援機構（URA センター）による情報収集・分析機能を活用しな

がら、経済・社会的課題に応える重要課題の解決に向けた研究組織群の自立的

継続性の検討を進めるとともに、経済・社会的ニーズと大学の多様な研究シー

ズの組合せを踏まえ、必要に応じて新たな施策等の検討を進めることにより、

戦略的研究を継続して拡充する。 

Ⅳ  

【２３】 

□ 産学が開かれた知の共同体を形成し、ナノテクノロジー・

材料、ライフサイエンス、情報通信、環境、エネルギー、もの

づくり、社会基盤等に関する世界最高水準の独創的着想に基づ

く研究を推進するため、企業等との共同研究数を対平成 27 年

度比で 20 パーセント以上増加させるとともに、共同研究講座・

共同研究部門を２倍に増加させ、イノベーション創出プログラ

ム（COI STREAM）拠点及び国際集積エレクトロニクス研究開発

センターに代表される大型産学連携研究を拡充する。 

【２３】 

□ 産学が開かれた知の共同体を形成し、世界最高水準の独創的着想に基づく

研究を推進するため、産学連携研究を支援・推進する施策の点検・改善を継続

して適時に実行し、企業等との共同研究数を対平成 27 年度比で 12 パーセント

増加させるとともに、共同研究講座・共同研究部門を対平成 27 年度比で 60 パ

ーセント増加させることを目指し、大型産学連携研究を推進する。 

Ⅲ 〇 

【２４】 

□ 生命科学・医工学分野の基礎研究成果の実用化を促進する

ため、メディカルサイエンス実用化推進委員会等が中心となっ

て全学の研究シーズ登録数を第３期中期目標期間中に250件以

上に増加させるとともに、トランスレーショナルリサーチ（基

礎から臨床への橋渡し研究）を推進し、大学発の革新的な医薬

品及び医療機器の開発シーズの実用化を進展させる。 

【２４】 

□ メディカルサイエンス実用化推進委員会等が中心となって、日本医療研究

開発機構（AMED）事業における革新的医療技術創出拠点プロジェクトによる開

発シーズ登録数を対平成 29 年度比で 10 件以上増加、薬事承認申請を１件以上

を目指すとともに、トランスレーショナルリサーチの推進を担う人材育成の充

実を継続して進める。 

Ⅲ 〇 

【２５】 

□ 社会にインパクトある研究を推進するため、細分化された

知を俯瞰的・総合的に捉える場を形成し、本学が強みを有する

研究・技術要素の一層の強化及びその統合・システム化などの

取組を進め、新規研究領域を継続的に開拓して、新興・融合分

野研究への挑戦を重点的に支援する。 

【２５】 

□ 社会にインパクトある研究を推進するため、その全体理念を共有した「社

会にインパクトある研究拠点」におけるプロジェクト活動の順次展開を開始し、

課題の多い東北地方から日本の未来を創造することを想定して、国内外の学術

機関・自治体・産業界等との連携とプロジェクトの自立化を目指すものとする。

あわせて、新規研究領域を継続的に開拓するため、高等研究機構において世界

トップレベル研究拠点の推進、新たな WPI 型研究組織の形成に向けた研究領域

の開拓、新領域創成部における戦略的に重要な異分野の研究者の配置のほか、

研究専念環境と処遇のインセンティブの付与などを継続して行う。 

Ⅳ 〇 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上 
２ 研究に関する目標 

（２）研究実施体制等に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 研究中心大学「東北大学」の研究基盤を強化する。 
② 世界を牽引する最高水準の研究にチャレンジする体制を強化する。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【２６】 

□ 戦略的視点から革新的かつ創造的な研究プロジェクト等

を企画・推進するため、リサーチアドミニストレーター（URA）

機能の強化など全学的視点から研究推進体制の充実を進める

ほか、国際リニアコライダー（ILC）、中型高輝度放射光施設な

どイノベーションの基盤となる最先端の研究施設の東北地方

への誘致活動について寄与する。 

【２６】 

□ リサーチアドミニストレーター（URA）の全学的連携の強化を図り、研究組

織をミッション別に三階層化した研究イノベーションシステムの構築を目指す

戦略的視点から部局の研究活動状況の把握・分析を継続して進めるとともに、

国際リニアコライダー（ILC）や中型高輝度放射光研究施設の東北地方への誘致

活動について継続して寄与する。 

Ⅳ 〇 

【２７】 

□ ワールドクラスの研究者や必要な人材を国内外から産業

界を含め広く確保するため、適切な業績評価による処遇反映の

仕組みを整備・活用することにより、対平成 27 年度比で適用例

２倍増を目指したクロスアポイントメント制度及び年俸制適

用率 30 パーセント以上を目指した年俸制の活用を促進する。 

【２７】 

□ 人材確保をめぐる環境を踏まえ、クロスアポイントメント制度については、

平成 33 年度における対平成 27 年度比で適用例２倍増を目指して、国内の学術

機関との適用に加え国内外の学術機関及び企業等との適用を進めるとともに、

年俸制については、本学独自のインセンティブ機能を有する承継枠年俸制度及

び特別招聘プロフェッサー制度等を活用して、平成 33 年度における年俸制適

用率 30 パーセント以上を目指した取組を進める。 

Ⅲ  

【２８】 

□ 優れた若手・女性・外国人研究者が活躍する研究基盤を構

築するため、自立的な研究環境の提供を前提とした国際公募に

よる学際科学フロンティア研究所における 50 名程度の若手研

究者のポストの確保及びその他の全学的な人件費の適切なマ

ネジメントによる若手研究者のポストの確保に基づく若手教

員比率 26.4 パーセントを目指した若手教員の雇用の促進、女

性研究者の対平成 27 年度比で 50 パーセント以上の増員を目指

した女性研究者支援の取組の加速化のほか、外国籍教員の対平

成 27 年度比で 30 パーセント以上の増員及び新たに採用する教

員の１割以上のテニュアトラック制の適用を進める。 

【２８】 

□ 優れた若手・女性・外国人研究者が活躍する研究基盤を構築するため、若

手研究者の環境確保策として、自立的な研究環境の提供を前提とした学際科学

フロンティア研究所における若手研究者のポストの継続確保、高等研究機構に

設置した世界トップレベル研究拠点・新領域創成部における若手研究者ポスト

の確保、卓越研究員制度等も活用した若手研究者ポストの確保などを継続的に

実施するとともに、必要に応じて新たな施策の検討を行い、女性教員採用促進

策として、女性限定公募（国際公募も含む）やポストアップなどを実施して在

籍比率、採用比率及び上位職比率の向上を推進し、外国籍教員採用促進策とし

て、平成 33 年度における対平成 27 年度比 30 パーセント以上の外国籍教員の

増員及びテニュアトラック制の拡充を目指して、部局と連携しながら、特別招

聘プロフェッサー制度の活用促進をはじめとした人事・給与システムの柔軟な

運用、外国人教員雇用促進経費の措置等を行う。 

Ⅲ 〇 
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【２９】 

□ 多彩で高度専門性を有する技術系研究支援者のキャリア

形成を促進するため、専門分野間の技術交流・人事交流及び海

外研修を含む先進的な技術開発等に関する研修を通じて、意欲

を持って継続的に成長できる就業環境を提供する。 

【２９】 

□ 専門分野間の技術交流・人事交流を促進し、専門研修を充実させ、平成 30

年度東北地区国立大学法人等技術職員研修を本学において開催し、短期の海外

研修・技術英語セミナーを実施するとともに、平成 32 年度全国総合技術研究会

の本学開催に向けた検討を進め、専用ホームページを公開するほか、全学的な

技術支援体制として、相談窓口の利用や全学的支援業務の拡充を進め、全学的

視点からみた人事管理等について検討を開始する。 

Ⅲ  

【３０】 

□ 本学の総力を挙げて最先端研究に取り組むため、研究組織

をミッション別に三階層化した基盤体制（研究イノベーション

システム）を構築し、その第一階層となる高等研究機構に設置

した物質・材料分野（材料科学高等研究所）の強化を着実に進

め、高等研究機構に新たな分野・研究組織等を順次整備して、

世界最高水準の研究環境及び研究支援体制を拡充するととも

に、高等研究機構と研究科・附置研究所等との有機的な連携を

促進する。【◆】 

【３０】 

□ 高等研究機構に世界トップレベル研究拠点として設置した物質・材料分野

（材料科学高等研究所）、スピントロニクス分野、未来型医療分野、災害科学

分野と研究科・附置研究所等との有機的な連携による強化を継続して着実に進

め、学際研究重点拠点等からの新たな WPI 型研究組織の形成を継続して推進す

るとともに、世界最高水準の研究環境及び研究支援体制の拡充を進める。 

Ⅳ 〇 

【３１】 

□ 国際的な頭脳循環を促進するため、海外拠点・リエゾンオ

フィス等の戦略的な整備・活用、これまで築いてきたネットワ

ークの連携強化、海外ベンチマーク大学への若手研究者の派遣

（延べ 80 名以上）、リサーチ・レセプションセンターによる訪

問者の支援、世界トップクラスの研究者を招へいする「知のフ

ォーラム」事業の推進（年平均３件以上）等を通して、グロー

バルな連携ネットワークを発展させる。 

【３１】 

□ 国際的な頭脳循環を促進するため、海外ベンチマーク大学への若手研究者

の派遣（10 名程度）、リサーチ・レセプションセンターを活用した訪問者の支

援措置の更なる拡充、「知のフォーラム」事業の継続的実施（３件程度）等を

通して、グローバルな連携ネットワークの強化を継続して進める。 
Ⅲ 〇 

【３２】 

□ 附置研究所等が学術研究の動向や経済社会の変化に対応

しながらその機能を十分に発揮し、高い研究水準を維持する学

術研究の中核研究拠点としての使命を遂行するため、研究支援

体制の充実など業務運営の更なる強化を進める。 

【３２】 

□ 附置研究所等の機能の更なる強化を継続して進めるため、我が国の学術研

究を先導する中核的研究拠点として、推進する研究領域や業務運営を適時に点

検・見直しの上、必要に応じて所要の改善・充実・高度化を行うとともに、優

れた研究成果を体系的に発信する。 

Ⅲ  

【３３】 

□ 共同利用・共同研究拠点が大学の枠を超えて学術研究の中

核として全国的な研究レベルの向上に寄与するとともに本学

の強み・特色の重点化にも貢献するため、材料科学、情報通信、

加齢医学、流体科学、物質・デバイス科学、計算科学、電子光

理学等の強みを活かして、国内外の研究機関との連携をはじめ

とする開かれた共同利用・共同研究の組織的推進など業務運営

の更なる強化を進める。 

【３３】 

□ 共同利用・共同研究拠点の機能の更なる強化を継続して進めるため、材料

科学、情報通信、加齢医学、流体科学、物質・デバイス科学、計算科学、電子

光理学等のそれぞれの強みを活かして、国内外の研究機関との連携など必要に

応じて所要の改善・充実・高度化と更なる国際化を推進するとともに、利用実

績や優れた研究成果を体系的に発信する。 

Ⅲ  
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上 
３ 社会との連携や社会貢献及び地域を志向した教育・研究に関する目標 

 

中
期
目
標  

「世界と地域に開かれた大学」として、東北大学の人的・知的資源を広く社会に還元して、人類社会全体の発展に貢献する。 
① 世界標準の産学マネジメントを推進し、産学間のパートナーシップを進める。 
② 社会との連携及び社会への貢献を強化する。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【３４】 

□ 大学の研究成果を企業等と連携したイノベーション創出

につなげるため、世界標準の産学連携マネジメントを推進する

産学連携機構の整備・充実を進めるとともに、組織的産学連携

を促進するプレマッチングファンド制度の拡充、青葉山新キャ

ンパスの環境を活用して産学連携組織群を集約するアンダー・

ワン・ルーフ型産学連携拠点の構築、「産学連携特区（仮称）」

制度の構築、「共同研究講座・共同研究部門」の対平成 27 年度

比で２倍増、人文社会科学分野の積極的な参画による産学連携

に関する政策提言機能の整備、産学連携マネジメントを担う高

度人材の実践的な育成プログラムの構築等を通じて、産学間の

パートナーシップを進める。【◆】 

【３４】 

□ 産学連携機構の部門別機能の点検・強化、プレマッチングファンド制度の

効果の検証とそれに基づく組織的連携先の拡充、アンダー・ワン・ルーフ型産

学連携拠点の構築に向けた産学連携組織群を集約する施設の整備、「産学連携

特区（仮称）」の制度化の検討、リサーチアドミニストレーター（URA）等との

連携により産学連携マネジメントを担う高度人材の育成を進めるほか、「共同

研究講座・共同研究部門」を対平成 27 年度比で 60 パーセント増加させること

を目指すものとする。 

Ⅳ 〇 

【３５】 

□ 大学と社会をつなぐ窓口機能及び本学の学生・教職員によ

る積極的な社会連携活動の支援機能の強化を図り、国・自治体・

企業等との連携を更に促進し、社会の課題解決、地域活性化、

政策立案等の社会ニーズを捉えた取組を進める。特に、東日本

大震災を経験した総合大学としての知見と経験を活かして、宮

城県・福島県の小学生を対象に実施している減災教育を継続・

拡充するなど地域の防災・減災活動の取組を進める。 

【３５】 

□ 社会連携活動の全学的推進体制の充実を図るため、部局等に対する社会連

携活動支援の機能を強化するとともに、「学都仙台コンソーシアムサテライト

キャンパス公開講座」を開講し、一般市民が学びに触れる機会の提供を行うな

ど、社会のニーズを捉えた取組を継続して進める。特に、東日本大震災を経験

した総合大学としての知見と経験を活かした減災教育事業を継続して実施する

とともに、被災地三県（宮城・福島・岩手）から全国・海外への普及展開を進

めるほか、これまでの取組について必要に応じて見直しを行い、事業内容の向

上化を進める。 

Ⅳ  
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【３６】 

□ 本学の施設、学術資源等を広く活用しつつ、サイエンスカ

フェやリベラルアーツサロンなどの市民の知的な関心を受け

止め、支え、育んでいける教育研究活動等を継続・拡充すると

ともに、自治体・メディア等との連携により地域の文化創造・

交流の中核となる取組を進める。 

【３６】 

□ 市民の知的な関心を受け止め、サイエンスカフェやリベラルアーツサロン

を継続して実施し、新たな市民向けアウトリーチプログラムの開発を部局の強

みを引き出して行うとともに、自治体・メディア等との連携により東北大学百

周年記念会館等本学の施設、学術資源等を活用した地域の文化創造・交流の中

核となるイベントを企画・実施するほか、これまでの取組について必要に応じ

て見直しを行い、事業内容の向上化を進める。 

Ⅲ  
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上 
４ 災害からの復興・新生に関する目標 

 

 

中
期
目
標  

東日本大震災の被災地の中心に所在する総合大学として、社会の復興・新生を先導する役割を担う。 
① 東日本大震災の被災地域の中心に所在する総合大学として、被災からの復興・新生に寄与する多彩な活動を展開する。 
② 東日本大震災で得られた教訓・知見を世界に発信・共有し、課題を解決する新たな知を創出し、国際社会に貢献する多彩な活動を展開する。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【３７】 

□ 東日本大震災からの復興・新生に資する成果を創出するた

め、災害復興新生研究機構と部局等との協働の下で、被災地域

の課題を踏まえ、地域の特色や資源を活用した研究・人材育成・

新産業創出等の取組を継続的に推進し、それらの活動を国内外

に発信する。 

【３７】 

□ 災害復興新生研究機構と部局等との協働の下で、災害復興新生研究機構に

よるコミットメント型プロジェクト（８重点プロジェクト）及び構成員提案型

プロジェクト（復興アクション 100＋）のフォローアップ等の進捗管理を行い、

その成果をシンポジウム、ウェブサイト、刊行物等により国内外に発信すると

ともに、取組の評価及び点検を行い、必要に応じて見直し・改善を進める。 

Ⅲ 〇 

【３８】 

□ 福島第一原子力発電所の事故により復興に長期を要する

被災地域の再生のため、廃炉・環境回復の分野をはじめとする

これまでの取組等を活用する。 

【３８】 

□ 原子炉の安全かつ着実な廃止措置に資する基盤技術の研究開発を推進し、

原子炉廃止措置工学プログラムを通じて修了生を継続的に輩出することで廃炉

を安全かつ着実に遂行する中核人材を育成するとともに、地域中小企業の若手

経営者を育成する福島県内のサテライト校「地域イノベーションプロデューサ

ー塾」及び「地域イノベーションアドバイザー塾」において、人材育成支援と

新事業開発支援を進めるほか、東北復興農学センター葛尾村分室を拠点に、IT

農業の普及を通じて葛尾村をはじめとする福島県の農業分野における復興を継

続的に支援する。 

Ⅲ 〇 

【３９】 

□ 東日本大震災で得られた教訓・知見や世界に先駆けて開拓

する災害科学の新たな知を世界各国の課題解決に資するため、

これまで築いてきた国内外の連携ネットワークを活用し、新た

な防災・減災技術の開発、震災アーカイブ・災害統計データの

集積・提供、バイオバンク固有の問題解決とメディカル・メガ

バンク先進モデルの提供、海洋生物資源の保全・活用などの科

学的知見による開かれた貢献活動を展開する。【◆】 

【３９】 

□ 科学的知見に基づく国際貢献活動の展開として、災害統計グローバルセン

ターにおいては、各国の防災政策立案への利活用に向けて集積した災害統計デ

ータの分析を開始し、東北メディカル・メガバンク機構においては、構築した

15 万人規模のバイオバンクのデータシェアリング等を促進して全ゲノムリフ

ァレンスパネルの高精度化を基に疾患との大規模関連解析の取組を着実に進

め、東北マリンサイエンス拠点形成事業（TEAMS）においては、これまでの漁場

環境モニタリング調査と漁業復興支援活動を継続実施してその成果を国内外に

発信する。 

Ⅲ 〇 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上 
５ その他の目標 

（１）グローバル化に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 国際連携推進機構の下で、国際化環境整備を推進する。 
② 学生の流動性の向上とグローバルリーダー育成のためのグローバルな修学環境を整備する。 
③ 徹底した「大学改革」と「国際化」を全学的に断行することで国際通用性を高め、ひいては国際競争力を強化するとともに、世界的に魅力的なトップレ
ベルの教育研究を行い、世界三十傑大学を目指すための取組を進める。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【４０】 

□ 国際競争力向上に向けた基盤強化を図るため、国際連携推

進機構と部局等との協働の下で、海外拠点の整備・利活用、国

際交流サポート体制の強化をはじめとする国際化環境整備を

推進する。 

【４０】 

□ 海外拠点を活用した、留学希望者向けの説明会等の開催を企画するととも

に、在留資格認定証明書（COE）Web 申請システムの利用を促進するため、平成

29 年度に行ったアンケート調査の結果において得られた様々な要望等につい

て、ワーキンググループで分析するほか、海外同窓会との連携を強化して同窓

生との交流を深める。 

Ⅲ  

【４１】 

□ 国際発信力を強化するため、英語による全学的広報業務を

担う専任スタッフを拡充し、クオリティーの高い情報コンテン

ツの実現とウェブページ、ソーシャルメディア等の活用により

受け手に応じた適切な情報発信を推進するとともに、海外拠

点、コンソーシアム等を活用し多様な機関等との連携による情

報発信体制を強化するほか、海外の同窓会との連携、国際シン

ポジウムの開催・招致などの取組を強化する。 

【４１】 

□ 国際発信力を強化するため、広報戦略推進室を中心とした全学的な国際広

報推進体制の強化を継続して進め、ネイティブの英語による適切な情報を適切

な手段により発信して国際的な知名度を高めるための広報活動を推進するとと

もに、加盟するコンソーシアムの会議やワークショップ等に参加し、国際的な

メディア記者クラブや環太平洋大学協会（APRU）の Multi-Hazards Program の

サマースクールを開催するほか、海外同窓会との交流を深めて連携を強化する。 

Ⅲ  

【４２】 

□ 教職員・学生の国際流動性の向上及び教育・研究における

国際連携推進に資するグローバルネットワークの戦略的強化

のため、海外拠点・学術交流協定校の拡充及びコンソーシアム

の更なる活用を進める。 

【４２】 

□ グローバルネットワークの戦略的強化として、世界トップクラスの大学・

研究機関等が参加する海外コンソーシアム会議及びワークショップ等への参

加、環太平洋大学協会（APRU）の Multi-Hazards Program のサマースクールの

開催など、世界的な認知度の向上と人的ネットワークの強化策を継続して進め

る。 

Ⅳ 〇 

【４３】 

□ 第３期中期目標期間中に通年での外国人留学生を3,000人

に拡大するため、これまでの実績を活かして重点的な地域・分

野・プログラム等を内容とする留学生受入れ戦略を基に、教育

プログラムの充実、留学生の支援措置の拡充など就学環境の更

なる整備を進める。 

【４３】 

□ 通年での外国人留学生 3,000 人以上を確保し、これまでの実績を活かした

留学生受入戦略を基に、英語で学位取得可能なコース及び短期受入プログラム

を継続的に実施するとともに、日本語学習支援、各種奨学金支給などの就学環

境の整備を進める。 

Ⅳ  
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【４４】 

□ 第３期中期目標期間中に単位取得を伴う海外留学体験学

生を年間1,000人に拡大するため、入学前海外研修プログラム、

短期海外研修プログラム（スタディアブロードプログラム）、

協定校交換留学プログラム、研究型海外研鑽プログラム等を実

施するとともに、海外留学・海外インターンシップの促進体制

の更なる整備を進める。 

【４４】 

□ 単位取得を伴う海外留学体験学生を拡大させることを目指して、高度教養

教育・学生支援機構（グローバルラーニングセンター）及び各学部による短期

海外研修プログラム（スタディアブロードプログラム）の連携実施を進め、自

然科学系、人文社会学系それぞれの大学院生を対象とした研究中心型海外派遣

プログラム及び入学前海外研修プログラムを継続して実施するとともに、海外

インターンシップについても継続して実施するほか、各プログラムの派遣実績

等の分析を行う。 

Ⅲ  

【４５】 

□ グローバルに活躍できる人材の育成のため、言語や文化の

異なる多様な人々と協調しつつ自己の主張を的確に相手に伝

え問題解決に導く高度なコミュ二ケーション能力を涵養でき

る教育プログラムを開発・展開するとともに、英語をはじめと

する語学教育を強化する。 

【４５】 

□ 「東北大学グローバルリーダー育成プログラム（TGL プログラム）」の国際

共修授業等の継続実施、全学教育科目において体系化されたグローバルマイン

ドを醸成する授業科目群（国際教育科目群）の積極的な活用などを進めるとと

もに、学生の英語力の底上げのため、TOFEL ITP テストの全学部１年生の受験

や課外英語講座等を継続して実施する。 

Ⅲ  

【４６】 

□ スーパーグローバル大学創成支援「東北大学グローバルイ

ニシアティブ構想」事業の目的達成に向けて、総長を本部長と

する推進本部の下で、平成 35 年度中に国際コース設置率を 75

パーセントに拡大する等の教育プログラムの国際通用性の向

上、国際共同大学院プログラムをはじめとする国際連携による

教育力強化、教員の多様性・流動性の向上及び学生の多様性・

流動性の向上を進める。 

【４６】 

□ 国際通用性の向上のため、教育基盤整備として国際コース設置率 50 パーセ

ント程度を目指すとともに、英語で学位取得可能なコース「Future Global 

Leadership Program」（FGL プログラム）の広報活動に国際学士コース在学者

を参加させるなどの方策を取り入れ、国際共同大学院プログラムにおいて平成

29 年度までに開始されたプログラムに加えて開設準備の整った新規分野のプ

ログラムを開始するほか、若手研究者や学生を加盟コンソーシアムが主催する

ワークショップ等へ派遣するなどの取組を進める。 

Ⅲ  

【４７】 

□ 本学を中核とする「知の国際共同体」を形成する先端的教

育研究クラスターを構築するため、スピント口ニクス分野、デ

ータ科学分野をはじめとする９つの国際共同大学院の設置及

び「知のフォーラム」事業の実施を両輪とする取組を推進する。 

【４７】 

□ 先端的教育研究クラスターを構築するため、国際共同大学院については、

既存の４分野に加え、生命科学分野及び機械科学技術分野で教育を開始し、災

害科学・安全学分野、材料科学分野、日本学分野において平成 31 年度から教育

を開始できるよう準備を進めるとともに、「知のフォーラム」事業については、

著名研究者の招へいを継続して実施する。 

Ⅳ ○ 

【４８】 

□ 第３期中期目標期間中に外国人教員等を1,000人以上に拡

大するため、柔軟な人事・給与システムの運用や受入れ環境の

整備を進め、外国人教員等の組織的・戦略的雇用を促進する。 

【４８】 

 平成 33 年度に外国人教員等を 1,000 人以上に拡大することを目指し、部局

と連携を図りながら、特別招聘プロフェッサー制度をはじめとした人事・給与

システムの柔軟な運用を行うとともに、外国人教員雇用促進経費の措置等によ

る組織的・戦略的雇用を促進する。 

Ⅲ  
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上 
５ その他の目標 

（２）附属病院に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 世界の総合大学にふさわしい病院としての機能強化を進める。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【４９】 

□ 国際的拠点病院として機能するため、病院広報の国際化及

び外国人患者診療体制の整備を進めるとともに、医療・医学教

育・医学研究に関して諸外国、特にアジア各国の先端医療拠点

病院と連携して人材交流を進める。 

【４９】 

□ 国際的拠点病院として機能するため、病院広報ホームページ（英語版）へ

のアクセス解析を踏まえたホームページの更なる充実、モバイル通訳システム

による患者対応の多言語化、遠隔会議システムを活用した諸外国の病院との研

究会・症例検討会等を継続して実施するとともに、アジア先端医療拠点病院等

と連携し、指導医の派遣及び医療従事者の研修等人材交流を進める。 

Ⅲ  

【５０】 

□ より安定した経営基盤を確立するため、収支バランスの継

続的モニタリング及び詳細な経営分析・評価を行うとともに、

新中央診療棟の整備、重点診療部門への投資等により収益の増

加、経費削減等により経営の効率化を進める。 

【５０】 

□ より安定した経営基盤を確立するため、HOMAS２（国立大学病院向け管理会

計サービス）を活用した収支バランスの継続的モニタリング、経営分析・評価

及び診療報酬改定への対応を行うとともに、新中央診療棟の安定稼働に向けて

重点診療部門への継続的投資を行うほか、手術室・ICU の稼働率を継続的にモ

ニタリングし、分析・評価を行う。あわせて、ジェネリック薬品の使用割合の

向上、医療材料価格の削減努力等による経費率の低減方策を継続して進める。 

Ⅲ  

【５１】 

□ 卒前教育と卒後教育が一体となった魅力ある教育を通じ

て高度な知識・技能・人格を兼ね備えた専門医療人を育成し、

社会・地域の医療に貢献するとともに、リーディングホスピタ

ルとして高度急性期医療及び先端医療の充実化を進める。 

【５１】 

□ 高度な知識・技能・人格を兼ね備えた医療人を養成して社会に輩出するた

め、宮城県医師育成機構との共催による海外短期研修事業及び被災地医療体験

実習、多職種の医療従事者に対するシミュレータを用いたトレーニング、先端

医療技術トレーニングセンターを活用した外科手技トレーニングなどを継続し

て実施し新たな教育研究システムの点検と必要に応じて見直しを行うととも

に、「新たな専門医の仕組み」に基づく基幹型専門研修プログラムによる専攻

医の受入れを開始する。 

Ⅲ  

【５２】 

□ 先端医療・臨床研究の安全性・品質を担保するため、倫理

教育プログラムの充実、研究支援・モニタリング体制の整備な

ど組織としての管理体制を一層強化するとともに、医療の質の

向上のため、医療安全推進室を強化し、定期的に第三者の機能

評価を受審する。 

【５２】 

□ 特定機能病院の承認要件等の見直しについては、安全な医療の提供に繋が

るよう、医療安全に係る各種モニタリング、検討・改善等の活動を継続して取

り組むとともに、臨床研究の品質を担保する講習会等を開催し、モニタリング

体制等の整備を進めるほか、医療安全推進室の体制について継続して強化する。

あわせて、病院機能評価認定更新に向け継続して改善を行い、受検に向けた体

Ⅲ  
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制を構築する。 

【５３】 

□ 先進医療及び臨床試験の実施により新たな医療を提供す

るとともに他機関等との連携による医薬品・医療機器開発を促

進するため、臨床研究推進センターの体制強化を図り、第３期

中期目標期間中に 10 件以上を目標とする研究成果の実用化の

支援を展開する。 

【５３】 

□ 新たな医療の提供として、がんや難病の個別化医療実現に向けて、個別化

医療センターの取組を推進する。あわせて、臨床研究推進センターの体制につ

いて点検を行い、必要に応じて強化するとともに、日本医療研究開発機構（AMED）

事業における革新的医療技術創出拠点プロジェクトによる医薬品・医療機器開

発に基づく成果の実用化に向けた段階的なフェーズ管理を着実に実施するた

め、基礎研究から臨床応用を目指した開発シーズの棚卸しを継続して行う。 

Ⅲ 〇 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上 
５ その他の目標 

（３）産業競争力強化法の規定による出資等に関する目標 

 

中
期
目
標  

①  平成 24 年度補正予算（第１号）による運営費交付金及び政府出資金を用いて、出資の際に示された条件を踏まえつつ、企業との共同研究を着実に実
施することにより、研究成果の事業化を促進する。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【５４】 

□ 認定特定研究成果活用支援事業者の株主としてのプログ

ラムのパフォーマンスを図るため、出資事業推進委員会におけ

るモニタリングなどガバナンスの確保を図る取組を実施する。

大学における技術に関する研究成果を事業化させるため、事業

イノベーション本部を中心に 24 件程度の事業化支援を行い、

認定特定研究成果活用支援事業者等の投資の対象候補として

６件程度の育成を図る等の取組を実施する。大学における教育

研究活動の活性化及びイノベーションエコシステムを構築す

るため、認定特定研究成果活用支援事業者等と連携し、ベンチ

ャー育成・活用人材リソースネットワークの形成、20 名程度の

大学高度人材への実践的インターン制度の構築等の取組を実

施する。地域における経済活性化に貢献するため、認定特定研

究成果活用支援事業者、地方公共団体、地方経済界等と連携し、

大学発ベンチャーの立地等の支援ネットワークの形成等の取

組を実施する。 

【５４】 

□ 出資事業推進委員会を半期に一度開催し、モニタリングなど内部統制マネ

ジメントを実行する。産学連携機構（事業イノベーションセンター）を中心に

事業推進型共同研究、小規模育成支援制度等を活用し、６件程度の事業化支援

を行い、認定特定研究成果活用支援事業者等の投資の対象候補として１件程度

の育成を図る等の取組を実施する。認定特定研究成果活用支援事業者等と連携

し、ベンチャー育成・活用人材リソースネットワークの形成及び大学高度人材

への実践的インターン制度の運用を開始する。認定特定研究成果活用支援事業

者、地方公共団体、地方経済界等と連携し、大学発ベンチャーの立地等の支援

ネットワークの形成構想の検討を継続して進める。 

Ⅲ 〇 
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化 
１ 組織運営の改善に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 大学経営システムの機能強化を進める。 
② 大学を支える人材の確保・活用を図れる人事システムを構築する。 
③ 自己収入拡大等による安定した財政運営を図りながら、学内資源の効果的な配分を実行する。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【５５】 

□ 大学が戦略をもって活動展開するため、本学構成員、経営

協議会の学外委員、国際アドバイザリーボードなどの様々な意

見を収集・分析し、総長のリーダーシップの下で、教学マネジ

メントを統括して迅速な意思決定と執行権を行使できるシス

テムの整備など体制の強化を図り、大学経営における役割・機

能の分担の明確化・最適化を行う。【◆】 

【５５】 

□ 大学が戦略をもって活動展開するため、本学構成員、経営協議会の学外委

員、国際アドバイザリーボードなどの様々な意見を収集・分析してそれらを戦

略策定に活用するとともに、大学経営力強化の基盤として、ガバナンスとマネ

ジメントが一体となって有効に機能するインフラ整備や総長と理事等の権限と

責務に基づく適切な役割分担によるガバナンスの強化を継続して進める。 

Ⅲ ○ 

【５６】 

□ 監事の機能強化に応じた職務執行の支援態勢を確保する

措置を講ずるとともに、監事監査・モニタリングの結果を法人

運営の改善に反映させる。 

【５６】 

□ 監事の職務執行の支援態勢（専任職員の配置、各種会議への陪席等）を確

実に確保するとともに、監事の意見を法人運営の改善反映するなど総長の責任

において監事監査の結果等を踏まえた改善措置を実行する。 
Ⅲ  

【５７】 

□ 総長直属の内部監査体制の下で、内部統制システムのモニ

タリングを継続的に実施するとともに、本学独自の評価基準の

作成及び評価の実施、リスク・コントロール・マトリクスの整

備などを行い、リスク・課題の解決策を監査先とともに探り、

自発的改善を促進する。 

【５７】 

□ 平成 28 年度に策定した「内部監査の評価基準」を基に、例年臨時監査員と

して指定される研究推進部や財務部の職員等を対象に「内部監査の品質評価」

を試行的に実践して、その成果を基に検証し、必要に応じて見直しを行うとと

もに、平成 29 年度に作成したリスク・コントロール・マトリクスを活用した内

部監査を実施して、自発的改善を促進する。 

Ⅲ  

【５８】 

□ 本学の戦略的・機動的な大学経営と教育研究の高度化によ

る更なる躍進のため、クロスアポイントメント制度適用例を対

平成 27 年度比で２倍増、年俸制の適用率 30 パーセント以上な

どを目指した人事・給与システムの弾力化を推進する。 

【５８】 

□ クロスアポイントメント制度については、平成 33 年度における対平成 27

年度比で適用例２倍増を目指した国内の学術機関との適用に加え、国内外の学

術機関及び企業等との適用を継続して進めるとともに、年俸制については、本

学独自のインセンティブ機能を有する承継枠年俸制度及び特別招聘プロフェッ

サー制度等を活用し、平成 33 年度における年俸制適用率 30 パーセント以上を

目指した取組を継続して進める。 

Ⅲ  
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【５９】 

□ 大学の教育研究活動及び経営を担う人材の育成・高度化を

図るため、各階層別の研修内容の充実、TOEIC スコア 700 点以

上の事務職員等の 100 名以上増員など職員の研修、良質なマン

パワーの増強等を通じた人事マネジメントの改善を進める。 

【５９】 

□ 大学の教育研究活動及び経営を担う人材の育成・高度化を図るため、平成

29 年度に実施内容等を見直した階層別研修の効果等の検証、TOEIC スコア 700

点以上の事務職員等の 100 名以上の確保に結び付ける海外研修等の機会の付

与、英語力が高い職員の戦略的・重点的配置について一元管理を進める。 

Ⅲ  

【６０】 

□ 次世代の学生の教育を担う機関として男女共同・協働を実

現するため、「東北大学における男女共同参画推進のための行

動指針」に基づく総合的・計画的な取組を推進し、第３期中期

目標期間中に、女性教員比率を 19 パーセントに引き上げるこ

とを目指した採用等の取組及び管理職等（課長補佐級以上）の

女性職員比率を 15 パーセントに引き上げることを目指した育

成等の取組を強化する。 

【６０】 

□ 女性教員採用促進策として、女性限定公募（国際公募も含む）やポストア

ップなどを実施して、平成 33 年度における女性教員比率を 19 パーセントに引

き上げるとともに、平成 33 年度における管理職等（課長補佐級以上）の女性職

員比率を 15 パーセントに引き上げることを目指して、時間外労働の縮減など、

仕事と家庭生活の両立のための職場環境づくりを行う。 

Ⅲ  

【６１】 

□ 規制緩和等を踏まえた学内規程等の見直しを積極的に行

うことで自己収入の拡大を図るとともに、学内の予算・人的資

源の状況を分析の上で長期財政計画を策定し、それに基づく学

内資源の効果的・安定的な配分を実行する。 

【６１】 

□ 自己収入の拡大の取組や学内の予算・人的資源の状況の分析を踏まえて、

必要に応じて、長期財政計画を見直すとともに、その計画に基づく学内資源の

効果的・安定的な配分を実行する。 Ⅳ  

【６２】 

□ 総長のリーダーシップの下、第２期中期目標期間中に実施

した部局評価に基づく傾斜配分の実績等を踏まえ、世界三十傑

大学への飛躍を目指して、ミッションの再定義等を踏まえた本

学の強み・特色を活かした重点施策に総長裁量経費の重点投資

を行うとともに、部局評価等と連動した資源配分を実施する。

【◆】 

【６２】 

□ 総長のリーダーシップの下、総長の提示する方針と部局のベクトルを合わ

せる機能を十全に確保できるよう、本学 IR 機能等による学内の現状分析と連動

させながら、総長裁量経費（運営費交付金の「学長裁量経費」の一部を含む）

については、ミッションの再定義等を踏まえた本学の強み・特色を活かした取

組を推進する採択基準を点検し必要に応じて見直しを行った上でその重点投資

を行うとともに、本学で研究科長等裁量経費として積算する財源の一部及び「学

長裁量経費」については、総長の提示する方針に基づいて点検した評価指標を

提示して実施する部局評価の結果を反映させてその配分を実施する。 

Ⅲ 〇 
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化 
２ 教育研究組織の見直しに関する目標 

 

中
期
目
標  

① 教育研究組織の不断の点検を行いながら、その柔軟かつ機動的な見直しを行う。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【６３】 

□ 大学の機能強化を図るため、大学をめぐる環境を踏まえた

教育研究組織の点検を不断に行うことができる体制を整備し、

その点検の結果に基づき、必要に応じて、組織・入学定員の見

直しなど、柔軟かつ機動的な組織改革を実行する。法科大学院

については、「公的支援の見直しの強化策」を踏まえ、東北地

方における法曹養成機能、司法試験の合格状況、入学者選抜状

況等を考慮の上、質の高い教育提供とともに入学定員規模の点

検等を行う。 

【６３】 

□ 大学 IR 室において、関係組織などの協力により、大学経営の推進に資する

データの収集及び分析を継続して行うとともに、平成 29 年度に設置した教育改

革推進会議及び部会において教育組織改革に向けた点検を進める。あわせて、

法科大学院において、検定料免除及び奨学金給付の制度を継続して行うととも

に、「公的支援見直し強化・加算プログラム」に基づく評価結果を踏まえ、教

育の質の向上を図るための様々な取組について検討を進め、必要に応じた見直

しを行う。 

Ⅲ 〇 

  



＜指定国立大学法人東北大学＞ 
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化 
３ 事務等の効率化・合理化に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 業務構造の再構築・強化等により事務等の効率化・合理化を進める。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【６４】 

□ 効率的かつ効果的な事務等の構築及び機能強化を図るた

め、恒常的な業務点検・調査検討体制の再整備を行い、事務業

務のスリム化・集約化・システム化を更に推進する。 

【６４】 

□ 既存の業務改革要望事項については、「検討終了」に向けて対応を完了さ

せるよう、本部事務機構所掌の進捗管理を徹底し、特に「旅費業務の電子化」

については、先行導入結果を踏まえたシステムの見直し・機能改修等を計画的

に実施して平成 30 年度における全学導入に向けた取組を推進するとともに、

「勤務時間管理システム」については、検証を踏まえ改善を継続して進める。 

Ⅲ  

  



＜指定国立大学法人東北大学＞ 
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Ⅲ 財務内容の改善 
１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 外部研究資金の一層の獲得を図るとともに、自己収入の増加を図る。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【６５】 

□ 外部研究資金の拡充を図るため、リサーチアドミ二ストレ

ーター（URA）機能、大学 IR 機能等を活用しながら情報の把握・

分析・学内への提供を行うなど外部資金獲得の支援体制を強化

する。 

【６５】 

□ 外部研究資金の拡充を図るため、大学 IR 室及びリサーチアドミニストレー

ター（URA）等との連携により多様な情報の効果的な把握・分析を継続して行う

とともに、若手研究者の大型研究費獲得に向けた取組を進めるなど、重点的に

支援すべき事項等を検討し、各種支援の実施内容に反映させるほか、産学連携

機構の情報集約機能を強化し、学内への提供と学外への発信を継続して行う。 

Ⅲ 〇 

【６６】 

□ 東北大学基金の恒久的な拡充を図るため、寄附者の意向と

本学のビジョンに即した多様な寄附メニューの拡充及び全学

的な募金推進基盤の強化をはじめとする戦略的・組織的なファ

ンドレイジング活動を展開するとともに、東北大学萩友会等と

の連携によりステークホルダーとの互恵的関係を強化する取

組を拡充する。 

【６６】 

□ 東北大学基金の拡充を図るため、部局や部局同窓会との連携・情報共有を

更に進め、全学的な募金推進基盤を継続して強化するとともに、寄附者の意向

と本学のビジョンに沿った多様な基金メニューを拡充し、戦略的・組織的なフ

ァンドレイジング活動を進めるほか、東北大学萩友会等との連携を強化し、ス

テークホルダーに応じたセミナー等を企画・実施する。 

Ⅲ ○ 
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Ⅲ 財務内容の改善 
２ 経費の抑制に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 経費の節減を徹底する。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【６７】 

 管理的経費の節減を徹底するため、事務体制の見直し、各種

業務の改善、共同購入品目の拡大など業務運営の効率化を継続

的に実施する。 

【６７】 

□ 共同購入による経費節減の状況を検証するとともに、近隣大学と品目拡大

等についての協議・検討を継続して行うほか、電力モニタリングシステムや回

路別電力使用量データ等を活用して、電力需給対策期間における総建物面積１

㎡当たりの電力使用量の削減を継続して進める。 

Ⅲ  
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Ⅲ 財務内容の改善 
３ 資産の運用管理の改善に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 資産の有効活用を行うとともに、不断の見直しを行う。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【６８】 

□ 新キャンパス整備事業等の進捗状況を踏まえた資金管理

計画等に基づく安全性・効率性を考慮した適正な資金管理、取

引金融機関等での競争入札実施による資金運用の拡大を図る

とともに、保有する土地・建物の有効活用の推進策の策定、使

用料金の見直し等による使用料収入額の対平成 27 年度比５パ

ーセント以上の増収など、資産の効率的・効果的な運用を行う。 

【６８】 

□ 新キャンパス整備事業の収支計画等を勘案した資金管理計画に基づいて資

金運用を実施するとともに、保有する土地・建物の使用料収入額を対平成 27 年

度比で５パーセント以上の増収を維持するなど平成 28 年度からの取組を継続

しつつ、資産の効率的・効果的な運用を推進する。あわせて、資産の有効活用

に向けて併用可能スペース等の利用を一元管理・企画するため「アセットマネ

ジメントセンター支援室」を設置し、学内における併用可能スペースの調査・

制度設計を進める。 

Ⅳ ○ 
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 
１ 評価の充実に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 自己点検・評価等について、世界三十傑大学を目指すのに相応しい内容の充実を図り、その結果を教育研究の質の向上、大学経営の改善等に活用する。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【６９】 

□ グローバルな視点で教育研究の質の向上、大学経営の改善

等を図るため、適正な評価体制の下で、全学及び部局に係る自

己点検・評価にあっては毎年度実施し、教員個人に係る評価に

あっては部局で定期的に実施するとともに、全学に係る機関別

認証評価及び部局に係る外部評価を受審し、大学 IR 機能を活

用して評価結果の検証及びフィードバック等を継続的に実施

する。 

【６９】 

□ グローバルな視点で教育研究の質の向上、大学経営の改善等を図るため、

全学で実施する部局に係る自己点検・評価にあっては、国際的通用性等を検証

する観点から評価指標を点検・改定の上、評価を実施し、結果については大学 

IR 室及びその他関連組織と情報共有を行いつつ当該部局に適切にフィードバ

ックし、部局運営の改善等を促し、教育研究の質の向上及び大学経営の改善等

に活用する。教員個人に係る評価にあっては全学的な基本方針の見直しの検討

を進める。各種評価結果の検証にあっては、大学 IR 機能との連携を進めなが

らそれを実行して教育研究の質の向上及び大学経営の改善に活用する。 

Ⅲ 〇 

  



＜指定国立大学法人東北大学＞ 
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 
２ 情報公開や情報発信等の推進に係る目標 

 

中
期
目
標  

① 研究・教育成果等の情報発信の強化を進める。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【７０】 

□ 社会への説明責任を果たすため、大学ポートレート、ウェ

ブページ等を活用して大学の基本情報や研究・教育成果等の情

報公開を促進するとともに、大学の認知度・社会的評価の向上

を図るため、ウェブページ、広報誌、シンポジウム等の催事、

ソーシャルメディア等の手段を駆使して「顔が見える大学」と

しての情報発信を実現する。 

【７０】 

□ 大学ポートレート、ウェブページ、グッズ等を活用した情報公開・提供を

促進するとともに、国内外から「顔が見える大学」としてブランド力の向上に

必要な情報を発信するコンテンツと対象に応じた適切な手段を組み合わせて国

内外に向けて継続して発信し、特に記者懇談会等を開催することにより、首都

圏や全国に向けた情報発信に注力してそれを展開する。 

Ⅲ 〇 
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Ⅴ その他業務運営に関する重要目標 
１ 施設設備の整備・活用等に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 世界最高水準の教育・研究を支えるキャンパス環境を整備する。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【７１】 

□ 世界をリードする研究拠点にふさわしい知的交流と国際

交流を促すキャンパスとするため、東日本大震災の経験を活か

して教育研究の継続性に配慮した災害に強い施設作りを行う

とともに、緑豊かな景観と構内に残る歴史的建造物等を活かし

て学生・教職員・地域住民の学びと思索を促すキャンパス環境

を整備する。平成 29 年度中の農学部・農学研究科の青葉山新

キャンパス移転に向けた所要の施設整備については、着実に実

施する。 

【７１】 

□ 安全・安心なキャンパス作りを継続して着実に実行するとともに、片平・

川内・青葉山・星陵の各キャンパスにおいては、学生・教職員・地域住民の学

びと思索を促すキャンパス環境に関する整備計画の策定及び実施を順次行い、

青葉山新キャンパスにおいては、新ユニバーシティ・ハウス等の整備を着実に

完了する。 

Ⅳ  

【７２】 

□ 持続可能なキャンパスとし、更なる高効率な活用及び施設

設備の長寿命化を促進するため、施設設備に関する点検評価・

教育研究ニーズに基づく計画的な整備、全学的な共同利用スペ

ースの確保・運用及び研究設備の共同利用化などマネジメント

を一層強化するとともに、第３期中期目標期間中に長寿命化を

図る必要のある施設の再生整備を全て実施し、老朽改善を必要

とする施設の割合を 25 パーセント以下とする。進行中の PFI

（Private Finance Initiative）事業については、着実に実施

する。 

【７２】 

□ 施設設備の長寿命化を促進するため、既存施設を良好で適切な状態に維持

し続けるサイクルとしてシームレスマネジメントシステム等、施設マネジメン

トに関する取組を継続して進めるとともに、老朽施設の改善計画に基づいた再

生整備を随時実施することにより老朽改善を必要とする施設割合 25 パーセン

ト以下を目指すほか、進行中の PFI（Private Finance Initiative）事業につ

いては、着実に実施完了する。 

Ⅲ  
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Ⅴ その他業務運営に関する重要目標 
２ 環境保全・安全管理に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 環境と安全に配慮したキャンパスの整備を進める。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【７３】 

□ 環境保全・安全管理文化の醸成と事故防止のため、関係法

令等の周知、各種安全教育教材等の整備、環境・安全教育講習

会の開催、法令・マニュアル等の英語化など全学的・組織的な

取組を推進するとともに、東日本大震災による被害内容の調査

分析結果等に基づき作成されたガイドラインによる転倒防止

対策を確実に実施する。 

【７３】 

□ 環境負荷低減に向けて策定した環境目標に基づく環境活動計画を着実に実

行し、安全教育・講習を継続して行うとともに、安全管理文化の醸成を推進す

るほか、事業場における化学物質のリスクアセスメント及びストレスチェック

の継続的な実施と転倒防止対策の推進により、適正かつ安全安心な職場環境の

保全を着実に実行する。 

Ⅲ  

【７４】 

□ 地下鉄東西線開業等に伴う交通環境の変化を踏まえ、学内

バスの運行計画の再構築を行うなど安全で効果的な学内交通

環境を整備する。 

【７４】 

□ 学内バスについて利用実績や利用者の意見等を踏まえ、利便性の向上に必

要な運行計画の見直しなどを行うとともに、キャンパス周辺の歩行者の安全確

保に関する対策について関係機関への要望・協議等を行う。 
Ⅲ  
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Ⅴ その他業務運営に関する重要目標 
３ 法令遵守等に関する目標 

 

中
期
目
標  

① コンプライアンス等の高度化及び危機管理体制の機能強化を進める。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【７５】 

□ 公正な研究活動を推進するため、公正な研究活動の推進体

制の下で、研究に携わる全構成員の研究倫理研修受講の義務付

けなど全学的・組織的な取組を推進する。 

【７５】 

□ 「公正な研究活動推進室」において、CITI－Japan プログラムや日本学術振

興会が提供する研究倫理教育プログラムなどを含め、研究倫理教育教材の開発

及び普及を継続して行うとともに、公正な研究活動推進連絡会議の開催等によ

り、行動規範・ガイドライン等の遵守状況に係るモニタリングを行い、公正な

研究活動推進体制の継続的な改善を進める。 

Ⅲ  

【７６】 

□ 研究費の適正な使用を遂行するため、適正な研究費の運

営・管理体制の下で、不正使用防止計画に基づき、研究費の運

営・管理に携わる全構成員のコンプライアンス教育受講の義務

付け、取引業者との癒着を防止するための誓約書の徴取など全

学的・組織的な取組を推進する。 

【７６】 

□ 不正使用防止計画（平成 27 年度～30 年度）に基づく不正防止策を着実に

実施し、特にコンプライアンス教育（研究費の適正管理）においては、本学独

自のリスク分析に基づく教材内容や教育体系の改善を進め、研究費の運営・管

理に携わる全構成員の受講を促す方策を検討・実行して、受講・修了率 95 パー

セント以上を目指すとともに、過去３か年における不正使用防止計画の推進状

況を検証して、次年度以降の３か年に向けて不正防止計画の見直しを行う。 

Ⅳ  

【７７】 

□ 個人情報保護の徹底及び財務・会計、法人文書管理をはじ

めとする業務の適正かつ効率的な運営を期するため、内部統制

システムを整備し、継続的にその点検を行い、役職員への周知、

研修の実施、必要な情報システムの更新等のリスク管理を実行

するとともに、事案が発生した場合には、速やかな是正措置及

び再発防止を講ずる。 

【７７】 

□ 個人情報保護、法人文書管理及び財務・会計について、コンプライアンス

教育（個人情報保護）等の教育啓発を継続して実施し、その実施結果を踏まえ

て必要に応じて仕組みの点検・見直しを行うとともに、内部統制システムの点

検の結果を踏まえ、必要に応じシステムを強化し、事故発生時への対応を適切

に進める。 

Ⅲ  

【７８】 

□ 不測の事態に対する危機管理体制の機能強化を図るため、

東日本大震災の教訓を活かした BCP（業務継続計画）の策定及

び学内の防災システムの普及を進めるとともに、BCP（業務継続

計画）に基づく防災訓練を毎年定期的に実施する。 

【７８】 

□ 総合防災訓練等の実施を通じて BCP（業務継続計画）の必要な見直しを行

うとともに、災害対応に必要となる備蓄体制等の整備、支部における BCP（業務

継続計画）の策定支援など防災システムの普及を継続して進める。 Ⅲ  
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Ⅴ その他業務運営に関する重要目標 
４ 情報基盤等の整備・活用に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 大学運営の基盤となる情報基盤等の整備・活用を行う。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【７９】 

□ 多様な教育研究活動等を支えるため、限られた大学資源の

効率的・合理的運用を図りながら、情報基盤の活用・充実を進

め、システム集約等による全学的最適化を推進するとともに、

情報セキュリティ対策の高度化、学内高性能計算基盤群の連携

強化及び利用環境の高度化等を進める。 

【７９】 

□ 多様な教育研究活動等を支える情報基盤の活用充実と高度化を図るため、

第３期（平成 30 年度から平成 34 年度）情報基盤整備計画に沿って、統合電子

認証システムの更新、東北大メールの添付ファイル代替手段及び内容チェック

機能の導入を行うとともに、情報基盤の全学的最適化（集約）を継続して推進

するほか、コンピュータセキュリティインシデント及び新しいセキュリティ脅

威への対応策の見直しを継続するとともに、災害や停電等不測の事態に備える

ため、老朽化した基幹サーバ用無停電電源装置（UPS）の更新を行い、情報シス

テムの強じん化を推進する。 

Ⅲ  

【８０】 

□ 本学の学術情報拠点として、本館と分館との協働の下で、

基盤的学術情報の整備、学習環境のサポート、貴重図書・資料

の保存・発信、業務の効率化など図書館機能の活用を進める。 

【８０】 

□ 本学の学術情報拠点として、電子ジャーナル等購入の更なる最適化、全学

教育及び高度教養教育・学生支援機構等の学内関連部署と連携した学習支援の

継続的実施、「青葉山コモンズ新図書館」の運営組織の確立と利用状況に適合

した学習環境・研究環境の向上、医学分館・北青葉山分館の機能を向上させる

ための改修実現に向けた要求の支援、オープンアクセス方針の普及と学術論文

の更なる公開及び貴重資料による企画展示会の開催の継続など図書館機能の活

用を進める。 

Ⅲ  
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Ⅴ その他業務運営に関する重要目標 
５ 大学支援者等との連携強化に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 東北大学ネットワークの拡充を進める。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

指定 
構想 

【８１】 

□ 東北大学の教職員・学生・地域住民等との協働の緊密化を

図るため、本学の施設の一般開放・見学受入れの推進、東北大

学萩友会等のネットワークを活用した大学リソースの継続的

な提供活動及び地域住民が大学運営に参画・支援できるシステ

ムの構築を進める。 

【８１】 

□ 地域住民等との協働の緊密化を図るため、本学の施設の一般開放・見学受

入れを推進するとともに、本学の歴史的資産等の活用方法及び地域住民等との

協働プログラムを継続して推進するほか、これまでの取組について必要に応じ

て見直しを行い、事業内容の向上化を進める。 

Ⅲ  

【８２】 

□ 校友間の協働の緊密化を図るため、卒業生の所在情報の捕

捉率を５割に引き上げるとともに、ホームカミングデーをはじ

めとする各種の交流会・懇談会を拡充するほか、ロゴマーク・

学生歌・校友歌の普及、東北大学萩友会の活性化などユニバー

シティ・アイデンティティ活動を継続的に進める。 

【８２】 

□ 校友間の協働の緊密化を図るため、ホームカミングデーをはじめとする各

種交流会や懇談会などをニーズ捉えて改善しながら継続して実施し、この活動

を通じて卒業生の所在情報の捕捉率 40 パーセント程度を目指すとともに、東北

大学萩友会とも連携し、各事業において校友歌の普及を進めるなど、ユニバー

シティ・アイデンティティ活動を継続して進める。 

Ⅲ  
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  ※ 財務諸表及び決算報告書を参照    

 

 

 

中期計画別紙２．短期借入金の限度額  

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

１ 短期借入金の限度額 
１１，４００，８７６千円 

２ 想定される理由 
運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生

等により緊急に必要となる対策費として借り入
れることが想定されるため。 

 

１ 短期借入金の限度額 
１１，４００，８７６千円 

２ 想定される理由 
運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等

により緊急に必要となる対策費として借り入れす
ることが想定されるため。 

 

 
 
 
該当なし。 

 

中期計画別紙３．重要財産を譲渡し、または担保に供する計画  

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

１．重要な財産を譲渡する計画 
・雨宮地区（宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町 10
番３）92,746.19 ㎡を譲渡する。 

・旧名取ボート艇庫跡地（宮城県名取市下増田
字屋敷 10 番１）1,863.00 ㎡を譲渡する。 

 
 

２．重要な財産を担保に供する計画 
・病院の施設整備及び病院特別医療機械の整備
に必要となる経費の長期借入れに伴い、本学
の土地及び建物を担保に供する。 

１．重要な財産を譲渡する計画 
・雨宮地区（宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町 10
番３）92,746.19 ㎡を譲渡する。 

 
 

 
 
２．重要な財産を担保に供する計画 

・病院の施設整備及び病院特別医療機械の整備
に必要となる経費の長期借入れに伴い、本学
の土地及び建物を担保に供する。 

１．重要な財産を譲渡する計画 
・雨宮地区（宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町 10

番５,６）15,830 ㎡を６月 29 日に、同地区（宮
城県仙台市青葉区堤通雨宮町 10 番３,７）
76,941 ㎡を 12 月３日にイオンモール㈱へ譲
渡した。 

 
２．重要な財産を担保に供する計画 

・病院の施設整備及び病院特別医療機械の整
備に必要となる経費の長期借入れに伴い、本
学の土地及び建物を担保に供した。 

 

 

 

中期計画別紙１．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画  
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中期計画別紙４．剰余金の使途  

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

 
毎事業年度の決算において剰余金が発生した場

合は、その全部または一部を、文部科学大臣の承
認を受けて、教育・研究・診療の質の向上及び組
織運営の改善に充てる。 

 

 
毎事業年度の決算において剰余金が発生した場

合は、その全部または一部を、文部科学大臣の承
認を受けて、教育・研究・診療の質の向上及び組
織運営の改善に充てる。 
 

 
教育・診療の質の向上に資するため、目的積立

金より 31 百万円をボート艇庫移転経費へ、453
百万円を病院先進医療棟における設備整備費へ
充当した。 

 
 

中期計画別紙５．その他 

 

施設・設備に関する計画 

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

 
施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 

・三条学生寄宿舎

施設整備事業
（PFI） 

・星陵 加齢疾患

モデル総合実験
施設 

・医病 中央診療

棟 
・医病 基幹・環
境整備（中央監

視設備等） 
・青葉山 実験研
究棟Ⅰ（工学

系） 
・小規模改修 

総額 6,981 施設整備費補助金 

（2,679） 
船舶建造費補助金 

（    0） 

長期借入金 
（3,498） 

大学改革支援・学位授

与機構施設費交付金 
（  804） 

（注１）施設・設備の内容、金額については見込みであ

り、中期目標を達成するために必要な業務の実施

状況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度合い

等を勘案した施設・設備の改修等が追加されるこ

ともある。 

（注２）小規模改修について平成 28 年度以降は平成 27

年度同額として試算している。 

なお、各事業年度の施設整備費補助金、船舶

 
施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 

・三条学生寄宿舎

施設整備事業
（PFI） 

・片平 総合研究

棟（多元物質科
学研究所） 

・小規模改修 

・内視鏡検査シス
テム 

総額 1,266 施設整備費補助金 

（564） 
船舶建造費補助金  

（  0） 

長期借入金 
（614） 

大学改革支援・学位授

与機構施設費交付金 
（ 88） 

注）金額は見込みであり、上記のほか、業務の実施状況等

勘案した施設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施

設、設備の改修等が追加されることもあり得る。 

 
施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 

・三条学生寄宿舎

施設整備事業
（PFI） 

・片平 総合研究

棟（多元物質科
学研究所） 

・青葉山 総合研

究棟（地震変
動・地震予知研
究センター） 

・星陵他 基幹・
環境整備（ブロ
ック塀対策） 

・青葉山 1 災害
復旧事業 

・片平 総合研究

棟改修（旧金研
10 号館） 

・川内 講堂耐震

改修 
・川内 屋内運動
場等耐震改修 

・小規模改修 
・内視鏡検査シス

総額 2,095 施設整備費補助金 

（1,398） 
船舶建造費補助金 

（  0） 

長期借入金 
（609） 

大学改革支援・学位授

与機構施設費交付金 
（ 88） 
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建造費補助金、（独）大学改革支援・学位授与

機構施設費交付金、長期借入金については、事

業の進展等により所要額の変動が予想されるた

め、具体的な額については、各事業年度の予算

編成過程等において決定される 

テム 
 

 
 

 
 

○ 計画の実施状況等 

 

 

 

 

 
 

 

人事に関する計画 

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

 
（１） 優れた若手・女性・外国人研究者が活躍す

る研究基盤を構築するため、学内組織・資源
を活用した任期制ポストへの登用等を推進
する。 

 
（１） 優れた若手・女性・外国人研究者が活躍す

る研究基盤を構築するため、平成 29 年度に
設置したタスクフォースの検討結果を踏ま
え若手研究者のための研究環境の改善を進
めるとともに、平成 33 年度における対平成
27 年度比 30 パーセント以上の外国籍教員の
増員を目指し、部局と連携を図りながら、特
別招聘プロフェッサー制度の活用促進、外国
人教員雇用促進経費の措置等を行う。あわせ
て、全学の教職員や学生を対象に、結婚・妊
娠・出産・子育てというライフステージに関
わらず働き続けられることを支援するため、
平成 30 年４月に青葉山新キャンパスに新た
に「青葉山みどり保育園」を開所し、星陵地
区の「星の子保育園」を拡充することにより、
国立大学最大規模の定員を擁する学内保育
環境を整備する。 

 

 
（１） 外国籍教員の増員を図るために、インセ

ンティブとして年俸を加算する特別招聘プ
ロフェッサー制度の本部負担額を平成30年
度においては最大 800 万円と２倍に引き上
げた。また、部局で新たに外国人教員を雇用
する場合に総長の承認を得て予算措置され
る外国人教員雇用促進経費については、平
成 30 年度は平成 29 年度比２倍の予算を確
保し、17 名を雇用した。さらに、受入れ環
境整備については、すでに協定を締結して
いるインターナショナルスクールにおける
入学料及び授業料を大学が一部支援してお
り、平成 30 年度は４名が利用した。平成 30
年度の外国籍教員数は 212 名（平成 27 年度
比 9.8％増）であり、平成 29 年度の増加率
7.3％から着実に向上している。 
【９】【２８】【４８】 

 
平成 30 年４月、青葉山地区では「青葉山

みどり保育園」（最大定員 100 名）を新規開
園した。また、星陵地区では篤志家からの遺
贈による敷地に新たに園舎を建設し、病院
事業所内保育所である「星の子保育園」を拡
充した（定員 26 名→最大定員 120 名）。こ
れにより、既存の「川内けやき保育園」（定
員 30 名）とあわせて最大 250 名の学内保育
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環境を整備した。 
 

 
（２） 大学の教育研究活動及び経営を担う人材

の育成・高度化を目指して、研修内容の充
実、人事マネジメントの改善等を図る。ま
た、研究支援者のキャリア形成を促進する
ため、専門分野間の技術交流等を推進する。 

 

 
（２） 大学の教育研究活動及び経営を担う人材の

育成・高度化を目指して、階層別研修及び
TOEIC スコア 700 点以上に結び付ける取組に
ついて、内容の充実等を進める。あわせて、
技術系研究支援者のキャリア形成を促進す
るため、専門分野間の技術交流・人事交流等
を推進する。 

 

 
（２） 各階層研修においては、昇任後早期に必

要な知識・スキルを学べるよう研修の開催
時期及び内容等について改善を図るとと
もに、現職の主任に対しても主任の「役割
期待」を強く認識させるため、学び直し研
修を実施した（計４回）。 

また、事務系管理職員のマネジメント力
の向上を図るため、部下の人事評価に関す
る基本的な知識やスキルを学習する講義
を新たに組み入れ実施した。 

さらに本部の部長及び部局の事務（部）
長の人事評価を行う理事・部局長に、人事
評価の意義や制度等について理解させる
ことで、評価の公平性・信頼性を確保し、
業務の改善や効率化を図る目的で、人事評
価講習会を新たに実施した。 

 
事務職員の英語力強化を図るため、平成

29 年度に引き続き、TOEIC 団体受験、語学
学校研修、スピーキング研修、自己啓発研
修を実施した。なお、TOEIC700 点以上の事
務職員等の人数は、平成 30 年５月１日現
在 147 名（平成 29 年度より 44 名増加）と
なり、着実に目標を達成している。また、
当該職員を国際交流や留学生支援など語
学力が必要とされている部署に重点的に
配置することにより、英語力の高い職員の
一元管理を行っている。【５９】 

 
技術系研究支援者のキャリア形成の促

進にあたっては、各職群内専門分野間の技
術交流や職場交流を技術専門員会議、部会
会議等にあわせて 31 件（参加人数：延べ
357 名）実施し、総合技術部全体及び職群
ごとの研修を 31 件（参加人数：延べ 610
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名）実施した。 
また、外国語での対応力強化のため、６

ヶ月間の「技術者のための英会話術」２コ
ース（参加人数：13 名）および「技術英語」
習得セミナー１件（参加人数：１名）を実
施した。 

さらに、実技研修を伴った東北地区国立
大学法人等技術職員研修の開催（参加登録
者数：８機関 152 名）、平成 32 年度全国
総合技術研究会開催に向けた総合技術研
究会2021実行委員会事務局会議の開催（委
員は 10 名で 13 回開催）、総合技術研究会
2019 九州大学への参加（本学からの参加人
数 43 名：全参加者数は 102 機関 800 名）
を行った。 

そのほか、全学的技術支援として、技術
相談窓口を 12 件対応した。 

また、総合技術部運営委員会に人事制度
検討小委員会を設置し、人事配置方針及び
人事評価等について検討を行い、平成30年
10 月から人事評価システム導入に向けた
新人事評価制度の試行を行うとともに、人
事制度検討小委員会の検討結果を踏まえ
て、適正な人事配置の実現のため新たに人
事小委員会を平成 31 年２月に設置した。
【２９】 
 
 
 

 
（３） ワールドクラスの研究者や優れた人材を

国内外から広く確保するため、適切な業績
評価による処遇反映の仕組みの整備・活用、
クロスアポイントメント制度の活用等を推
進する。また、スタッフ・ディベロップメン
トの観点から、関係機関との間で積極的な
人事交流を実施する。 

 
 

 
（３） ワールドクラスの研究者や優れた人材を国

内外から広く確保するため、適切な業績評価
による処遇反映の仕組みを活用するととも
に、クロスアポイントメント制度について
は、平成 33 年度に対平成 27 年度比で適用例
２倍増を目指して、国内の学術機関との適用
を促進することに加え、国内外の学術機関及
び企業等との適用を推進する。 

 

 
（３） 異分野融合による新たな学問領域の開拓

やイノベーションの推進を図るため、クロ
スアポイントメント制度の適用を拡大し、
それまで適用してきた国内の学術機関及
び企業等のみならず、国外の学術機関との
クロスアポイントメント制度適用を推し
進めた。平成 30 年度におけるクロスアポ
イントメント制度の適用件数は 22 件で、
平成 27 年度比３倍以上となり、目標を大
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幅に上回る結果となった。【２７】【５８】 
 

 
（４） 戦略的・機動的な大学経営と教育研究の高

度化による更なる躍進のため、従来から取
り組んでいる年俸制の適用率を拡大する
等、人事・給与システムの弾力化を推進す
る。 

 
 
 
 
 
（参考） 中期目標期間中の人件費総額見込み 

276,179 百万円（退職手当は除く） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（４） 戦略的・機動的な大学経営と教育研究の高

度化による更なる躍進のため、年俸制につい
ては、引き続き本学独自のインセンティブ機
能を有する承継枠年俸制度及び特別招聘プ
ロフェッサー制度等を活用し、平成 33 年度
に年俸制全体の適用率 30 パーセント以上を
目指した取組を推進し、人事・給与システム
の弾力化を推進する。 

 
 
（参考１）平成 30 年度の常勤職員数 

3,950 人 
（役員及び任期付職員を除く。） 
あわせて、任期付職員数の見込みを 912
人とする。 
（任期付職員は、大学の教員等の任期に
関する法律に基づくもの。） 
 

（参考２）平成 30 年度の人件費総額見込み 
45,974 百万円 

 

 
（４） 本学独自のインセンティブ機能を有する

承継枠年俸制度の活用等を推進し、年俸制
全体の適用率が平成 30 年度 31.4％（平成
31 年３月 31 日現在）となった。【２７】 
【５８】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



＜指定国立大学法人東北大学＞ 

 116 

 



＜指定国立大学法人東北大学＞ 

 117 
 



＜指定国立大学法人東北大学＞ 

 118 
 



 

 - 119 -

○ 計画の実施状況等 

(1) 前期（修士）課程・後期（博士）課程 

前期（修士）課程及び後期（博士）課程の定員充足率は、一部の研究科・

専攻において、社会的な要因（経済的な理由による学資負担の問題、学部卒

業者・前期（修士）課程修了者における就職希望者の増加、後期（博士）課

程修了後のアカデミックポスト不足等によるキャリアパスに対する不安な

ど）や、専攻の再編や教員人事の調整等により定員充足が 90％に満たない

ものがあるものの、大学全体としては適正な水準にあると判断している。 

(2) 専門職学位課程 

専門職学位課程については、法学研究科総合法制専攻（法科大学院）及び

法学研究科公共政策専攻（公共専門職大学院）の学生収容定員の充足率が

90％未満であり、課程全体としても 90％に満たない状況にはあるものの、

総長のリーダーシップの下で、抜本的な対応を含む様々な改善施策（入試の

複数回実施・奨学金の支給等）を組み合わせて計画的に実行している。なお、

入学試験においては、質の高い学生の獲得を目指して実施し、学力不足の受

験生を合格させることはないため、結果として定員が充足しなかったもの

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


